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１．はじめに 
 急速な少子高齢化の進展や本格的な人口減少社会の到来、さらには第二次地方分権改革

がスタートするなど、市町村を取り巻く環境は著しく変化してきています。 
 
 特に地方分権一括法の施行を契機に、様々な分野で地域の実情や住民ニーズを踏まえた

独自のまちづくりを展開することになり、限られた財源のなかで、最大の行政サービスを

提供しなければならず、市町村は非常に厳しい財政運営を迫られています。 
 
 寒川町では、平成１８年１１月に総合図書館のオープン、平成１９年４月には自治基本

条例を施行するなど、町独自の事業展開を図ってきましたが、町財政は依然として厳しく、

今後もさらに自主財源の拡充と事業の見直しを図っていく必要があります。 
 

 

 

 

２．検証実施の趣旨 
 寒川町総合計画「さむかわ２０２０プラン」は、２１世紀を展望した新たな長期ビジョ

ンとして平成１４年度に策定され、基本計画は前期１０年間（平成１４年度～平成２３年

度）と後期９年間（平成２４年度～平成３２年度）に分かれています。 
 
 また、実施計画は５年ごとに策定することになっており、平成１９年度より第２次実施

計画がスタートしています。 
 
 そこで、基本計画の前期１０年間のうち８年が経過しようとしている現在、この８年間

を検証（評価）し、それを明らかにすることによって行政と住民とが共通の認識を持ち、

今後の行政運営、施策展開に活かしていきたいと考えております。また、後期基本計画策

定の基礎資料とするものです。 
 

（寒川町総合計画・さむかわ２０２０プラン「総合計画のしくみ」） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

実施計画 
5年ごとに策定 

基本計画 
前期（10年間） 

後期（９年間） 

基本構想 
目標年次 
2020年度 
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３．検証の考え方 
・「前期基本計画」の前期８年間の検証を通じて、今後のまちづくり、行政運営の改善を

図るため、施策レベルでの「マネージメント・サイクル＝計画（Ｐｌａｎ）→実行（Ｄ

ｏ）→評価（Ｃｈｅｃｋ）→改善（Ａｃｔｉｏｎ）」を確立するものとします。 
・「前期基本計画」の前期８年間の検証は、施策の推進における現状と課題を把握し、施

策の推進に向け、今後どのような方向に展開すべきかを検討するものとします。 
・主な成果と課題の把握に当たっては、現時点においてどのような状況の変化が生じてい

るか、事業内容を分析し整理をするものとします。 
・分析に当たっては、事務事業評価、時代や社会の要請、日常業務での町民の意見や要望

等を踏まえたものとします。 
・最終的な取りまとめとして、前期基本計画の前期８年間に取り組んだ施策を総合的に検

証し、今後町が取り組むべき施策の基礎資料とします。 
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４．施策検証の対象と取りまとめの流れ 
 
＜検証の対象＞ 
寒川町の総合計画の政策体系は、次のように６つの階層から構成されており、このうち「施

策の大綱（節）」を対象とし取りまとめました。（表 施策一覧：参照） 
 
 

ま
ち
づ
く
り
の
基
本
目
標

（
章

）

事務事業

事務事業

事務事業

事務事業

施策の内訳基本的施策の方向（項）施策の大綱（節） 施策の方向

事務事業

事務事業

施策の内訳

施策の方向

基本的施策の方向（項）

施策の大綱（節）

 
 
 
＜取りまとめの流れ＞ 
取りまとめは各課等から出された評価シートを基に企画調整担当において、政策体系の

「施策の方向」ごとに評価、分析し、それらを「施策の大綱（節）」ごとに検証した「施策の

検証」（１３項目）として作成しました。 
 
評価シート  各課等において、政策体系の「施策の方向」ごとに町の状況や 課題、

成果などの情報を整理し分析を行いました。 
施策評価調書  企画調整担当において、担当から提出された各評価シートに基づいて、

「施策の方向」ごとに評価、分析を行い施策の方向性を示しました。 
施策の検証  施策評価調書を基礎資料として、政策体系の「施策の大綱（節）」ごと

に検証を行い、８年間の主な成果、主な課題、今後の方向性などを取り

まとめました。 
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表 施策一覧 
  基本 

 目標 

（章） 

 

施策の大綱（節） 

 

基本的施策の方向（項） 

 

施策の方向 

1. 

快適で 

にぎわ 

いのあ 

るまち 

づくり 

1.連携を考えた交通環境の

整備を進めます 

1.交通体系の整備 1.道路網の整備 

2.公共交通網の整備 

2.快適な生活環境の整備を

進めます 

1.公園・緑地の整備 1.公園・緑地の整備 

2.下水道・河川の整備 1.公共下水道の整備 

2.河川の整備 

3.生活環境の向上 1.環境美化の推進 

2.良好な住環境の整備 

3.情報通信基盤の整備 

3.魅力ある市街地の整備を

進めます 

1.市街地環境の整備 1.土地利用の適正化 

2.中心市街地の整備 

3.ツインシティ倉見地区の整備 

    4.さがみ縦貫道路インターチェ

ンジ周辺の整備 

2. 

環境と 

共生し 

たうる 

おいの 

あるま 

ちづく 

り 

1.水とみどりの保全と活用

を進めます 

1.緑化の推進 1.緑の保全と推進 

2.水辺空間の創造 

2.環境にやさしいまちづく

りを進めます 

1.環境共生の推進 1.環境施策の総合的推進 

2.地球環境の保全 

3.公害の防止 

2.資源の有効活用の推進 1.リサイクル活動の推進 

2.エネルギー対策の推進 

3.廃棄物の適正処理 1.ごみの収集処理対策の推進 

2.し尿の収集処理対策の推進 

3. 

安心で 

生きが 

いのあ 

るまち 

づくり 

1.明るく生きがいのある健

康づくりを進めます 

1.健康づくりの推進 1.健康づくりの推進 

2.健康づくりの支援 

2.保健・医療の充実 1.地域保健の充実 

2.地域医療の充実 

3.社会保障制度の推進 1.国民健康保険制度の推進 

2.老人保健制度の推進 

3.介護保険制度の推進 

4.国民年金制度の推進 

2.心のかよいあう福祉を充

実します 

1.地域福祉の充実 1.地域福祉活動の充実 

2.高齢者福祉の充実 1.高齢者対策の充実 

3.児童福祉の充実 1.子育て環境の充実 

4.障害福祉の充実 1.障害福祉の充実 
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  基本 

 目標 

（章） 

 

施策の大綱（節） 

 

基本的施策の方向（項） 

 

施策の方向 

3. 

安心で 

生きが 

いのあ 

るまち 

づくり 

3.安心して暮らせるまちづ

くりを充実します 

1.防災対策の充実 1.防災対策の充実 

2.消防・救急体制の充実 1.消防体制の充実 

2.救急救助体制の充実 

3.交通安全・防犯対策の充実 1.交通安全対策の充実 

2.防犯対策の充実 

4.地域活動の推進 1.地域コミュニティの充実 

2.ボランティア活動の促進 

3.消費生活の向上 

5.共に支え合う地域社会の

実現 

1.男女共同参画社会の実現 

2.平和で平等な社会の実現 

4. 1.ふれあいのある生涯学習

を充実します 

1.生涯学習の推進 1.生涯学習活動の推進 

 豊かな 

心と文 

化をは 

ぐくむ 

まちづ 

くり 

2.スポーツ・レクリエーショ

ン活動の推進 

1.スポーツ・レクリエーション

活動の推進 

2.豊かな心をはぐくむ教育

を進めます 

1.家庭教育・学校教育の推進 1.家庭教育の推進 

2.学校教育の推進 

2.青少年の育成 1.青少年活動の推進 

3.地域の文化活動を進めま

す 

1.地域文化の振興 1.文化活動の推進 

2.地域間交流の推進 1.地域間交流の推進 

5. 

魅力あ 

る産業 

と活力 

のある 

まちづ 

くり 

1.まちの特性を生かしたふ

るさとの想像を図ります 

1.商業の振興 1.商業の活性化の推進 

2.工業の振興 1.工業の振興 

3.農業の振興 1.都市型農業の推進 

4.勤労者対策の充実 1.就労環境の充実 

5.観光の振興 1.観光対策の推進 

 施策の推進に向けて 1.町民参加のまちづくりの

促進 

1.町民参加の推進 

2.情報提供・公開の推進 

2.広域行政の推進 1.広域行政の推進 

3.効率的な行財政運営の推

進 

1.行政改革の推進 

2.地方分権の推進 

3.計画的・効率的な行財政運営

の推進 
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５．施策の検証 
 

第１章 快適でにぎわいのあるまちづくり 
第１節 連携を考えた交通環境の整備を進めます 
◎第１項  交通体系の整備  

 施策名  ①道路網の整備 

     ②公共交通網の整備 

 
◆２０２０プラン策定時の状況 

  ①道路網の整備 
○本町の幹線道路網は、県道相模原茅ヶ崎線を始めとする４路線の県道等で構成されてい

る。  
○さがみ縦貫道路が相模川沿いに整備中であり、町内には２カ所のインターチェンジが計

画されており、インターチェンジに接続する道路では、交通量の大幅な増加が予想され

ている。 
○平成１０年に湘南銀河大橋が完成し、神川橋に加えて本町と周辺市町を東西に結ぶ重要

な路線になっている。しかし、橋へ向かう道路の混雑は残っており、生活道路への通過

車両の流入も目立っている。 
○町道は、すべての人が安心して利用できる道路・歩道整備が求められているが、現状は

維持管理が主体となり、整備が立ち後れている状況にある。 
②公共交通網の整備 

○相模線複線化、いずみ野線延伸について、要望活動を主に展開を図っているが、運行本

数等利便性が低い状態が続いている。 
○神奈川県東海道新幹線新駅設置促進期成同盟会では、新駅誘致の早期実現に向けた取り

組みを行っている。 
○バス路線の輸送力では、町内で帰結する単独路線はなく、路線構成等の問題により利便

性が低く、利用状況も悪いため、国の規制緩和によりバス利用の少ない路線の廃止が予

測される。 
○高齢者や障害者が安心して利用できるよう、交通施設等のバリアフリーが求められてい

る。 
 
◆主な成果 

①道路網の整備 
○国県道の整備は、関係機関との調整、周辺自治体と連携・協力のもと、早期整備に向け

た要望活動を継続している。さがみ縦貫道路については、田端から倉見まで順次整備が

進んでおり、湘南銀河大橋へ向かう藤沢大磯線は一部暫定供用を開始し、少しずつでは

あるが整備が進み町民の利便性が図られてきている。 
○町道においては、平成８年度から町道宮山倉見１３号線の拡幅工事を進めるなど、道路

網の整備を推進している。 
○通学路や歩行者等の利用頻度の多い路線の舗装化を進め、隣接住民や通行者の利便性・

安全性が向上した。 
○都市計画道路の見直しについては、神奈川県策定の「都市計画道路の見直しのガイドラ

イン」に基づき見直し、対象路線の選定、必要性の検証、周辺自治体と進捗状況等の調

整を行った。 
○学校や公共施設等に係る歩道整備や緑のラインの歩行者通行帯を確保した。 

②公共交通網の整備 
○バス路線撤退による交通不便地域などを対象にコミュニティバスの試験運転を平成１５

年１月から開始。検討を重ねた結果、平成２１年１０月より３ルートによる本運行を実

施した。 
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○平成１２年に交通バリアフリー法が施行されたことにより、町では具体的な取り組みと

して、平成１８年に寒川駅南口と駅構内にエレベーターとエスカレーターを設置し、高

齢者や障害者の方が安心して利用できるようになるなど、利用者の利便性向上を図った。 
○公共交通網の整備は、これまでの要望活動により、JR東日本が自ら JR相模線の活性化
に向けた調査を実施。また、東海道新幹線新駅誘致については、本事業に対する成果は

十分ではないものの、要望活動の継続実施や厳しい財政状況での最大限の積立てを実施

するなど一定の取組みを行った。 
  

◆主な課題 

①道路網の整備 
○周辺自治体との広域的なネットワークを形成する幹線道路の整備促進をより一層推進す

ることが必要であり、町民の期待する道路網の整備を長期的視点に立って積極的に推進

する必要がある。特にさがみ縦貫道路（仮称）寒川北インターチェンジと東西方向を結

ぶ（仮称）湘南台寒川線は、県や町民、企業等と調整を行い計画の具体化を早期に図る

必要がある。 
○町道における狭隘道路（４m 未満）は現在、建築基準法に基づきセットバックした部分
から順次整備を進めているので、道路の幅員が不揃いとなり路面排水処理などの整備が

進まない状況である。（現在簡易舗装等の一部実施を検討） 
○町道の整備は、安心安全の面から特に歩道の設置について要望が多くなっている。歩道

整備は、車両通行帯と歩行者通行帯の完全分離が理想だが、歩道用地の確保には、隣接

地権者の協力や事業費確保が必要であるため、整備が進まない。 
○町道の維持管理は、老朽化した舗装の打ち換え等の必要な道路が増加しているため、維

持補修の重要性が高まっている。 
②公共交通網の整備 

○公共交通網の整備増強やバリアフリー化に向けた取り組みは、各事業者への要望活動を

主に行っているのが現状であり、事業実施は各事業者に頼るしかない。 
○相模線複線化の早期整備は、現状では難しいことから、行き違い施設の整備による輸送

力増強が望まれる。 
○コミュニティバス運行については、現状では大幅な利用者増強が見込めず、費用対効果

の面からも運行内容等の検討が必要である。 
○町内の観光資源等を活用したまちづくりや企業誘致による通勤者の増加を図るためにも、

公共交通の利用促進を図ることが必要である。 
○東海道新幹線新駅要望活動に対する JR東海からは、積極的な回答は得ていないが、リニ
ア中央新幹線の開業により、現在の東海道新幹線の稠密なダイヤの改善が図られること

から、新駅設置は十分可能性があると考えられる。 
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町道の状況（単位：ｍ） 
  平成１３年４月１日現在  平成２１年度末現在 

 道路総延長 １８７，７６５ １９４，８４２ 

  実延長 １８３，８６７ １８９，６８９ 

 

 幅 

 員 

 ４．０ｍ以上 １２９，７９５ １４２，４１０ 

 ４．０ｍ未満 ５４，０７２ ４７，２７９ 

 種 

 類 

 別 

 道路延長 １８３，１４７ １８８，９５６ 

 橋りょう延長 ７２０ ７３３ 

 トンネル － － 

 路 

 面 

 別 

 セメント系 ７４４ １，０３２ 

 アスファルト系 １４５，３６１ １５５，７６６ 

 砂利道 ３７，７６２ ３２，８９１ 

  歩道設置延長 ２４，７２４ ２８，１００ 
 
 
  町内都市計画道路の整備状況（単位：ｍ） 
    路線名   町内延長  幅 員 平成１３年４月１日現在  平成２０年度末現在 

 さがみ縦貫道路     ６，２５０    ２１ ０ ０ 

  藤沢大磯線     １，３５０    ２５ ８７０ ８７０ 

  中海岸寒川線     ３，２８０    １５ １，５１０ １，８００ 

  柳島寒川線     ５，７７０    １６ ５，７７０ ５，７７０ 

  東海岸寒川線     １，０４０    １２ １００ １００ 

  寒川下寺尾線     １，９１０    １２ １，５４０ １，９１０ 
     計   １９，６００  ９，７９０ １０，４５０ 
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各駅の１日当たりの平均乗客数（出典：ＪＲ東日本旅客鉄道株式会社ホームページより）
（単位：人）

年度 寒川駅 宮山駅 倉見駅
平成１４年度 6,378 1,654 1,766
平成１５年度 6,399 1,704 1,634
平成１６年度 6,478 1,741 1,707
平成１７年度 6,595 1,856 1,719
平成１８年度 6,773 1,901 1,728
平成１９年度 6,820 1,999 1,756
平成２０年度 6,880 2,098 1,823
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◆町民意向調査（平成２１年５月実施）による現状評価 
 
 
 
 

 

 

◆今後の方向性 

≪道路整備の推進≫ 
○さがみ縦貫道路をはじめとする主要幹線道路は、広域的なネットワークを形成するため

にも重要であることから、周辺自治体と連携し、国及び県に対する要望活動を継続して

いく。 
○さがみ縦貫道路（仮称）寒川北インターチェンジと東方向を結ぶ（仮称）湘南台寒川線

は、ツインシティ倉見地区のまちづくりにおいても重要な幹線道路となることから、生

活環境等に配慮した上で、早期整備への協力を県へ要望していく。 
○町道整備については、これまで整備された町道の多くが、舗装や側溝の老朽化により安

全面での危惧が生じている。今後は計画的な維持管理を図るため、維持管理計画に基づ

き、財源確保をしながら利便性の向上と安全を図る。また、寒川町幹線町道将来計画は、

策定から１０年以上が経過しているため、見直しを図り安全面での緊急性などの視点か

ら整備を進めていく。 
○都市計画道路の見直しについては、必要性の検証等の結果に基づき、対象路線について、

見直し方針を策定していく。 
○ユニバーサルデザイン、安心安全、バリアフリーの道路整備を推進しつつも、歩道用地

確保が厳しいなか、暫定的にでも、通学路のグリーンライン等については継続的な整備

を図る。 
 
≪公共交通機関のあり方≫ 

○相模線やバスなど公共交通機関の利便性の向上は、より豊かな町民生活を送る上でも必

要不可欠である。相模線については、利用者の増加が見込まれる中で、今後とも行き違

い施設の整備や運転本数の増便など、相鉄いずみ野線延伸など積極的・継続的に関係機関

へ要望活動により鉄道輸送力増強を図る。併せて、バス事業者に対して路線の維持、増

便の要望活動を進める。また、寒川駅については、バリアフリー化が進められているが、

車社会、高齢化社会に対応した整備の推進を図り、人にやさしいまちづくりに取り組ん

でいく。 

○コミュニティバスのあり方や運行等の検討を行う。 

○交通需要マネジメント調査・分析を行い、町内の交通体系を検討する。 

○ＪR 東海のリニア新幹線開業に向けた動きを把握しつつ、それに伴う東海道新幹線新駅

の早期実現を目指す。 

○駅周辺等における駐輪施設の確保・運用の継続及び受益者負担についても検討する。 

十分 やや十分
やや
不十分

不十分
わからな
い

無回答
無効

合計 平均値

60 157 119 80 56 18 490
12.24% 32.04% 24.29% 16.33% 11.43% 3.67% 100.00%

43 98 126 154 51 18 490
8.78% 20.00% 25.71% 31.43% 10.41% 3.67% 100.00%

現在の状況の評価

道路網の整備 2.5261111

施策

2.9291112 公共交通網の整備
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第２節 快適な生活環境の整備を進めます 

 
◎第１項 公園・緑地の整備 

施策名  ①公園・緑地の整備 

◎第２項 下水道・河川の整備 

施策名  ②公共下水道の整備 

③河川の整備  

◎第３項 生活環境の向上 

施策名 ④環境美化の推進 

⑤良好な住環境の整備 

⑥情報通信基盤の整備 

 
◆２０２０プラン策定時の状況 

①公園・緑地の整備 
○「寒川町緑の基本計画」の実現に向け、さむかわ中央公園や川とのふれあい公園等の公園

整備を進めてきたが、整備水準はまだ県平均よりも低い。 

②公共下水道の整備 
○町の下水道は、汚水と雨水に分けて処理する分流方式をとっており、汚水の総人口に対す

る普及率は約８７％に達している。また、雨水については、幹線・枝線で未整備のところ

があり、雨水対策が求められている。 

③河川の整備 
○相模川の堤防については、さがみ縦貫道路の整備に伴い、築堤の整備が順次進められてい

る。また、小出川については、県において計画的な改修工事を行っているが、未整備部分

もあり豪雨時には依然として河川の氾濫による浸水被害が起こっている。なお、目久尻川

については、すでに町内部分の河川改修はほぼ終了している。 

④環境美化の推進 
○町では、自治会や企業及び各種団体などを中心に、年２回のまちぐるみ美化運動や相模川

河川敷における河川美化キャンペーンを実施している。このことは町民や企業等における

自主的な環境美化活動につながっている。 

⑤良好な住環境の整備 
○都市化が進む中、町は恵まれた自然景観と調和のとれた町並みの形成に努めるとともに、

ツインシティ倉見地区や寒川駅北口地区等における整備や規制・誘導による周辺地域と調

和した景観づくりが望まれている。 

○住居表示は、一之宮、中瀬、大曲、岡田の一部、小谷の各地区において実施している。 

⑥情報通信基盤の整備 
○町では、情報通信基盤として CATV 網が全域に普及しており、日常の暮らしの中に浸透し

ている。これからは本格的な情報ネットワーク社会が到来すると考えられるため、町民が

相互に情報を共有できるような情報環境の整備が求められている。 
 
◆主な成果 

①公園・緑地の整備 
○平成１０年度供用開始された、さむかわ中央公園は、町の様々なイベントの開催に利用さ

れるなど多くの町民に利用され憩いの場として人気がある。 

○１人当たりの公園面積１０㎡の達成に向け取り組んだものの、財政状況等の諸事情により

公園・緑地の拡充は図れなかった。 

②公共下水道の整備 
○汚水の総人口普及率は、平成２１年度末において、約９１．８％となっている。市街化区

域６９８ha の内、約６８５ha、市街化調整区域１，１３０ha（事業認可区域）の内、約

７６．９ha が整備済み。引き続き平成２２年度も大蔵、一之宮、小動地区の一部におい

て整備を実施する。雨水整備については、小動幹線（枝線）の整備を平成２２年度に引き
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続き実施する。（大曲幹線は平成２２年度完了予定） 

③河川の整備 
○相模川の築堤工事は、一之宮地区の築堤が進んだ。目久川の護岸改修工事も環境に配慮し

た河川改修が終了した。小出川については、越の山地区に台風による冠水被害が発生した

が、平成１６年に同地区の暫定改修が行われ、水害の未然防止進められ、さらに、平成２

０年度には西久保の取水堰工事が完成し、現在大曲地区について工事が進められている。 

④環境美化の推進 
○環境美化活動については、自治会や事業者・学生等により、参加者も定着しており、平成

１９年３月には、町民、事業者等及び町が協力し行動することにより、地域の環境美化を

推進することなどを目的とした、「寒川町住みよい環境を守り育てるまちづくり条例」を

新たに制定した。まちぐるみ美化運動や相模川美化キャンペーンについても参加者が定着

しており、実績もほぼ目標に達している。また、住環境を阻害するような迷惑行為を防止

するため美化意識の高揚を図り、町の美化を推進するため、様々な啓発に取り組んでいる。 

○火葬施設の確保により、すみやかに火葬を実施することができ、町民に対する公衆衛生の

確保と快適な生活環境づくりができた。町域に火葬施設という特殊な施設を持たないなが

ら、茅ヶ崎市民と同等のサービスが受けられることに対する町民の満足度は高い。 

○狂犬病予防接種については、全国の接種率は７６％であるが９０％以上を維持している。 

⑤良好な住環境の整備 
○良好な住環境やまちなみ景観を形成するにはまだ成熟過程の面も多いが、市街地形成に合

わせて継続的に推進する施策であり、寒川駅北口地区における整備を行うなど、緩やかで

はあるが町民の生活環境の向上が図られている。 

⑥情報通信基盤の整備 
○平成１８年６月１５日から町内全域において、超高速回線（光ファイバー）が整備された

ことにより、各家庭においてインターネットが接続可能になった。また、町のホームペー

ジも整備され町民への情報発信が充実、スポーツ施設の一部がインターネットによる予約

が可能となり３６５日、自宅や職場から手続きができ利用促進が図られている。 
 
◆主な課題 

①公園・緑地の整備 
○町では、平成７年度に緑の基本計画を策定したが、国や県の動きに合わせ、計画の見直し

が求められている。また、厳しい財政事情のなかで、どの様にして公園等の整備を進めて

いくか、また、今後の維持管理を含め課題となっている。 

②公共下水道の整備 
○下水道事業全体では、平成２１年度末において総人口普及率９１．８％、水洗化率９３．

２％と町村では非常に高いレベルとなっている。しかし、雨水対策においては道路冠水等

を解消するため、幹線整備に引き続き枝線の整備促進が求められる。また、局地的な豪雨

等の対応としては河川事業と調整し、雨水対策を図っていく必要がある。 

③河川の整備 
○相模川の未堤防地区の早期解消を始め、小出川における大雨などによる氾濫を防ぐため、

護岸の改修工事が求められており、引き続き早期改修整備に向けた要望・要請を行ってい

く必要がある。 

④環境美化の推進 
○平成１９年７月に「寒川町住みよい環境を守り育てるまちづくり条例」が施行されている

が、まだ、すべての町民に理解され定着していくには時間を要する。実践としての環境美

化活動は、自治会や企業等の協力により定着してきており、中学生や高校生など学校現場

からの参加も近年増加してきている。一方、町との接点の少ない町民（若年層、自治会未

加入者、集合住宅居住者等）に参加を呼びかけていく工夫が必要である。 

○河川美化については、寒川環境町民会議の会員が取り組んでいるが、地域での取り組みの

検討が必要である。 
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○火葬施設は建設後１７年が経過し、老朽化も各部で進んでいる。そのため、改修費用が毎

年発生し、負担金算定にも影響が出ている。茅ヶ崎市側は、「大規模改修は当面予定して

いないが、毎年一定の予算を計上し計画的に修繕を行っていく」としている。 

今後、改修により町に突発的な財政負担が生じないよう、修繕計画について情報収集と調

整を行うとともに、町民が利用するにあたり茅ヶ崎市民と差異のないサービスが受けられ

るよう茅ヶ崎市と協議する。 

⑤良好な住環境の整備 
○寒川駅北口地区においては、地区計画による良好な住環境並びにまちなみ景観が形成され

つつあり、今後も町内に現存する自然環境への配慮や新たに計画的なまちづくりを進めよ

うという地区における適正な規制、誘導等に基づく景観に配慮したまちづくりに向けての

積極的な取り組みが求められている。 

○住居表示については、実施時には予想していなかった土地の分割等を起因とする同番付定

等のケースがでてきており、同番付定者からこの解消を求められている。 

⑥情報通信基盤の整備 
○町内全域で、超高速回線が利用できるようになっているが、通信料が月額６，０００円程

度必要になり、通信料の引き下げに向け要望などを行う必要がある。また、町と町民が情

報を共有できるような情報環境の整備が求められているが、同時に個人情報保護への配慮

が重要な問題となってきている。 

 

都市公園の設置状況 
 
  平成１３年４月１日現在 

（総合計画策定時） 
 

      平成２０年度末  

  区 分  箇所数   面積（㎡）   箇所数    面積（㎡） 

 街区公園    ２４   １９，２４２    ２６   １９，８４７ 

 緑地      ５    ５，０７６      ５    ５，０７６ 

 近隣公園      １   １５，０４８      １   １５，０４８ 

 緑道      ３   １８，５０９      ３   １８，５０９ 

 運動公園      １   ７２，１９６      １   ７２，１９６ 

 地区公園      １   ４７，６５５      １   ４７，６５５ 

   合計    ３５  １７７，７２６    ３７  １７８，３３１ 

街区公園は、開発行為の帰属によりオリーブの丘公園及び与見公園の２カ所増えてい

ます。 
 

◆町民意向調査（平成２１年５月実施）による現状評価 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

十分 やや十分
やや
不十分

不十分
わからな
い

無回答
無効

合計 平均値

125 172 87 55 33 18 490
25.51% 35.10% 17.76% 11.22% 6.73% 3.67% 100.00%

183 162 49 44 40 12 490
37.35% 33.06% 10.00% 8.98% 8.16% 2.45% 100.00%

79 129 74 46 148 14 490
16.12% 26.33% 15.10% 9.39% 30.20% 2.86% 100.00%

52 154 104 68 100 12 490
10.61% 31.43% 21.22% 13.88% 20.41% 2.45% 100.00%

28 134 122 89 97 20 490
5.71% 27.35% 24.90% 18.16% 19.80% 4.08% 100.00%

35 78 97 70 192 18 490
7.14% 15.92% 19.80% 14.29% 39.18% 3.67% 100.00%

1221

1222

1233 情報通信基盤の整備 2.721

良好な住環境の整備 2.729

1231

1232

環境美化の推進 2.497

2.265

公園・緑地の整備 2.164

1.895公共下水道の整備

河川の整備

1211

施策
現在の状況の評価
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◆今後の方向性 

≪自然環境豊かなまちづくりの推進≫ 
○豊かな自然環境を有していることは、町民も高く評価しており、今後の河川敷利用等の事

業や緑地整備は、町民が集い、楽しむ、交流の場、憩いの場となるような内容で進めてい

くことが必要であり、さらに自然環境という面で満足感が得られるようなまちづくりを進

めていく。 
○子供の育成のため、まちなかの公園等の役割は大きいものと認識されており、安心して屋

外で遊べる環境を確保していくための公園整備、施設のあり方を検討していく。 
 
≪快適で豊かな生活環境の推進≫ 

○衛生的で快適な生活環境の確保のために、引き続き計画的・効果的な公共下水道整備を進

めていく必要がある。相模川流域下水道と整合した下水道全体計画区域等の見直し・効果

的な整備実施と、相模川については、さがみ縦貫道路の工事と平行して今後残りの築堤整

備を促進するよう、国や県に要望・要請を行っていく。小出川については、引き続き早期

整備が図られるよう県へ要望していく。 
○雨水対策については、河川整備も含め安心・安全なまちづくりの一環として、浸水等によ

る町民の生命、財産が脅かされないよう整備を進めていく。 
○特定優良賃貸住宅・あんしん賃貸支援事業など、各種ニーズに応じた賃貸住宅の情報提供

を進めていく。 
○住居表示実施区域内においては、同番解消の課題はあるものの、今後も適正な付番付定に

より、わかりやすい住所の表示に努めていく。 
○進歩の早いIT（インフォメーション・テクノロジー）にあわせた、情報通信環境の整備を

検討する。 
 

≪定住意識を支える景観の保全と対応≫ 
○本町から見る富士山、大山等の山並みや寒川神社参道の松並木、田園風景、さらには相模

川、目久尻川等の河川空間は町民に安らぎと潤いを与えてくれるものであり、町民の定住

意識を強く支える要素となっている。良好な住環境を確保するためにも、環境美化の推進

はもとより、豊かな自然景観の保全に向けて積極的な取り組みを図る。 

○一定の成果が上がっているまちぐるみ美化運動や環境美化活動、相模川美化キャンペーン

は今後も継続して実施する。河川美化について、町民・企業等と協働した取り組みに向け

検討を進める。住みよい環境を守り育てるまちづくり条例の迷惑行為の内容について、よ

り多くの町民等に周知を図っていく。 

○寒川らしい都市景観の形成を目指し、景観計画・景観条例などの調査研究を推進する。 
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第３節 魅力ある市街地の整備を進めます 
 

◎第１項  市街地環境の整備 

  施策名  ① 土地利用の適正化 

         ② 中心市街地の整備 

          ③ ツインシティ倉見地区の整備 

          ④ さがみ縦貫道路インターチェンジ周辺の整備 

 

◆２０２０プラン策定時の状況 

①土地利用の適正化 
○町は全域が都市計画区域となっており、全体面積１，３４２haのうち６９８haが市街化

区域、残りの６４４haが市街化調整区域となっている。市街化区域内の一部では、住工

混在等による生活環境の悪化が見受けられ、用途の純化が求められており、良好な環境

の形成をめざした土地利用の調整が必要とされている。 

②中心市街地の整備 
○町の市街地の形成は、自然発生的な形態となっているため、都市基盤整備が遅れており

生活環境の向上が求められている。寒川駅北口地区のまちづくりは、平成４年に土地区

画整理事業の認可を得てスタートし、町の玄関口として、また中心商業地として期待さ

れている。また、平成１０年度に策定された「中心市街地活性化基本計画」を基本に寒

川駅南口地区と町役場周辺を含む６９．５haについて、今後は中心市街地として環境づ

くりを図ることとしている。 

③ツインシティ倉見地区の整備 
○ツインシティは新幹線新駅誘致地区を核として、倉見地区と平塚地区とを新しい橋で結

び、川の東西が一体となって機能する環境と共生する都市づくりを行うもので、倉見地

区を新たな拠点としてのまちづくりに取り組んでいる。平成１４年３月には、倉見地区

のまちづくりを目指して、「ツインシティ倉見地区まちづくり基本計画」を策定した。 

④さがみ縦貫道路インターチェンジ周辺の整備 
○さがみ縦貫道路は、県の中央部から湘南地域の主要都市を結ぶ広域幹線道路として期待

されており、本町には２カ所のインターチェンジが計画されている。今後は、インター

チェンジ周辺という交通の利便性を適切に受け止め、周辺環境にも配慮した計画的な土

地利用の促進が求められている。  
 

◆主な成果 

①土地利用の適正化 
○町では、都市マスタープランを平成７年に策定したが、その後、新幹線新駅誘致に伴う

新たなまちづくりの検討やさがみ縦貫道路インターチェンジ周辺の土地利用など町を取

り巻くさまざまな情勢の変化を踏まえ、平成１５年に改定を行った。ツインシティ計画

やさがみ縦貫道路の整備が促進されている中、第６回線引き見直しで、「ツインシティ倉

見地区」と「田端西地区」が保留区域へ位置付けられた。 
②中心市街地の整備 

○寒川駅北口地区土地区画整理事業は、建物移転の進捗により、都市計画道路、区画道路、

歩道、歩行者専用道路等の公共施設整備の様子が目に見えて確認出来るようになってき

ている。また、ライフライン整備も計画通り進んでおり、特に大雨による水害も無くな

っている。今後も引き続き早期完成を目指して事業を推進する。 
③ツインシティ倉見地区の整備 

○新幹線新駅誘致と新駅を中心としたまちづくりを協議・研究するための地元組織として

設立された倉見新駅促進協議会との協議や地元提案への準備、庁内関係部局による調整

会議を開催し、まちづくりに向けた意見交換・連絡調整を進めている。 
 

 



 16

④さがみ縦貫道路インターチェンジ周辺の整備 
○さがみ縦貫道路（仮称）寒川北インターチェンジへのアクセス機能を持つ道路として（仮

称）湘南台寒川線の整備が「かながわのみちづくり計画」に新規の位置付けとなってい

る。 
○（仮称）寒川南インターチェンジ周辺の整備については、平成２０年度から地元地権者

等とまちづくりの勉強会、視察研修会等を通じた話合いを進めている。また、第６回線

引き見直しにより田端西地区が特定保留区域に位置付けられた。 
  

◆主な課題 
①土地利用の適正化 

○本町の一部では、住工混在等により生活環境の悪化が見受けられること、また、用途の

純化も求められていることから、今後はより良好な環境の形成を目指した土地利用の調

整が必要となっている。 

②中心市街地の整備 
○寒川駅北口地区土地区画整理事業の早期完成を目指ざす。平成２１年１１月３０日現在

の仮換地指定率は８６．５％、建物移転率は８７．５％である。また、今後、寒川駅北

口地区土地区画整理事業の進捗状況を見ながら寒川駅南口地区の整備検討を進める必要

がある。 

○都市計画道路寒川下寺尾線が平成２０年４月に暫定供用開始され、地区内の大型スーパ

ーの移転も完了しており、今後は都市計画道路南側の駅前広場を中心とした駅前通りの

整備に重点を置く。 

③ツインシティ倉見地区の整備 
○新幹線新駅誘致やまちづくりの考え方や進め方について、地元組織である倉見新駅促進

協議会に町の考え方を示して話し合いを進めているが、事業主体や事業手法など、具体

的な協議がまだ整っていない。 

④さがみ縦貫道路インターチェンジ周辺の整備 
○さがみ縦貫道路インターチェンジ周辺整備は、周辺環境との調和に配慮した計画的な土

地利用を促進する必要があり、地元住民との合意形成を図る必要がある。 

○（仮称）寒川南ＩＣ周辺については、特定保留区域として位置付けられ、地権者との勉

強会など進めているが、営農意欲との関係で消極的な意見も根強い。(仮称）寒川北ＩＣ

周辺については、現在、県と関係市町で進めているツインシティのまちづくりと密接に

関係するため、当該計画と整合したインターチェンジへのアクセス道路として（仮称）

湘南台寒川線の早期整備が求められている。 

 

◆町民意向調査（平成２１年５月実施）による現状評価 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

十分 やや十分
やや
不十分

不十分
わからな
い

無回答
無効

合計 平均値

12 52 120 106 182 18 490
2.45% 10.61% 24.49% 21.63% 37.14% 3.67% 100.00%

33 107 115 136 78 21 490
6.73% 21.84% 23.47% 27.76% 15.92% 4.29% 100.00%

20 26 46 130 246 22 490
4.08% 5.31% 9.39% 26.53% 50.20% 4.49% 100.00%

18 41 69 91 251 20 490
3.67% 8.37% 14.08% 18.57% 51.22% 4.08% 100.00%

1314
さがみ縦貫道路インターチェンジ周
辺の整備

3.064

ツインシティ倉見地区の整備 3.288

1312

1313

中心市街地の整備 2.905

土地利用の適正化 3.1031311

施策
現在の状況の評価
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◆ 今後の方向性 

≪地域の発展動向に応じた市街地整備の推進≫ 
○市街地整備は土地の適正利用において、地区計画等により地域の特性に応じた用途の規

模等、適正な規制誘導を図ることにより、住宅地における居住環境の向上と工業地にお

ける生産環境の向上を図り、適正な市街地の確保に向け、計画的に用途の転換を推進す

る。ツインシティ計画やさがみ縦貫道路の整備等による地域の発展動向を見据え、「ツイ

ンシティ倉見地区」、「田端西地区」については、適正な土地利用を図るため整備してい

く。町の顔である寒川駅を中心とした市街地の整備については、現在施行中の寒川駅北

口地区土地区画整理事業を最優先とし、平成２１年度からは都市計画道路寒川下寺尾線

以南の建物移転及び駅前広場整備に重点を置き、事業の早期完了に向けて力を注ぐ。寒

川駅南口については、寒川駅北口地区土地区画整理事業終了までに、整備の必要性、整

備内容等を検討してく。 

○ツインシティ倉見地区は、新幹線新駅の早期実現を図るため、先行整備計画案の策定、

計画案・事業手法等に関する地元協議、関係部局等の連携による都市計画決定に向けた

準備作業に取り組むことにより、新幹線新駅誘致地区を中心とした新たな北部の拠点と

して、交通結接点の利便性を生かした新たな機能立地と広域連携を目指して、環境共生

をテーマに住民と行政が協働したまちづくりを推進していく必要がある。 

○さがみ縦貫道路（仮称）寒川南インターチェンジ周辺地区の整備については、地権者等

地元合意形成を一層進め、工業系地域等として土地利用純化の促進、緩衝緑地の配置な

ど周辺環境に配慮しながら整備していく必要がある。 

○（仮称）寒川北インターチェンジ周辺については、（仮称）湘南台寒川線とツインシティ

倉見地区の整備との整合を図りながら、土地利用の検討を進めていく。 

○寒川町の今後の発展に資するツインシティ倉見地区の整備や町内２箇所のインターチェ

ンジ周辺の整備に向けては、地元や関係機関への情報提供、協議の場づくりとともに、

企業など多様な主体との連携を進めていく。 

○町の居住人口確保に向け、特に若年層や生産年齢人口に対する居住環境の整備、まちの

魅力付けなどについて検討していく。 
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第２章 環境と共生したうるおいのあるまちづくり 

第１節 水とみどりの保全と活用を進めます 

◎第１項 緑化の推進 

施策名 ①緑の保全と推進 

②水辺空間の創造 

  
◆２０２０プラン策定時の状況 
①緑の保全と推進 

○町には、相模川、目久尻川などの河川や寺社林など、貴重な自然が残されているが、都市

化の進展により自然環境は減少している。この貴重な自然を次世代に引き継いでいくため

には、より一層、町民・企業・行政が一体となった緑の保全に向けた取り組みが求められ

ている。 
②水辺空間の創造 

○町は相模川・小出川・目久尻川などの河川があり、水とのつながりが強い土地柄で、人々

は昔から水と親しんできた。町では、水や緑とのふれあいの場への取り組みとして、旧目

久尻川ふるさと緑道や倉見桜緑道、さむかわ中央公園のせせらぎやビオトープ池など整備

を進めてきたが、週休２日制などによる余暇の時間の増大に伴い、さらにレクリエーショ

ンを兼ねた水辺空間の整備が求められている。 
 

◆主な成果 
①緑の保全と推進 

○緑豊かなまちにするため、生け垣根の助成制度を通じて地域の緑化の推進を図っている。

また、緑のフェスティバルや産業まつりの会場で行われる緑化フェアでは、苗木、花苗な

どの配布を行い、緑化意識の高揚を図ってきた。 
②水辺空間の創造 

○都市化が進む中、町民にやすらぎと潤いを与える都市景観を創出するため、平成１８年度

に、町の個性・資源である「川（水）」と「緑」と「文化」を活用した「新 川と文化の

まちづくり計画」を策定した。平成２１年度において、田端スポーツ公園整備が完了し、

低水護岸整備等親水性に富んだ整備を行い、水辺空間の創造推進を図っている。 

○さがみ縦貫道路の建設に伴い相模川の神川橋上流部分の新堤築造や、小出川では大曲地区

より改修工事が進められている。 

 
◆主な課題 

①緑の保全と推進 

○貴重な緑の保全のため、保存樹木補助事業に取り組んでいるが、町の補助金だけの保存

は難しく、個人の都合で伐採されている例もあり、いかに減少していく樹林・樹木等を

保全するかが課題である。町内の貴重な自然を次世代に引き継いでいくためにも、改め

て町民・企業・行政が一体となって、緑の保全に対し理解を深めていく必要がある。 

○公園の巡回、苦情などにより害虫駆除を行っているが、年によって害虫の発生状況が著し

く多くなることもあり、その対応に苦慮している。 

○緑化推進事業への関心度は高いが、土地の利用状況、管理面等から、緑の保全・推進の

成果があがっているとはいえない。 
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②水辺空間の創造 

○平成１８年に前計画を踏襲した「新 川と文化のまちづくり計画」を策定し、平成１９

年度以降の具体的指針を示した。平成２１年度において実現化プログラムに位置付けて

いる田端スポーツ公園整備事業について完了する予定である。今後は、事業の計画的な

推進かつ実現性を確保するために、財源等を含めた進行管理のあり方の再考、また、整

備や維持管理に対し町民、ボランティア、企業などとの協働による推進が必要である。 
○やすらぎと潤いのある水辺空間を創出し、水と緑の活用と創造を実現するため、取り組

みを進めてきたが、厳しい財政事情のなかで、今後どのように整備計画を進めていくか

が課題である。 
 
◆町民意向調査（平成２１年５月実施）による現状評価 
 
 
 
 
 
◆今後の方向性 

≪良好な自然環境の確保と緑化推進≫ 
○緑の豊かさや身近な河川の水辺環境は、町民にやすらぎと潤いを与えるものである。今

後は環境や緑化に関する諸計画を推進し、良好な自然環境の確保を図る。 

○施策の推進にあたっては、情報提供を行うとともに、町民や企業などとの連携のもと、

協働を進めるための施策・財源及び進行管理のあり方について検討する。 

○貴重な自然資源としての農地の保全・耕作放棄農地等の活用のあり方について検討する。 

十分 やや十分
やや
不十分

不十分
わからな
い

無回答
無効

合計 平均値

67 157 105 79 59 23 490
13.67% 32.04% 21.43% 16.12% 12.04% 4.69% 100.00%

48 137 103 101 78 23 490
9.80% 27.96% 21.02% 20.61% 15.92% 4.69% 100.00%

2111

施策

2.480

2112 水辺空間の創造

現在の状況の評価

2.661

緑の保全と推進
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第２節 環境にやさしいまちづくりを進めます 
 

◎第１項 環境共生の推進 
施策名  ①環境施策の総合的推進 

②地球環境の保全 

③公害の防止 

◎第２項 資源の有効活用の推進 

施策名  ④リサイクル活動の推進  

⑤エネルギー対策の推進 

◎第３項 廃棄物の適正処理 

施策名  ⑥ごみの収集処理対策の推進  

⑦し尿の収集処理対策の推進 

 
◆２０２０プラン策定時の状況 
①環境施策の総合的推進 

②地球環境の保全 

○近年、環境破壊は地球規模で広がり、地球温暖化の問題など環境問題が顕在化しており、

これまでのライフスタイル等を見直さなければならなくなってきている。私たちは被害者

であるとともに、加害者であるという認識に立ち地球環境の保全に真剣に取り組まなけれ

ばならなくなっている。そのために町では、環境基本計画の策定や町民・事業者に対して

環境問題に関する教育や学習が求められている。 
③公害の防止 

○公害対策は、対策の効果が上がり、一時的な危機的状況は脱したといえるが、新たな環境

問題が発生することも予想されることから、監視・調査体制の強化が求められている。 
④リサイクル活動の推進 

⑤エネルギー対策の推進 

○ごみの量は年々増加傾向にあるとともに、ごみの質や種類も多様化し処理が困難なものも

ある。町では、自治会等の協力をいただきながら、ごみの４分別収集を行っているが、増

え続けるごみを減らすためには、行政のみでなく町民や事業者等が、ともにごみの減量

化・リサイクル化などに取り込むことが求められている。また、同時に限りある資源を有

効に使用するためには、太陽光などのクリーンエネルギーを活用した施設や設備の導入が

求められているとともに、地球温暖化防止の施策としても着目されている。 
⑥ごみの収集処理対策の推進 

○じん芥焼却場（クリーンセンター）は、昭和５９年に建設されたため施設が老朽化してお

り、維持管理に努めている。また、町には最終処分場がなく、寒川町分の焼却灰は他市へ

処分を委託している状況であり、その最終処分場にも限りがあり、その対策が求められて

いる。 

⑦し尿の収集処理対策の推進 

○し尿処理は、し尿・浄化槽汚泥を各世帯から収集し、美化センターへ搬入しているが、公

共下水道の普及により収集量も減少傾向にある。また、平成７年の美化センター建て替え

と同時に茅ヶ崎市と共同処理を行っている。  
  
 ◆主な成果 
①環境施策の総合的推進 

○平成１４年度の環境基本計画策定後、個別に実施されていた環境に関わる諸施策は、環

境基本計画の方向性のもとに進められており、計画の進行管理は環境報告書の作成によ

り実施し、その内容を広く公表している。また、町民、事業者等への活動の呼びかけに

対し、寒川環境町民会議（さむかわエコネット）の設立、実践活動が進んでおり、町民

等の環境意識の高揚につながってきていると考えられる。 
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②地球環境の保全 
○町は、地球温暖化対策推進実行計画（寒川町環境行動指針行政編）を平成１５年度に作

成しているが、地球環境問題に関する取り組みについては、問題に対する成果がすぐに

現れないものが多い。また、地球規模の問題であるため、取り組みの成果が、問題の解

決につながっているか感じにくく、そのことが取り組みが進まない要因でもあると思わ

れる。 
③公害の防止 

○公害対策は、河川の水質検査、工場の排水検査、騒音、振動、臭気濃度の測定、水準測

量を行い、現状把握と今後の事業対策への基礎固めができた。河川の水質は、平成元年

当時と比較するとＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）は目久尻川と一之宮第２排水路で年

平均が環境基準以下となり改善されている。事業所の排水検査では、立入指導等により

で改善指導を行っている。大気環境調査結果については、光化学オキシダントを除いて

は環境基準内で、平成２１年の夏の大気環境調査結果は全て環境基準内となっている。

事業所を発生源とする臭気問題に対して、地元住民、事業所、町の三者で構成する環境

改善委員会を設置し、改善が図られた。 
④リサイクル活動の推進 

○平成１７年４月より実施したプラスチック製容器包装の資源化を実施したことにより平

成２３年度の目標資源化率２０％を達成した。ごみの減量化とリサイクル活動の推進に

より環境負荷の低減が図られている。 
⑤エネルギー対策の推進 

○平成２１年度より住宅用太陽光発電システム設置に係る補助制度を開始し、県の上乗せ

分も併せ補助を行った。また、公用車として電気自動車の導入及び急速充電器の設置を

行い、２市１町により進められている湘南エコウェーブプロジェクトのもと連動した取

り組みを行っている。 
⑥ごみの収集処理対策の推進 

○ごみの排出抑制、資源化、リサイクルの推進、ごみ収集、運搬、さらには中間処理、最

終処分に関する事業を行っている。ごみ収集時における分別の徹底により、地球環境へ

の負荷の低減を図ることにより、町民の快適な生活環境を維持した。 
○じん芥処理場（クリーンセンター）の跡地利用をするため、平成２１年度にクリーンセン

ターを解体し、平成２２・２３年度に（仮称）広域リサイクルセンターを建設するため、

茅ヶ崎市と協議を行った。 

⑦し尿の収集処理対策の推進 
○効率的なし尿処理を実施するため、し尿等の量の推移を考慮しながら、管理・運営を展

開し衛生的な生活環境の維持を図った。 
 
◆主な課題 

①環境施策の総合的推進 

②地球環境の保全 
○寒川町環境基本条例が制定(H13.3)、その後環境基本計画が策定(H15.3)、平成１９年度

には計画が見直され、これに基づく取り組みが進められているものの、すべての施策が

進捗しているわけではなく、また、環境に関しては、取り組みの効果が短期間で現れな

いものも多く、継続的に取り組む必要がある。 

③公害の防止 
○公害対策については、町のこれまでの環境調査は河川の水質調査は毎月、他は年１～２

回の実施であるため、県の大気汚染常時測定局の設置を希望し、きめ細やかな監視体制、

現状把握に努める必要がある。 
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④リサイクル活動の推進 
○家電リサイクル法が平成１３年に施行され、それ以降、廃家電などの不法投棄が増えて

いる状況にある。 
○コンポストの販売補助を行っており、平成２２年度よりバケツ型のリサイクルボックス

の販売補助を行っていく。さらに茅ヶ崎市の剪定枝の資源化と歩調を合わせ、平成２４

年度から、公共施設を含めた一般世帯等の剪定枝の資源化の検討が求められる。 
⑤エネルギー対策の推進 

○住宅用太陽光発電システム設置補助制度を平成２１年度から開始し、制度利用者が多く

当初の募集件数枠の増加が必要であった。住宅用太陽光発電システム設置については、

電力買い取り価格の変更により、買い取り金額が高くなるため、環境配慮志向と相まっ

て、今後も設置希望者は多くその対応が必要である。また、電気自動車については、ま

だ価格の問題があり、一般に普及するには少し時間がかかると考えられるが、県、及び

２市１町の方向性と併せ取り組みを進めていく必要がある。 
⑥ごみの収集処理対策の推進 

○多様化する処理困難物について、今後、状況を把握しながら対応を検討していく必要が

ある。湘南東ブロックごみ処理計画に基づく（仮称）茅ヶ崎・寒川粗大ごみ処理施設の

整備や焼却炉の大規模な改修工事も必要である。 
⑦し尿の収集処理対策の推進 

○し尿等の美化センタ－への搬入量は、減少から横ばい傾向にあり、施設の利用が今後も

続くこととなるが、機器の老朽化による施設の維持・管理経費の増加が懸念される。 
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公害発生件数の推移（単位：件） 
   総 数  大気 

 汚染 
 悪臭 水質 

汚濁 
 騒音  振動 地盤 

沈下 
土壌 
汚染 

その他  

平成１４年度 １５ ８ １ － ５ １ － － － 

１５ ２８ ２０ ４ － ４ － － － － 

１６ ５５ ４ ４１ － ７ ３ － － － 
１７ ８３ ６ ６３ － ９ ２ １ － ２ 
１８ ７０ ７ ４０ － ９ ２ － １ １１ 

１９ ６７ － ４８ － １５ ３ － － １ 
２０ １０１ １ ７９ － １７ ２ － － － 

 
資源ごみ回収状況の推移（単位：トン） 

   金属類  ガラス  布 類   紙 類  油 ペット プラ容器    計  

平成１４年度 ４１２ ３８４ １５５ １，３１７ １６ ９１ ０ ２，３７５ 

１５ ３７５ ３６８ １３３ １，２４９ １６ ９３ ０ ２，２３４ 

１６ ３７９ ３５５ １５４ １，２１９ １７ １０９ ０ ２，２３３ 

１７ ３４０ ３４２ １１３ １，５７２ １７ １２０ ６３７ ３，１４１ 

１８ ３３６ ３５６ １４８ １，５９９ １７ １２２ ７１７ ３，２９５ 

１９ ３１６ ３１９ １３５ １，５２８ １７ １２６ ７００ ３，１４１ 

２０ ３０２ ３３８ １２１ １，４４０ １４ １２８ ６９２ ３，０３５ 
 
ごみ収集量の推移（単位：トン） 

    可燃ごみ 粗大ごみ  不燃ごみ  資源ごみ 乾電池    計  

平成１４年度 １１，３４６ ８４５ ９７８ ２，３７５ １０ １５，５５４ 
    １５ １１，２５３ ８６４ １，１７７ ２，２３４ ８ １５，５３６ 
    １６ １１，２８５ ８４２ １，１５３ ２，２３３ １０ １５，５２３ 

    １７ １０，２５９ ８４４ ９８９ ３，１４１ １０ １５，２４３ 
    １８ １０，７５１ ９４７ ９６３ ３，２９５ １２ １５，９６８ 
    １９ １０，６９６ ９３１ ８９８ ３，１４１ １０ １５，６７６ 
    ２０ １０，５６１ １，０３６ ９２３ ３，０３５ １０ １５，５６５ 

 
リサイクル率の推移（単位：％） 

   平成１３年度  平成１７年度  平成１９年度  

 神奈川県 １６ ２３ ２４．８ 
 寒川町 １６ ２１ ２１．６ 
 茅ヶ崎市 １９ １８ １８．５ 
 藤沢市 ２２ ３０ ３１．０ 
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◆町民意向調査（平成２１年５月実施）による現状評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

◆今後の方向性 

≪環境施策の総合的推進≫ 

○今後も環境基本計画の方向性に基づき、重点プロジェクトの推進等環境に関わる諸施策を

進め、進行管理を行い、平成２３年度までの現計画の見直しを行う。また、町民、事業者

等の活動については、さむかわエコネット等との連携・協働を軸に、今後も推進に努める。 

 

≪地球環境の保全≫ 

○地球温暖化に代表される世界規模で顕在化している問題に町としても取り組むため、多様

な施策の連携や協働による推進に努める。 
 

≪公害の防止≫ 

○環境に対する関心がより高まっている現状を考えると、今後も公害対策に係る調査を実施

していく。また、一時的な公害苦情の解決率は高いが、専門的知見を要する場合は、早い

段階で県と連携して改善指導を進めるとともに、公害防止に係る啓発活動及び情報収集な

ども充実し、効果的な対応に努める。 

 
≪ごみ減量化とリサイクル活動の推進（資源の有効活用の推進）≫ 

○環境へ配慮する施策の中で、ごみ問題は大きなウエイトを占めており、これを解決してい

くには、行政だけの力では困難であり、町民や事業所等の協力が必要不可欠である。ごみ

を減らすためには、ごみになるものをなるべく使わず（リフューズ）、ごみを出さない（リ

デュース）、再使用する（リユース）、再生利用する（リサイクル）という取り組みに向

けた町民一人ひとりの意識改革が求められる。このためには、町がごみ減量化を戦略的に

進めるとともに、ごみや環境問題などの実態を情報提供し、啓発に努める。 

 
≪エネルギーの効率的利用促進≫ 

○町民に対する省エネルギー意識の啓発を図るとともに、効率の良い省エネルギーに配慮し

た製品の活用などを促進する必要がある。また、クリーンエネルギーの活用について推進

し、省エネルギー技術や商品の普及については、県や関係機関と連携し、取り組みを進め

る。 

 

十分 やや十分
やや
不十分

不十分
わからな
い

無回答
無効

合計 平均値

15 71 97 79 197 31 490
3.06% 14.49% 19.80% 16.12% 40.20% 6.33% 100.00%

13 64 109 106 167 31 490
2.65% 13.06% 22.24% 21.63% 34.08% 6.33% 100.00%

34 120 149 124 40 23 490
6.94% 24.49% 30.41% 25.31% 8.16% 4.69% 100.00%

81 198 96 42 48 25 490
16.53% 40.41% 19.59% 8.57% 9.80% 5.10% 100.00%

5 15 72 212 156 30 490
1.02% 3.06% 14.69% 43.27% 31.84% 6.12% 100.00%

119 193 83 48 27 20 490
24.29% 39.39% 16.94% 9.80% 5.51% 4.08% 100.00%

117 114 39 20 168 32 490
23.88% 23.27% 7.96% 4.08% 34.29% 6.53% 100.00%

2231

2232

ごみの収集処理対策の推進 2.135

し尿の収集処理対策の推進 1.869

エネルギー対策の推進 3.615

2221

2222

リサイクル活動の推進 2.237

2.9162211

公害の防止 2.850

2212

2213

3.055地球環境の保全

環境施策の総合的推進

施策
現在の状況の評価
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≪ごみの広域化による経費の軽減と資源化等の推進≫ 
○広域でのごみ処理は、効率性などにより経費の軽減や資源化の推進にもつながるため、

広域化による処理を推進し、さらなる検証を行うよう努める。 
○ごみ処理広域化実施計画の中で、平成２４年度稼働予定の（仮称）広域リサイクルセンタ

ーの運転に合わせ、町民の要望が多い資源物収集回数の増や収集方法の改善に取り組んで

いく。また、牛乳パックや古着を利用した啓発事業を推進する。 
 

≪し尿処理対策の推進≫ 
○し尿等の量の推移を考慮しながら、美化センターの長寿命化のため計画的な管理運営を

推進する。 
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第３章 安心で生きがいのあるまちづくり 
第１節 明るく生きがいのある健康づくりを進めます 
◎第１項  健康づくりの推進 

施策名 ①健康づくりの推進  
②健康づくりの支援  

◎第２項 保健・医療の充実 
施策名 ③地域保健の充実  

④地域医療の充実 
◎第３項 社会保障制度の推進 

施策名 ⑤国民健康保険制度の推進 
⑥老人保健制度の推進 
⑦介護保険制度の推進 
⑧国民年金制度の推進 
 

◆２０２０プラン策定時の状況 

①健康づくりの推進 
○少子高齢化や核家族化、さらには都市化の進展に伴う生活様式の変化が進む中で、生活

習慣病や疾病構造の多様化など、日常生活の質が原因となる健康問題が増加している。 
②健康づくりの支援 

○町民の健康づくりや保健サービスの中心となる施設として、健康管理センターの機能の

充実に努めている。 
③地域保健の充実 

○成人のための健診として、１８歳～３９歳までの町民を対象に、健康診査を行い町民の

健康保持、増進を図っている。 
○医療技術の進歩や保健衛生の充実によって、乳児や新生児の死亡率は低下してきている

が、反面従来ではなかった乳児、幼児の病気や、少子化や核家族化等によって育児に悩

む親が増えてきている。 
○母子の健康保持、増進を図るため、各種乳幼児健診や予防接種、健康教育、健康相談等

を行い母子保健事業の推進を図っている。 
④地域医療の充実 

○平日夜間及び休日の昼夜間の救急医療は、町内の医療機関の在宅当番医制で、一次、二

次救急医療は茅ヶ崎医師会の協力を得て対応している。 
⑤国民健康保険制度の推進 

○国民健康保険の加入率は、平成２１年３月末現在３１．１％の状況で、また、高齢者の

増加や医療技術の進歩等により医療費が増加している反面、保険料の収納率が低下する

など、運営面で厳しい状況におかれている。 
⑥老人保健制度の推進 

○７５歳以上の人及び６５歳以上で寝たきり状態の人は、老人保健法により、老人保健で

医療給付を受けることになっている。 
⑦介護保険制度の推進 

○平成１２年度から新たな保険制度として創設された介護保険制度の普及・啓発に努めて

いる。 
⑧国民年金制度の推進 

○年金相談や啓発活動を充実させることにより、加入者の促進に努めている。 
 
◆主な成果 
①健康づくりの推進 

○基本健康診査受診者の要指導対象者全員に対する、個別健康教育（高血圧、高脂血症、糖

尿病、喫煙）等の保健指導を実施し疾病の予防を図った。 
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②健康づくりの支援 

○規則正しい生活習慣、運動習慣、バランスのとれた食生活、毎食後の歯磨き、地域ぐるみ

の子育て、社会参加の生きがいづくり等領域別の健康づくりに対する個人意識の高揚を

図るよう、さむかわ健康運動ボランティアの企画による定例の体操や地域活動により住

民参加型の健康づくりの推進及び寒川食生活推進団体によるライフステージ毎の食生活

の支援、地域の情報を得る手段等、日頃から健康づくりを実践し、健康で活力に満ちた

社会を目指すための活動力となっている。 

③地域保健の充実 

○母子保健事業における乳幼児健康診査は、受診勧奨や通知、また、各種教室や相談事業で

の情報提供で受診率が８０％から約１０％の向上を示し９０％に達してきている。その

他の母子訪問事業においても８０％と、母子の心身の状況や養育環境の把握、助言の適

切なサービスに繋げている。（平成１９年度まで実施した基本健康診査においても、５

０．２％の実施率で国の示す５０％を超えることができ、各種健康教育や医療機関への

働きかけ等目標を達成した。） 

○産婦人科の減少等により、妊婦健診を受診していない方もいる一方、町が行っていた妊

婦健診の受診回数（２回）を増やしてほしい旨の要望に答えるため、平成２０年度では

受診回数を５回、平成２１年度では一部公費負担により１４回の受診回数に拡充した。 

④地域医療の充実 

○在宅輪番による休日救急当番医制を実施しているが、受診件数は毎年１，１００件程度

で推移しており、一定の需要がある。 

○平日夜間救急については、患者が救急であるかどうかの疑問（コンビニ受診）が医療現

場から寄せられてきた。二次救急医療を行う救急指定病院（茅ヶ崎市立病院、茅ヶ崎徳

洲会総合病院、湘南東部総合病院、寒川病院）でも対応できるため、平日夜間救急は、

１９年度事業で終了としている。 

⑤国民健康保険制度の推進 

○出産育児一時金の医療機関への直接払い制度を平成２１年１０月から実施し、また、平成

２１年１０月から平成２３年３月までの出産に限り、支給額を３８万円から４２万円に

増額し被保険者の福祉の向上を図った。  

○ここ数年順調に上がっていた国民健康保険料の収納率が、平成２０年度からの後期高齢

者医療制度に加え、景気後退が収納率の低下に影響していると考えられる。その結果、

平成２０年度の収納率は９０．３７％で、前年度の９１．０８％より０．７１ポイント

収納率が減少した。平成２０年度からスタートした特定健康診査等の実施結果は、特定

健診では３１．７％、保健指導では２６．７％と、初年度の目標値２５％をそれぞれク

リアした。 

○診療報酬請求明細書（レセプト）の受給資格、給付内容の確認及び給付記録事務を電算に

て一元的に共同処理し、事務処理の軽減化が図られた。また、レセプトの内容、縦覧点

検により医療の適正化を図っている。 

⑥老人保健制度（後期高齢者医療制度）の推進 

○県内全ての市町村が加入する「神奈川県後期高齢者医療広域連合」が、市町村と連携し

ながら制度を運営しております。また、平成２０年度後期高齢者医療保険料の収納率は、

９９．０２％で、県平均の９８．７６％より高い収納率となった。 

⑦介護保険制度の推進 

○平成１８年介護保険法の改正により、介護予防事業等が新設され介護予防を意識した事業

が始まったが、前期高齢者の増加、認定審査基準が変更になり、新予防給付の普及に伴

い、要支援・要介護認定者のうち要介護認定者の減少や介護度の軽減が図られている。

その結果、介護給付費の抑制傾向が出ている。一部の介護予防事業については、特定高

齢者の選出が少ない状況があったため、事業参加者数が少なかった。 
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⑧国民年金制度の推進 

○国民年金は、老後の生活設計に重要な基盤となるで、年金制度への理解と関心を深める

よう啓発活動に努め、年金相談の一層の充実を図るため、臨時の職員を窓口に配置して

いる。 

  
◆主な課題 

①健康づくりの推進 

○高齢社会を迎え町民一人ひとりが人生をいきいきと暮らすためには、健康づくりに関する

自覚と認識を深め、自らの健康保持に取り組むことのきっかけづくりを進める必要があ

る。健康づくり事業は、毎年多くの参加者があり、盛況であるが、マンネリ化しないよ

う、その年々の時代背景や町民の要望に沿った事業内容について、検討を重ねていく必

要があるが、ふれあい・スポーツ・健康まつりにおいては、効果の検証が困難である。 
②健康づくりの支援 

○平成２０年度から、糖尿病等生活習慣病に対する保健事業として、特定健診・保健指導

が義務づけられた。自覚症状がない段階で個人が生活習慣を振り返ってもらい、自身の

体の中で起こっている変化を実感し、健康で快適な暮らしを続けるための考える材料の

提供、支援が求められる。 
③地域保健の充実 

○各種健診における個々の事業や対象者の性質、内容等について精査し、集団健（検）診

や個別健（検）診と手段を変え町民（対象者）が受診しやすくなるよう努めている。 
○「食育」という言葉の広がりとともに、子どもの育ちに係る様々な場所で「食べることの

大切さ」を積極的に働きかけてきているが、乳幼児期からの「食育」を離乳食講習会だ

けではなく、母子保健事業にも取り込み、最も身近で大切な「家庭での食育」を支援し

て行くことが必要である。 
④地域医療の充実 

○救急医療について相当の知識及び経験を有する医師の確保が求められる。輪番制をとっ

ていることで、提供できる一次救急医療に、その医師の専門診療科目によるばらつきが

出ており、在宅輪番制であるが故に、各医療機関で救急医療を行うために必要な施設及

び設備を有しているかどうかが危ぶまれる。また、通常の開業時間中に受診できるにも

かかわらず、空いているなどの理由であえて一次救急に来訪する（コンビニ受診）など、

患者側のモラルも問われている。 
○町内の医師の高齢化も進んでおり、医師によっては医療現場における心身への負担に耐

えきれなくなる状況もでてきている。少数開設となっている一部の診療科目については、

今後の充足が望まれるところである 
⑤国民健康保険制度の推進 

○平成２０年度からの後期高齢者医療制度の創設に伴い、多くの国保の被保険者が後期高齢

者医療制度に移行している。また、年々増加傾向にある保険料の滞納繰越額についても、

負担の公平・公正を図るため、納付相談の徹底、国民健康保険料の収納率向上が最重要

課題となっている。 
⑥老人保健制度（後期高齢者医療制度）の推進 

○政権交代により後期高齢者医療制度を廃止し、代わりの新制度づくりの検討が現在行わ

れており、平成２３年春の関連法案を成立し、平成２５年までに２年間の施行準備期間

を設け、平成２５年４月からの新制度に繋げる必要がある。     
⑦介護保険制度の推進 

○介護給付費の伸びを抑える手段として、介護給付の適正化を行って行く。適正化事業を

円滑に推進するために、より専門的な知識を持った職員による対応ができるような配慮

が望まれる 
⑧国民年金制度の推進 

○町民の年金制度への不信感や不安感は根強いものがあり、制度に対する理解を如何に深

めて行くかが重要である。 
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定期予防接種延べ接種者数（単位：件） 

  平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度  

ツベルクリン １，６４４ ４４４ ５１６ － － 

 B C G ６６１ ４３０ ５００ ４６８ ４０３ 

小児マヒ生ワクチン ９１５ ８１６ ９０４ ８８０ ８５６ 

二種混合 ２０２ １７０ １８１ １０３ １２９ 

日本脳炎 １，３５５ １，４４３ １，４８４ ２８２ ４ 

風疹 ４７４ ４７４ ４４８ ６０１ ２ 

三種混合 １，６９７ １，７４２ １，７２０ １，８４３ １，７７３ 

麻疹 ４２９ ４３２ ４５９ ３９６ １ 

麻疹・風疹混合 － － － － ７９６ 

 

  平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度    

ツベルクリン － － －   

 B C G ４１４ ４３６ ４０４   

小児マヒ生ワクチン ８０５ ８９６ ８２９   

二種混合 １５２ １９６ ２２３   

日本脳炎 ７７ ６９ ３８２   

風疹 ４ ０ ２   

三種混合 １，６７９ １，８９４ １，６２９   

麻疹 ０ ２ ０   

麻疹・風疹混合 ８０９ １，４４１ １，３３２   
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各種がん検診の状況（単位：件） 

          平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度  

 

胃がん 

対象者数 １３，３２４ １３，５０２ １３，６８４ １３，９３８ １４，０８８ 

受診者数 ３７６ ４３６ ６１３ ６９２ ７５１ 

受診率％ ２．８ ３．２ ４．５ ５．０ ５．３ 

 

大腸がん 

対象者数 １３，３２４ １３，５０２ １３，６８４ １３，９３８ １４，０８８ 

受診者数 ３，２０４ ４，１０４ ３，８２５ ４，１７７ ４，７１２ 

受診率％ ２４．０ ３０．３ ２８．０ ３０．０ ３３．４ 

 

子宮がん 

対象者数 ９，２６６ ９，４１７ ９，６１１ １１，８１５ １１，８８９ 

受診者数 ７３７ ８２６ ５７１ ８１４ ８１８ 

受診率％ ８．０ ８．８ ５．９ ６．９ ６．９ 

 

乳がん 

対象者数 ９，２６６ ９，４１７ ９，６１１ ９，８２２ ９，９６１ 

受診者数 ６１３ ７０３ ５７２ ６２１ １，１９７ 

受診率％ ６．６ ７．５ ６．０ ６．３ １２．０ 

 

肺がん 

対象者数 １３，５７５ １３，７５８ １３，９４２ １４，１９９ １４，３５１ 

受診者数 ５８５ ２６０ ４０２ ４７１ ５７１ 

受診率％ ４．３ １．９ ２．９ ３．３ ４．０ 

 

  平成１９年度 平成２０年度     

 

胃がん 

対象者数 １４，２１３ １２，２８３    

受診者数 ８２８ ７５５    

受診率％ ５．８ ６．１    

 

大腸がん 

対象者数 １４，２１３ １２，２８３    

受診者数 ４，８２８ ３，０２０    

受診率％ ３４．０ ２４．９    

 

子宮がん 

対象者数 １０，０７８ ７，９４９    

受診者数 ９８０ ９５９    

受診率％ ９．７ １２．１    

 

乳がん 

対象者数 １１，９３１ ７，２８５    

受診者数 １，５６０ １，４４２    

受診率％ １３．１ １９．８    

 

肺がん 

対象者数 １４，４７８ １２，２８３    

受診者数 ４，５９１ ２，７６８    

受診率％ ３１．７ ２２．５    

 
※子宮がん（平成１７年度から対象者年齢引き下げ） 
※平成２０年度より対象者数は４月１日国保加入者に統一 
 肺がん・大腸がんは、平成１９年までは基本健診と同時実施 
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◆町民意向調査（平成２１年５月実施）による現状評価 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

◆今後の方向性 

≪健康づくりの推進≫ 
○近年、高齢化の進展と生活習慣の変化に伴い、がん、糖尿病、心臓病及び脳卒中などの

「生活習慣病」が増えているなど深刻な社会問題となっていることから、町民の生活習

慣の改善、健康寿命の延伸、生活の質の向上のために、町民自らが健康づくりに心がけ

ることが重要である。そのため、地域の実情や町民のライフステージに合わせて、町民

一人ひとりが健康づくりに取り組むための場所や機会の提供などの支援を行っていく。 

○｢健康づくり｣の第一歩として継続して運動することが健康につながることから、さむか

わwakuwaku体操等を家庭、地域、健康に関する各種団体と連携を図り、地域社会全体で

町民の健康づくりを推進し、「自分の健康は自分で守る」という意識の向上の実現を目指

す。 

○健診から一貫した健康づくりの流れをつくりあげるため、健康に対する意識や行動の変

化に対応する情報提供や支援を充実していく。 

○スポーツ・レクリエーションを楽しんでもらうことから、自分の体力の現状を把握してい

ただく事業も取り入れてきており、今後も楽しみながら続けられるスポーツ企画の提供を

行っていく。 
 

≪保健・医療の充実≫ 

○町民の健康保持と健康増進を目的に保健・医療・福祉の連携により、疾病の予防及び早期

発見のための各種健診事業や予防接種事業等の充実に努めていく。 
○母子保健においては、生後 4 ヶ月までの全乳児の把握につとめ、育児不安や産後うつ病、
児童虐待の早期発見・対応において技術的支援等積極的に取り組んでいく。 

○健康診査やがん検診においては、受診しやすい体制をつくり、生活習慣病の予防、改善を

推進していく。 
○一次救急医療確保対策事業のあり方や必要性については、茅ヶ崎医師会と継続して協議し

ていく。不足気味の一部診療科目については、湘南東部医療圏（藤沢、茅ヶ崎、寒川）の

中で確保し、対応できるよう各市及び医師会に協力要請を行っていく。 
 

≪社会保障制度の推進≫ 
○急速な少子高齢化の進展により、年金、医療、介護等の社会保障制度は、給付の面でも負

担の面でも国民の生活に大きなウエイトを占め、家計や企業の経済活動に与える影響も大

きくなった。給付と負担のバランスや世代間の公平性が求められている中、国の制度改革

等の動向を見極めながら、社会保障制度の充実を図っていく必要がある。また、町民への

説明会開催や学校における制度についての講座の開催などにより、広く意識付けしていく

ことも検討していく。 

十分 やや十分
やや
不十分

不十分
わからな
い

無回答
無効

合計 平均値

35 99 133 111 81 31 490
7.14% 20.20% 27.14% 22.65% 16.53% 6.33% 100.00%

23 112 132 67 130 26 490
4.69% 22.86% 26.94% 13.67% 26.53% 5.31% 100.00%

40 140 110 80 95 25 490
8.16% 28.57% 22.45% 16.33% 19.39% 5.10% 100.00%

36 146 139 101 45 23 490
7.35% 29.80% 28.37% 20.61% 9.18% 4.69% 100.00%

47 97 81 72 170 23 490
9.59% 19.80% 16.53% 14.69% 34.69% 4.69% 100.00%

24 62 79 90 208 27 490
4.90% 12.65% 16.12% 18.37% 42.45% 5.51% 100.00%

10 41 61 108 245 25 490
2.04% 8.37% 12.45% 22.04% 50.00% 5.10% 100.00%

13 39 73 100 234 31 490
2.65% 7.96% 14.90% 20.41% 47.76% 6.33% 100.00%

3133

3134

介護保険制度の推進 3.214

国民年金制度の推進 3.156

老人保健制度の推進 2.922

3131

3132

国民健康保険制度の推進 2.599

2.7283112

地域医療の充実 2.723

3121

3122

2.622地域保健の充実

健康づくりの支援

2.8473111 健康づくりの推進

施策
現在の状況の評価
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第２節 心のかよいあう福祉を充実します 
◎第１項  地域福祉の充実 

施策名 ①地域福祉活動の充実 

◎第２項 高齢者福祉の充実 

施策名 ②高齢者対策の充実 

◎第３項 児童福祉の充実 

施策名 ③子育て環境の充実 

◎第４項  障害福祉の充実 

施策名 ④障害福祉の充実  

 

◆２０２０プラン策定時の状況 

①地域福祉活動の充実 
○平成５年に健康、福祉、医療等が総合的に連絡しあう「いきいき健康福祉プラン」を策

定し、健康と福祉のまちづくりを進めてきたが、これをさらに地域に密着したものとす

るため（仮称）地域福祉計画の策定を進めている。 
②高齢者対策の充実 

○６５歳以上の高齢者の人口構成率は、平成１２年度に１１．１％と県平均や周辺の市と

比べると低く、比較的若い町といえるが、高齢化が急速に進展してきている。 
○平成１２年度より介護保険制度が導入されたが、介護保険制度利用対象外の高齢者に対

する在宅サービスや介護保険対象外サービスの重要性が高まっている。 
③子育て環境の充実 

○近年急速に少子化が進んでおり、また、核家族化や夫婦共働きが一般化していく中で、

子育てを支援し、子どもを生み育てる環境の整備が求められている。 
○保育園の現状は、少子化による児童数の減少はあるものの、女性の就労機会の増加を反

映して、低年齢児の保育や保育時間の延長等により入所児童は増える傾向にある。 
○こすもすの郷の子育てサポートセンターを活動拠点施設として事業の充実を図っている。 

④障害福祉の充実 
○障害者の社会復帰を促進するため、地域作業所への通所事業や、障害者が働ける場所の

確保のため関係機関と協力し支援している。 
○障害者の自立を促すため、各種機器の購入費補助等の援護を行っているほか、機能回復

訓練や医療給付等を実施している。 
 

◆主な成果 

①地域福祉活動の充実 
○住民を中心とした福祉の役割は極めて重要になってきている。地域住民、当事者団体、

NPO 等の支援団体・グループ、社会福祉事業者等の担い手の参加・参画等、協働による

地域福祉活動の充実が求められており、平成１７年度策定の寒川町地域福祉計画（平成

１８年度～平成２２年度）を平成２０年度に見直し、今後２ヶ年間に力を入れる施策を

重点項目として取り組むこととした。 

○福祉活動拠点の整備ということで、平成２０年度に（仮称）健康福祉総合センター建設

用地６５１３．８㎡を購入した。 

②高齢者対策の充実 
○役場庁舎敷地内のバリアフリー化（段差解消）や寒川駅南口及び駅構内にエレベーター

等を設置し、高齢者や障害者等が利用しやすい施設整備を図っている。 
○「ふれあいセンター」を小動地区にオープンさせ高齢者の介護予防等の促進を図った。 
○平成２０年度（平成２０年３月３１日まで有効の医療証交付を受けている町民税非課税

世帯の６８・６９歳）は、平成２０年３月診療分の医療費助成、平成２１年度は、医療

機関からの請求遅れ分の医療費助成を行っている。 

○高齢者に様々な在宅サービスを利用していただくことにより、施設に入所することなく

自宅での生活を続けることが出来ている。 
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③子育て環境の充実 

○保育環境の改善を図るため町立保育園３園の改修工事等を行い、結果待機児童が減少した。 

○児童デイサービスセンターを新たに建設し、心身障害児の発達・成長に必要な生活訓練等

の充実を図った。 

○子育て支援センター等子育て支援活動拠点施設の事業及び施策は推進され、その成果は

上がっている。さらに、子育てに対する不安解消のための子育て相談や、増加傾向にあ

る児童虐待等に対応する子育て支援相談員の活動についても充実が図られた。 

○小児医療費助成制度の対象年齢を拡大し、子育て世帯の経済負担の軽減についても充実

が図られた。 

④障害福祉の充実 

○精神障害者の作業所や知的障害者の授産施設等が、新たに町内に設置され、在宅障害者が

地域社会の一員として職業を得て自活するために必要な訓練等を行った。 

○障害福祉施策の推進にあたって最大なポイントとなる相談支援について、相談支援事業

所、地域自立支援協議会を設置するなど体制の強化が図られた。 
○障害者の生活の場としてのグループホーム・ケアホームが町内に３箇所設置され、また、

入居者に家賃の助成事業を開始したことで、地域への定着が図られた。 
 
◆主な課題  
①地域福祉活動の充実 

○住民の生活ニーズや多様な福祉サービスの利用を支援するため、地域や家族で支えあう

相互扶助機能を再構築することが必要である。 
○福祉活動の推進として、町民のニーズにあったきめ細かな各種サービスの提供が課題で

ある。 
○福祉活動拠点の整備として、健康、福祉、医療等が総合的に機能し、地域の福祉活動を

展開するための健康福祉総合拠点施設（仮称）健康福祉総合センターの建設用地を平成

２０年度に取得したので、今後の町の財政状況を踏まえながら建設に向け検討していく。 
②高齢者対策の充実 

○平成７年に建設された「老人憩の家」は、地盤が軟弱であり、建設後の経年等により老

朽化が激しく一部の改修では対応できない状態である。 
○一人暮らしの高齢者など行政サービスを本当に必要としている人に、必要な内容のサー

ビスを提供する仕組みづくりが必要である。 
○高齢者の就業機会の充実のため、シルバー人材センター・老人クラブの会員数、高齢化

は進んでいるが、会員の増加に繋がっていない状況にある。 
③子育て環境の充実 

○女性の就労機会の増加を反映して出生後満１歳になる前から入園を希望する家庭が多く、

認可保育園の０歳～２歳児定員枠の拡大が今後求められる。また、町立保育園３園は昭

和５０年代に建築されて約３０年経過し、部分的な改修工事は行われているものの大規

模な改修も近い時期に必要となる。 
○子育てに関する育児不安や、悩みを抱えている家庭も増え、相談体制や情報提供をさら

に充実していく必要がある。 
○子育て支援として児童手当や小児医療費助成などの経済支援の充実を求める声は引き続

き大きい。 
④障害福祉の充実 

○ ｢支援費制度｣から「障害者自立支援法」に制度が改正され、身体・知的・精神の３障害
の一本化が図られ、また、発達障害、高次脳機能など、障害の定義も多様化する傾向が

あり、より障害福祉の充実が求められている。 
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○新たな事業と社会資源の確保は進んできているものの、社会資源においては、いまだ不

足しており、町外の施設を利用する障害者は少なくない。新たな事業所の開設は困難な

状況で、地域での生活を支援する上では課題がある。特に精神障害者については、障害

に対する理解や日中活動の場が、町内のみならず全国的に不足している。また、障害福

祉の充実のためには、見直しが必要な事業もあり、障害福祉サービスをトータル的、か

つ適正に提供できるようさらに改善していく必要がある。 
 

子育て支援センター事業活動実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆町民意向調査（平成２１年５月実施）による現状評価 
 
 
 
 
 
 

242日 246日 243日 244日 245日 242日 244日

親子組数 5,251組 5,339組 5,157組 5,620組 5,626組 4,998組 4,894組

内、初来所 263組 214組 143組 243組 217組 998組

総人数 11,686人 11,760人 11,532人 12,751人 12,473人 11,312人 11,461人

内、初来所 1,332人 472人 300人 477人 473人 487人

１日平均人数 48.3人 47.8人 47.5人 52.3人 50.9人 46.7人 47.0人

302人 238人 215人 184人 189人 208人 161人

11,988人 11,998人 11,747人 12,935人 12,662人 11,520人 11,622人

面談 2,134件 1,964件 2,272件 2,839件 2,578件 2,124件 2,373件

電話 302件 145件 141件 135件 118件 114件 76件

合計 2,436件 2,109件 2,413件 2,994件 2,694件 2,238件 2,449件

10件 1件 2件 1件 5件 0件 1件

1,143人 688人 612人 615人 573人 660人 533人

55回 40回 40回 37回 37回 43回 41回

親子組数 315組 205組 193組 131組 173組 220組 220組

総人数 651人 454人 406人 272人 365人 452人 463人

231件 128件 121件 94件 104件 136件 179件

1件 1件 0件 0件 0件 0件 0件

2人 1人 0人 0人 0人 0人

138件 82件 62件 70件 65件 13件 25件

1件 0件 0件 0件 1件 0件 0件

85回 62回 23回 15回 29回 18回 44回

630回 405回 380回 420回 275回 179回 164回

20回 7回 3回 7回 3回 0回 0回

30回 32回 19回 11回 15回

29回 46回 43回 65回 52回 27回 25回

　PR活動

　研修・見学等への参加

子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ｌ

巡
回
ひ
ろ
ば

　出向・訪問等での相談対応

　出向・訪問等での通告(受理）

年度別　　

　項目
平成１４年度 平成１５年度

　グループ支援

　開設日数

来
所
者

電話、FAX等での利用

　総利用人数

　相談

　電話、FAX 、手紙等での補完的援助

　関係機関との連携・協力

参
加
者

　関係者の利用人数

　通告

平成１９年度 平成２０年度

相
談

　通告

　関係者の利用人数

　実施回数

平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度

十分 やや十分
やや
不十分

不十分
わからな
い

無回答
無効

合計 平均値

11 43 118 119 171 28 490
2.24% 8.78% 24.08% 24.29% 34.90% 5.71% 100.00%

14 55 117 116 165 23 490
2.86% 11.22% 23.88% 23.67% 33.67% 4.69% 100.00%

16 64 102 102 173 33 490
3.27% 13.06% 20.82% 20.82% 35.31% 6.73% 100.00%

8 26 73 73 280 30 490
1.63% 5.31% 14.90% 14.90% 57.14% 6.12% 100.00%

3.1093221

障害福祉の充実 3.172

3231

3241

3.021子育て環境の充実

高齢者福祉の充実

3.1863211 地域福祉活動の充実

施策
現在の状況の評価
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◆今後の方向性 

≪地域福祉の充実≫ 
○少子高齢化の進行や価値観の多様化に伴い、地域での支え合いや助け合いの精神が希薄

化される中で、地域社会が大きく変化しており、住民を中心とした福祉の役割は極めて

重要になってきている。このような状況の中で、町民一人ひとりが真の豊かさを実感で

きる福祉社会、誰もがその人らしく安心で充実した生活が送れるような地域社会の構築

を推進し、その目指すべき方向性を導くため、平成１７年度に寒川地域福祉計画を策定

し、重点項目に位置付けられた施策の実現に向けて、関係各課等と連携を図っていく。 
○（仮称）健康福祉総合センター建設用地を購入したので、今後の町の財政状況を踏まえ

ながら（仮称）健康福祉総合センターの建設に向けて検討していく。 
 

≪高齢者福祉の充実≫ 
○高齢者人口も年々伸びており、平成２１年９月には１９．２５％と全国平均（２２．７％）

よりも若い町ではあるが確実に高齢化が進んでいる。平成１５年４月にオープンした「ふ

れあいセンター」では、高齢者の豊かな経験と知識・技能を生かし、世代間の交流を図

るなど、介護予防の促進を目的に各種事業を行っている。また、高齢者の就労機会の提

供を通じ、高齢者の社会参加と健康づくりや生きがいづくりに寄与しているシルバー人

材センターや老人クラブ連合会の活動を引き続き支援していく。 
○安心した暮らしを守るために、町の介護保険制度を含めた高齢者に関する保健福祉施策

全般にわたる第４次高齢者保健福祉計画を既に策定しており、今後もその基本理念、基

本目標及び重点課題にしたがって事業を展開していく。 
 

≪児童福祉の充実≫ 
○近年、少子化・核家族化等の進行に加え、社会経済状況の変化により、子どもや子育て

中の家庭を取り巻く環境は厳しさを増している。また、価値観の多様化によって、晩婚

化・未婚化が進み、子どもを持たない夫婦の増加傾向も指摘されている。このような中

で、今後の少子化社会の情勢に対応できる、子育て支援の環境を整備するため、家族や

地域の人々と、行政や関係機関がお互いに協力して、地域社会全体が一体となった子育

て環境づくりを展開する。 
 
≪障害福祉の充実≫ 

○近年、障害者の福祉制度は、めまぐるしい変革の中におかれ平成１５年度には「措置制

度」から「支援費制度」に、平成１８年４月から新たな改革として障害者自立支援法が

施行された。町では、平成１８年度に障害福祉計画を策定し、福祉施設入所者の地域生

活への移行、障害者の一般就労など、障害者が自立した生活を送れるようノーマライゼ

ーションの理念の普及に努め、今後も各種施策の推進を図っていく。 
○相談支援体制のさらなる強化を図るため、町単独で地域自立支援協議会を設置することで、

より地域の実状にあったものとする。また、効率的で適正な事業編成となるよう全ての事

業を見直し、障害者の実状にあった地域生活支援の実現のための取り組みを行う。 
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３節 安心して暮らせるまちづくりを充実します 
◎第１項  防災対策の充実 

施策名 ①防災対策の充実 

◎第２項 消防・救急体制の充実 

施策名 ②消防体制の充実  

③救急救助体制の充実  

◎第３項 交通安全・防犯対策の充実 

施策名 ④交通安全対策の充実 

⑤防犯対策の充実 

◎第４項  地域活動の推進 

施策名 ⑥地域コミュニティの充実 

⑦ボランティア活動の促進 

⑧消費生活の向上  

◎第５項  共に支え合う地域社会の実現 

施策名 ⑨男女共同参画社会の実現 

⑩平和で平等な社会の実現 

 

◆２０２０プラン策定時の状況 

①防災対策の充実 
○阪神・淡路大震災の教訓を生かし、災害全般の総合的な指針となる「寒川町地域防災計

画」を策定し、より実効性のある防災対策に取り組んでいる。 

②消防体制の充実 
○都市化の進展により、中・高層住宅の増加や建築様式も年々変化してきており、火災原

因も複雑、多様化している中で、特殊災害も増加傾向にあり、ますます消防の使命は重

要になってきている。 

③救急救助体制の充実 
○高齢者の増加や交通事故等による救急出動件数が、年々増加傾向にあり、傷病者に対す

る医療機関との連携も重要な役割を持っている。 

④交通安全対策の充実 
○車社会を背景に交通量が増大する一方で、交通ルールを無視したり、交通マナーの乱れ

から交通事故が増え、特に子どもや高齢者の事故が増加傾向にある。 

⑤防犯対策の充実 
○都市化の進展や社会環境の変化、核家族化などにより、地域での住民相互の連帯感が薄

れてきており、地域での犯罪抑止機能が低下するなど犯罪が増加し複雑化してきている。 

⑥地域コミュニティの充実 
○町内に２３の自治会があり、美化運動や防犯活動などのほか、自治会の自主的な活動が

行われている。 

⑦ボランティア活動の促進 
○阪神淡路大震災におけるボランティア活動は、我が国におけるボランティア元年と呼ば

れるほど、自発的な市民活動に対する社会的認知の契機となり、その後、特定非営利活

動促進法（NPO 法）の制定につながり地域レベルでの町民活動の育成や行政の支援のあ

り方が検討されるようになってきている。 

⑨男女共同参画社会の実現 
○男女共同参画社会をめざす指針として、平成１２年３月に「さむかわ男女共同参画プラ

ン」を策定した。  

⑩平和で平等な社会の実現 
○平和思想の普及、啓発に努めるとともに、町内在住の小学生・中学生を対象に毎年８月、

原爆被災地へのピーストレイン事業を行い、子どもたちへ平和に対する意識の高揚を図

っている。 
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◆主な成果 

①防災対策の充実 
○町民の生命、身体及び財産を災害から保護するため、寒川町地域防災計画の内容を現状

に対して大幅に見直した。また、洪水ハザードマップや防災マップを作製し、全戸配布

して水害対策等に関する情報提供を行った。防災行政無線のデジタル化及び全国瞬時警

報システムの設置工事を行い、町民に対し、放送内容がはっきりと聞き取りやすく、正

確な災害情報の提供を図った。 
○小中学校施設の耐震化については、平成２０年度末で８０％となり、平成２１年度の耐

震補強工事が終了すると、耐震化率は９０％となり、平成２２年度には１００％を目指

している。 
○平成１８年度から町耐震改修工事補助金交付要綱に基づき、約４１００棟の内１２棟が

耐震改修工事を実施した。 
○自主防災組織単独の訓練（年２回実施目標）の他に町総合防災訓練、消防本部主催の自

主防災リーダー研修会（年１回全自主防幹部参加）等の実施により防災意識の向上等、

成果は上がっている。 
○これまで姉妹都市（寒河江市）や２市（藤沢市・茅ヶ崎市・町）などと協定を締結して

きたが、より一層の充実を図るため、高座広域都市行政協議会（海老名市・座間市・綾

瀬市・町）において、災害時等における相互応援協力に関する協定を締結し広域的にも

安全・安心のまちづくりを推進した。 
②消防体制の充実 

○火災予防運動等の推進により防火意識の高揚、火災予防運動の推進により意識啓発が図

られている。 
○平成２０年度より７０歳以上の独居の家庭に住宅用火災警報器を助成、また平成２３年

６月からは既存の住宅にも住宅用火災警報器の設置が義務化されることから消防本部、

消防団、女性防火クラブや自治会等を通じ設置推進を図っている。 
③救急救助体制の充実 

○職員の資格取得、研修を計画的に実施してきたことにより、職員の資質の向上と専門的

な技術取得が図られ、また個々の資格取得や研修で得た知識や技術を職場内にフィート

バックさせ、質の高い訓練等を実施し、災害現場等で生かし充分成果は上がっている。 
○自動対外式除細動器（AED）を、町内の公共施設８箇所に設置し、心肺停止者の救命率
の向上を図っている。平成２０年度は、普通救命講習会の開催を３１回開催し、４８４

人受講し総受講者数が３，６１５名なった。心肺蘇生法（ＣＰＲ）等応急手当講習会は、

毎年１，０００人前後の受講者がおり、平成１７年１０月と平成１８年６月に、町民に

よる応急手当により、尊い人命が救われた実績もあり、成果はあがっている 
④交通安全対策の充実 

○交通事故ゼロを目指すため、茅ヶ崎警察署及び関係機関と連携して交通事故防止キャン

ペーンを始め、交通指導員等による交通安全活動、新入学児童への黄色い帽子の配布、

チャイルドシートの購入費助成などの事業を継続的に実施した結果、町内での交通事故

件数も毎年減少傾向にあり、成果は上がっている。（平成２１年度寒川町交通事故発生件

数３１６件、平成２０年度寒川町交通事故発生件数３２４件、平成１９年度寒川町交通

事故発生件数３３６件） 
⑤防犯対策の充実 

○児童が安心して登下校できるよう、学校、地域等が連携して子どもたちの安全を確保す

るための監視体制の強化を行っており、児童に対する被害が発生していないことから抑

止力として一定の効果は上がっている。 
○事故、犯罪のない明るいまちづくりを推進するため、適所に防犯灯を設置し、夜間にお

ける歩行者の安全を確保した。また、防犯アドバイザーによる下校時のパトロールを継

続的に実施し、児童の安全確保を図った。その他、イベント開催時や防犯キャンペーン

で防犯グッズを配布し、町民の防犯意識の高揚に努め、町内の犯罪発生件数は、毎年減

少している。 
○人の生命又は身体を害する犯罪行為により、不幸にして不慮の死を遂げた町民の遺族又
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は傷害を受けた町民を支援するため、寒川町犯罪被害者等支援条例を制定し、平成１５

年４月より実施した。 
○不審者情報は後を絶たないが、様々な犯罪防止活動により、幸いにして重大な事件につ

ながっていない点からは一定の成果はあがっていると考えられる。 
⑥地域コミュニティの充実 

○自治会は、地域活動の中心的な組織であり、密接な連携により、地域コミュニティの醸

成が図られた。具体的には、行政情報の周知・回覧、広報紙等の配布、町行事等への参

加、地域で開催する防災訓練等との連携を行った。 
⑦ボランティア活動の促進 

○町民の住民活動における事故等の対応として平成１４年１０月から住民活動補償制度に

加入し、住民活動補償による補償を行っている。 
⑧消費生活の向上 

○町民による相談件数も増加傾向にあり、茅ヶ崎市と消費生活相談業務に関する協定を締結

し相談体制の充実を図った。町における消費相談窓口の開設日は、週に２日となってい

るが、茅ヶ崎市との連携により、寒川町民は、茅ヶ崎市に行けば茅ヶ崎市民と同様に相

談を受けられることになっていることから、実際の相談可能日は週５日となり、町民の

相談のニーズには対応できていると考える。 
⑨男女共同参画社会の実現 

○男女が性別に関係なく、一人ひとりが個性と能力を十分発揮し、あらゆる分野に参画でき

る新しい社会づくりとして「第二次さむかわ男女共同参画プラン」を策定し推進してい

る。「女性のためのパワーアップセミナー」や「男と女のおしゃれ講座」など意識啓発

事業を通じ、参加者の理解は着実に深まってきているが、参加者数はなかなか定員まで

いかない。しかし、参加した町民の満足度は高いことから、一定の成果はあがっている

ものと考える。 
⑩平和で平等な社会の実現 

○平和事業については、「ピーストレインさむかわ」の実施ならびに「平和展」の開催を通

じ、人権啓発事業については、相談窓口の開設、年々応募が増加している中学生への作

文募集、街頭啓発等を通じ、町民への意識啓発は図られているものと考えられるが、今

後もさらなる意識啓発に向け引き続き事業実施をしていく必要がある。 
 

◆主な課題 
①防災対策の充実 

○災害に対しての備えを常に心がけ、最小の被害にくい止めるよう、地域ぐるみの自主防

災組織の育成等を図っていく必要がある。また、災害弱者と言われる要援護者支援体制

作りについて、自治会や関係機関と連携強化を図る必要がある。 
○自主防災組織は、自治会で組織していることから、ほとんどの地域では、役員任期が１

年であり、防災訓練などの取り組みに苦慮している。自治会での備蓄については防災倉

庫の収納スペースに限りがあり、また、予算面から、最低限の機能となっている。 
○阪神淡路大震災から年数が経過するにつれ、耐震に関する意識の低下が見受けられる。

今後、住民の方の関心を高めるためパンフレットなどの資料による啓発、セミナーなど

を開催し耐震化の促進、新築住宅への建て替え促進が求められている。 
②消防体制の充実 

○出動準備態勢及び時間帯に合わせた出動経路を随時検討し、現場到着時間の短縮を図れ

るよう近隣都市や広域連携による応援協定によって、効率的で効果的な消防活動の充実

が必要である。 
○消防団員の確保については、近年社会情勢の変化や就職状況の変化により入団希望者は

年々低下している。 
○消防無線設備のデジタル化、高規格救急車・高度救急資機材等の整備・維持など多額の

経費が見込まれる。 
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③救急救助体制の充実 
○計画的な救急救命士の資格取得と救急救命講習会の受講者数や開催回数などが制限され

ていることからボランティアによる講師での開催など講師の育成や開催内容の多様化を

検討する必要がある。 
④交通安全対策の充実 

○交通事故防止の意識向上に向け、より一層茅ヶ崎警察署及び関係機関等と連携し、交通

ルール、マナーの意識向上を図り、さらなる交通事故撲滅に向けた施策を展開する必要

がある。 
⑤防犯対策の充実 

○茅ヶ崎警察所管内では乗り物盗などの非侵入犯罪が増加傾向にあることから、今後も、

茅ヶ崎警察署や関係機関と連携し、防犯啓発を図る。不審者によって子どもが被害に遭

う事件は後を絶たない。各学校を中心にした見守り活動の充実が課題である。非行防止

に向けては、「学校教育の推進」を通して、心の教育の充実、家庭・地域・関係機関との

連携などによって取り組むべきと考えられる。 
○防犯や交通安全対策については、行政だけの対応だけでは限界があるため、住民や自治

会、各種団体との協働により、地域ぐるみの取組みを一層推進していく必要がある。 
⑥地域コミュニティの充実 

○地域活動の中心を担う自治会の加入率は、現在約８割となっている。自治会活動をＰＲ

し、加入の促進に努めているところであるが、加入率アップにはつながらない。地域集

会所については、指定管理者による適切な管理形態のあり方を、今後も検討していく必

要がある。 
⑦ボランティア活動の促進 

○福祉や教育等の分野で、自発的な活動が行われているが、今後、活動を拡大していくた

めには、行政として、自発的な活動を促進するための行政情報の提供や活動の場の確保

等、ソフト、ハード両面からのサポートが必要である。 
⑧消費生活の向上 

○消費者を巡るトラブル（詐欺等）については、情報化社会、高齢社会の急速な進展等を

背景に、年々悪質・巧妙化する悪質商法から若者や高齢者等を守るため、年代ごとを対

象にした情報誌の発行、研修会等の開催を通じ、トラブルの未然防止に努めていく必要

がある。 
⑨男女共同参画社会の実現 

○男女共同参画プラン策定や国等における政策も浸透してきており、社会全体としての意識

はかなり高まっているように考えるが、町としては、今後も近隣市との連携強化により町

民の講演会等への参加機会の充実に努めていく必要がある。 
⑩平和で平等な社会の実現 

○人権相談件数自体は減少傾向にあるが、インターネット等を通じた卑劣ないじめ等をニ

ュース等で多く見聞きすることから、今後も、身近なところから、基本的人権の尊重に

ついての意識高揚に努めていく必要がある。 
○「ピーストレインさむかわ」は、参加できる児童・生徒が限られてしまうことや、町財

政が厳しい時期においては事業実施が困難なため、平和意識の高揚が図られるような他

の啓発事業への転換を検討する必要がある。 
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救急出動件数の推移（単位：件） 
 火災 水難 交通 労働 

災害 
運動 
競技 

一般 
負傷 

加害 自損 
行為 

急病 その他 合計  

平成１４年 3 － 362 44 24 165 20 18 1,004 132 1,772 
１５ 2 － 352 38 22 216 22 16 1,099 140 1,907 
１６ 4 － 325 43 24 205 19 19 1,025 135 1,799 
１７ 4 1 324 35 23 234 27 29 1,220 128 2,025 
１８ 4 1 292 26 11 216 14 22 1,122 94 1,802 
１９ 4 1 281 32 24 252 15 40 1,120 106 1,875 
２０ 3 － 278 22 25 254 11 26 1,053 107 1,779 

 
火災出動件数の推移（単位：件） 

  火  災 その他火 
災警戒等 

合 計  
建物 車両 その他 

平成１４年 ６ ５ １８ ５１ ８０ 
１５ １４ ４ ４ ３６ ５８ 
１６ １１ ４ １７ ５４ ８６ 
１７ ９ １ ８ ３２ ５０ 
１８ ７ ２ ９ ３３ ５１ 
１９ ８ １ ８ ５５ ７２ 
２０ １２ ０ ６ ６５ ８３ 

 
町内交通事故件数の推移（単位：件） 

  事故件数 死者 重傷者 軽傷者  

平成１４年    ４４０       ０      １７    ５０２ 
１５    ４２４       ３      ２２    ４７７ 
１６    ４２６       ３      ２９    ４８７ 
１７    ４４０       ２      １０    ５２６ 
１８    ３６２       ４      １３    ３９６ 
１９    ３３６       ２      １３    ３５８ 
２０    ３２４       ２        ６    ３７０ 
２１    ３１６       ２      １２    ３４３ 

 
消費生活相談件数の推移 

    相談件数 
         （件） 

 
 
 
 
 
 
※平成１５年度より相談回数を増やした。 

 
 
 ※平成１７年度より茅ヶ崎市と協定を結び両方の窓口

で相談を受けられるようになった。 
 
 
 

平成１３年度     １１８ 
１４     １３４ 
１５     ３００ 
１６     ３１６ 

１７     ２０８ 
１８     ２０７ 
１９     １４０ 
２０     １４３ 
２１     １６４ 
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◆ 町民意向調査（平成２１年５月実施）による現状評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
◆今後の方向性 

≪防災対策の充実≫ 
○地震、大雨等の災害に備え､専門性の高い職員の育成や、防災資機材の整備を図るととも

に、正確で迅速な情報の収集と提供、職員や防災機関等の初動体制の確立を進め､さらに、

最近は集中豪雨などが多発する傾向にあることから、国・県の河川氾濫等の想定を踏ま

え、洪水ハザードマップや防災行政用無線を活用し、町民等の生命と財産を守るための

取り組みを進める。 

○「寒川町地域防災計画」を指針に、「自らの身は自らが守る」という自主防災の考えのも

と、各地域での防災訓練の充実を図り、災害時に町民等が互いに協力し助け合う活動が

できるよう各自治会等における災害時行動マニュアルの作成などを支援していく。 
 

≪消防・救急体制の充実≫ 
○近年、町においても少子高齢化や建物の高層化など社会経済構造の変化により災害の大

規模化や多様化、複雑化、また、テロ等の対応など消防を取り巻く環境は大きく変化し

消防の弱体化が懸念されています。今後も、安心安全な町を目指し、消防体制の充実強

化を図るため消防資機材の充実、人材の育成を進めるとともに、消防相互応援協定の一

層の充実や消防指令システムの共同化などの広域連携、消防の広域化、消防団の充実な

どを検討し、町の総合的消防力の強化に努める。 
 
≪交通安全・防犯対策の充実≫ 

○交通安全・防犯対策については行政だけの対応には限界があることから、今後も警察署

や防犯協会などの関係機関と連携を密にするとともに、町民・企業・行政、三者協働の

視点に立っての事業展開を充実させる。 

○防犯対策については成果があがったので終了ということではない。町民の安全確保の面

や、子どもの非行防止、高齢者の詐欺被害等防止の面からも地域の方に目を注いでもら

えるよう、自治会等との連携を充実していく。 
 

≪地域活動の推進≫ 
○地域のつながりが希薄になり、地域社会での助け合いがなければ解決しない問題が増え

ている。中でもまちづくりにおいては、町民パワーやボランティアの活動に負うところ

が大きいと考えられる。今後も、地域活動の中心的な組織である自治会と町との対等な

立場での役割分担により、地域で行う防災・防犯対策（防犯灯のチェック）・道路の安全

確保等の支援と連携を通して、地域コミュニティの充実に努めていく。 

○住民活動を行っている団体を把握し、それらとの協議などにより、どういう支援策が求

十分 やや十分
やや
不十分

不十分
わからな
い

無回答
無効

合計 平均値

22 94 109 81 157 27 490
4.49% 19.18% 22.24% 16.53% 32.04% 5.51% 100.00%

53 115 108 120 69 25 490
10.82% 23.47% 22.04% 24.49% 14.08% 5.10% 100.00%

52 123 91 59 140 25 490
10.61% 25.10% 18.57% 12.04% 28.57% 5.10% 100.00%

21 93 154 171 31 20 490
4.29% 18.98% 31.43% 34.90% 6.33% 4.08% 100.00%

16 81 131 136 107 19 490
3.27% 16.53% 26.73% 27.76% 21.84% 3.88% 100.00%

20 58 139 135 119 19 490
4.08% 11.84% 28.37% 27.55% 24.29% 3.88% 100.00%

11 44 112 77 227 19 490
2.24% 8.98% 22.86% 15.71% 46.33% 3.88% 100.00%

11 43 73 67 275 21 490
2.24% 8.78% 14.90% 13.67% 56.12% 4.29% 100.00%

21 63 72 47 261 26 490
4.29% 12.86% 14.69% 9.59% 53.27% 5.31% 100.00%

24 60 72 60 246 28 490
4.90% 12.24% 14.69% 12.24% 50.20% 5.71% 100.00%

3322

3331

救急救助体制の充実 2.483

平和で平等な社会の実現 2.778

3351

3352

男女共同参画社会の実現 2.714

3.1053341

消費生活の向上 3.010

3342

3343

3.045

3332 防犯対策の充実

ボランティア活動の促進

地域コミュニティの充実

消防体制の充実 2.745

3311

3321

防災対策の充実 2.814

施策
現在の状況の評価

3.063

交通安全意識の高揚 3.082
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められているか研究していく。 

○寒川町への転入者等に対する自治会加入に関するPR、周知等の徹底に努めていく。 

 
≪消費対策≫ 

○急速な高齢社会に加え景気の低迷が長引く中、今後、町民からの消費対策の相談件数は

拡大していくことが見込まれる。今後も町民の安心、安全な生活の実現に向け、相談体

制を維持していくとともに、消費生活に関する情報提供の場として相談室の充実を目指

す。 

 

≪共に支え合う地域社会の実現≫ 
○男女がともに性別にとらわれることなく、自らの能力を発揮し個性を伸ばす生き方が選

択できる社会の実現をめざすとともに、長い歴史に培われてきた慣習を変えるには、男

女共同参画プランの推進による制度や環境などの周知・意識啓発を地道に行っていくこ

とが重要である。 

○平和意識や人権意識を持つことは、私たちが日々の生活を送っていく上で欠かすことの

できないものであることから、今後も平和展等の開催や人権については相談窓口の開設

や街頭啓発等を通じ、意識啓発に努める。 
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第４章 豊かな心と文化をはぐくむまちづくり 
第１節 ふれあいのある生涯学習を充実します 
◎第１項  生涯学習の推進 

施策名 ①生涯学習活動の推進 

◎第２項 スポーツ・レクリエーション活動の推進 

施策名 ②スポーツ・レクリエーション活動の推進 

 

◆２０２０プラン策定時の状況 

①生涯学習の推進 
○自由時間の増大、情報化の進展、少子高齢化社会の到来など社会環境の変化にともない、

町民の学習意欲や学習ニーズが高まり、その内容も高度化、多様化してきている。 
○すべての町民が、その特性と能力を限りなく伸ばすことができる学習活動の環境づくり

を行うため、平成 6年に「さむかわ いきいき学習ライフ21プラン」を策定している。
生涯学習の推進は家庭、学校、地域等が行政と一体となって連携を図り、指導者の育成

など総合的な生涯学習の推進体制を確立していく必要がある。 
○公民館等で各種講座を行っているが、町民の団体から専門的な分野の課題に対して、学

習を求められた場合、町職員が講師となって行う「さむかわ出前講座」や専門知識を持

った講師を招いた講座を実施している。今後もこのような学習機会が拡大していくと考

えられ、公民館講座等との連携が求められている。 
○町民センターを含め４つの公民館に図書室があるが、総合図書館がなく、町民から建設

の要望が寄せられている。 
②スポーツ・レクリエーション活動の推進 

○生涯スポーツに関する現状と将来方向を把握する町民意識調査を実施しその結果に基づ

いて町の「スポーツ振興基本計画」を策定する。また、スポーツ振興策の一つとしての

「総合型地域スポーツクラブ」の設立を検討する必要がある。 
○スポーツ・レクリエーション活動は、自由時間の増大や労働時間の短縮等により、子ど

もから高齢者まで幅広い層に広まっている。特に健康づくりや体力づくりに加え、社会

参加や生きがいづくりについての町民ニーズが高まっている。 
○町民誰もが手軽に楽しく活動するためには、各種スポーツ・レクリエーションの指導者

の育成や活動情報等の提供のほか、スポーツ・レクリエーション団体の支援が必要であ

る。 
○寒川総合体育館は、スポーツ・レクリエーション活動の拠点として多くの町民等に利用

されている。その他のスポーツ施設は、町営プール・庭球場・野球場・サッカー場・ス

ポーツ公園等があり、生涯スポーツ施設として、これらの施設を効果的に運営管理して

いく必要がある。 
 

◆主な成果 

①生涯学習の推進 
○町民の一人ひとりが、個性や能力を発揮し、生きがいのある充実した生活を送れるよう

な、生涯学習のまちづくりを推進するための生涯学習推進プラン「寒川 学びプラン」

を策定し、その第１期実施計画の取り組み方針である情報提供の強化として、生涯学習

活動団体情報紙を発行するなど、生涯学習の推進を図ることができた。 
○公民館では、住民ニーズにあった講座を開催するため、参加者からアンケート調査を行

い、多様化する住民ニーズを把握し、学習意欲に応える講座を企画・立案し実施してい

る。概ね各事業とも計画に基づき実施したことにより目標も達成された。 
○平成１８年１１月３日に開館を迎えた総合図書館は、県内図書館で初のＩＣタグ導入に

よる図書貸出やインターネットによる相談体制、ＤＶＤやＣＤなどの視聴覚サービスの

提供など 21世紀型の図書館サービスが行われている。開館以来３年間好調な利用状況を
持続していることは、現時点において利用者（町民）の図書館サービスに対する期待や

需要に当館がある程度応えていると思われる。 
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②スポーツ・レクリエーション活動の推進 
○平成１６年３月に「寒川町スポーツ振興基本計画」を策定し、これに基づき町民のスポ

ーツ・レクリエーション活動の推進や青少年の健全育成などの振興が図られている。 
○生涯を通じて町民のだれもがスポーツ・レクリエーションに親しめるよう各種教室や大

会等の情報提供を行い、各種スポーツ・レクリエーションに関する団体への活動支援を

図り、町民のスポーツ・レクリエーションへの参加を促進した。 
○平成１８年５月に町のスポーツ活動の総合的な活動組織として寒川総合スポーツクラブ

が設立された。 
○平成１８年度に相模川の自然を保全しながら親水性や散策路などに配慮した健康づくり

の場として、新たなスポーツ・レクリエーションの拠点となる「田端スポーツ公園整備

基本計画」を策定した。複合施設である田端スポーツ公園の整備を行うことにより、既

存のニーズだけではなく、今後予想されるニーズにも対応できるよう、施設面において

強化が図れた。 
○新たに多くの町民の方に何らかの形でスポーツ・レクリエーションに触れ合っていただ

き、楽しさや魅力を知っていただいたことにより、スポーツ・レクリエーション活動の

推進が図れた。また、各種大会の開催・派遣を行うことにより町の競技力が向上し、優

秀な成績を収めることが出来た。 
 

◆主な課題 
①生涯学習の推進 

○生涯学習の情報提供については、より多くの町民が情報を得られるよう、さらに工夫を

していかなければならない。 

○老朽化する寒川町公民館については、立て替えを断念し、次年度は安全を確保するため

休館を視野に入れ検討することを9月議会で表明された。 

○ソフト面では、町民大学を中心として、幅広いメニューの提供ができた。しかし、生涯

学習の入口ともなる情報提供については、より多くの町民が情報を得られるよう、更な

る工夫が求められる。 

○公民館施設等を整備することにより、快適で安全な環境を利用者に提供し、サービスの

向上を図った。しかし、施設の老朽化が著しく、利用者から施設整備について求められ

ている。 

○公民館講座開催事業については、目標に達する講座を開催したが、学びプランにあるラ

イフステージごとの講座にばらつきがあり、新規事業を展開しながらバランスのとれた

事業を考える必要がある。 

○公民館生涯学習推進員事業については、事業回数及び参加人数は目標を上回った。しか

し、講座の内容は公民館講座開催事業と同様で、今後は地域課題を配慮した取り組みが

求められる。また、公民館生涯学習推進員事業の継続性の確保のため、推進員の後継者

育成に力を注ぐ必要がある。 

○総合図書館では、新鮮で魅力のある図書や情報を安定的に提供できる体制をつくること

が不可欠である。そのためには、総合図書館の収容能力である２３万冊までの資料確保

が重要である。現状の財政状況を踏まえながら計画的に行う必要がある。 

○開館以来３年は、おおむね基礎的な運営は確立できた。しかし、利用者対応ルールや学

校との連携・支援、地域や有志などとの協働活動の推進、来館利用ができない人へのサ

ービス等の事業展開が未整備である。さらに、公民館図書室のサテライト化の検討や増

書に努める必要がある。 

②スポーツ・レクリエーション活動の推進 
○寒川総合スポーツクラブ等の外部団体の協力も得て、町のスポーツ振興・競技力向上は

順調に行えている。今後、更なるスポーツ・レクリエーション活動の推進を図っていく

ために、多様なニーズに応えられる体制の強化を図っていく必要がある。また、施設の

多くが修繕・改築等が必要であるため、今後、改善策を検討する必要がある。 
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公民館年度別利用状況     

 年度 総利用団体数 総利用者数（人） 各館利用団体数 各館利用者数（人） 開館日数（日） 
 

14 
 

9,020 157,341 公民館 2,284 32,103 295 
センター     987 59,508 303 
北部 2,655 29,060 295 
南部 3,094 36,670 295 

 

15 
 

9,249 149,939 公民館 2,374 32,311 305 
センター   763 50,089 309 
北部 2,795 27,910 305 
南部 3,317 39,629 305 

 

16 
 

9,717 161,731 公民館 2,457 33,051 304 
センター   977 58,458 329 
北部 3,289 29,557 303 
南部 2,994 40,665 303 

 

17 
 

9,941 170,815 公民館 2,541 34,993 305 
センター 1,011 59,171 312 
北部 3,041 33,832 304 
南部 3,348 42,819 304 

 

18 
 

10,012 170,009 公民館 2,346 33,680 306 
センター 934 56,538 309 
北部 3,228 36,870 306 
南部 3,504 42,921 306 

 

19 
 

9,892 182,693 公民館 2,169 36,419 305 
センター 1,015 63,035 311 
北部 3,154 38,432 306 
南部 3,554 44,807 306 

 

20 
 

9,525 178,936 公民館 1,913 32,701 304 
センター 981 58,443 307 
北部 3,222 39,635 304 
南部 3,411 48,842 303 

資料：公民館 
 

     総合図書館の利用状況 

  開館からの一日平均 平成22年3月現在（累計）  

入館者数 1,081 1,131,949 

貸出資料点数 1,576 1,662,394 

利用登録者数 22.9 21,161 

※利用登録者数には、会館前登録者を含む。                                  
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都市公園・野外体育施設及び学校体育施設等の利用状況 
年度 川とのふれあ

い公園 

二本松 

公園 

倉見 

ｽﾎﾟｰﾂ 

公園 

田端 

ｽﾎﾟｰﾂ 

公園 

寒川中

学校ｸﾞﾗ

ｳﾝﾄﾞ(夜

間) 

旭が丘

中学校

ｸﾞﾗｳﾝﾄﾞ

(夜間) 

町営 

プール 

庭球場 大蔵青少年広場 

野球 サッカ

ー 

グラウン

ド 
多目的 

(件) (件) (件) (件) (件) (件) (件) (人) (件) (人) (人) 

平成14年度 730 782 357 714 413 211 105 31,537 3,371 12,804 3,332 

15 722 693 290 723 367 189 76 21,723 3,410 14,716 4,584 

16 721 609 297 722 292 197 63 25,814 3,307 14,368 3,486 

17 612 499 371 642 267 186 63 25,021 3,468 13,242 3,920 

18 682 722 294 635 362 193 59 21,263 3,244 13,834 3,341 

19 845 776 0 607 439 192 97 25,029 3,201 15,120 3,823 

20 917 998 0 606 493 204 147 26,380 3,015 16,491 4,633 

注：二本松公園は18年12月まで・町営プール人数は幼児を含む 資料：スポーツ振興課、生涯学習課 

 

 

 

◆町民意向調査（平成２１年５月実施）による現状評価 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆今後の方向性 

≪生涯学習の推進≫ 
○町民大学や公民館講座等は時代の要請に対応したメニューの拡充など、多様化する住民

ニーズに応えられる事業展開に取り組んでいく。 
○「学びプラン」第２期実施計画が平成２３年度から始まるため、第１期の的確な評価を

実施しておく必要がある。生涯学習の入口ともなる情報提供については、さらに工夫を

し、より多くの町民が手軽に情報を得られるよう、広報紙のほかホームページ・チラシ・

メディアの活用などに取り組んでいく。 
○総合図書館は町民の生涯学習活動の拠点施設であることから、新鮮でかつ魅力のある資

料を提供していくことが重要な役割である。そのために、図書館資料を計画的かつ継続

的に確保していく。 
○資料の企画展示や催し等で既存資料の有効活用を大いに図っていくとともに、利用者が

効率的に図書館を活用できるよう環境の整備を進めていく。また、学校や地域との連携

によりさらなるサービスの拡大に努めていく。 
○公民館開催事業については、マンネリ化を防ぎ、内容を精査し、継続的に推進する必要

がある。公民館図書室運営事業については平成２３年に寒川総合図書館の分室化を控え、

データ整理や地域に密着した図書運営を図っていく必要がある。公民館生涯学習推進員

事業については、各地域の独自性と特色を生かした事業内容の充実を図るため、推進員

会議を主体とした積極的な事業の推進を図るとともに、推進員の後継者育成に努める。 
○公民館等施設整備事業については、各施設の老朽化が進んでいることから施設等の安全

確保を図りつつ、住民サービス向上のため計画的に改修等を行っていく。 
○公民館・図書館利用者の活動の場・発表の場を確保し、講習受講後に各人がステップア

ップしていけるための仕組みづくりを検討する。 

 

 

十分 やや十分
やや
不十分

不十分
わからな
い

無回答
無効

合計 平均値

25 79 95 63 201 27 490
5.10% 16.12% 19.39% 12.86% 41.02% 5.51% 100.00%

35 120 96 61 155 23 490
7.14% 24.49% 19.59% 12.45% 31.63% 4.69% 100.00%

4111

4121

生涯学習活動の推進 2.748

スポーツ・レクリエーション活動の推
進

2.587

施策
現在の状況の評価
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≪スポーツ・レクリエーション活動の推進≫ 
○現在、町が管理しているスポーツ施設の多くは非常に老朽化が進んでおり、早急に修繕

等の対応していく。 
○今後はスポーツに対するニーズがより多様化し拡大していくと考えられるので、生涯を

通じてスポーツ・レクリエーションを楽しめるよう、誰もが自由に行える機会の拡充と

時代にあったスポーツ活動の推進を図る。 
○地域全体でスポーツ活動の指導者及び支援者の育成・確保を図っていく。 
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第２節 豊かな心をはぐくむ教育を進めます 
◎第１項  家庭教育・学校教育の推進 

施策名 ①家庭教育の推進 

②学校教育の推進 

◎第２項 青少年の育成 

施策名 ③青少年活動の推進 
 
◆２０２０プラン策定時の状況 

①家庭教育の推進 
○幼児の基本的な生活習慣や心豊かな感性の育成等をめざした幼児教育が求められている。 
○近年、突然「普通」の子どもが凶悪な犯罪を引き起こすという事件が多発している。 
○子どもたちの心の成長を考える場合、核家族化や少子化等といった家族の多様化、親の

無責任な放任、過保護、過干渉、地域における人間関係の希薄さ、過度の受験戦争を背

景とした学校生活のゆとりのなさといった多くの憂慮すべき状況がある。 
②学校教育の推進 

○近年、国際化や情報化が進展するなど社会は大きく変化している。その中で、社会の変

化に対応することができ、たくましさと豊かな人間性を兼ね備えた人材の育成が求めら

れている。 
○学校教育では、総合的な学習などの導入による多様な学習形態に対応するため、また、

安全な教育活動を推進するために教育環境の改善を図っていくことが必要となっている。 
○食中毒等に対する、学校給食の安全性の確保が求められている。 
○いじめ、不登校、非行の低年齢化など児童・生徒に関わる課題は山積しており、児童・

生徒が抱える悩みや不安の解消に向けて積極的に取り組むことが求められている。 
③青少年活動の推進 

○核家族化やライフスタイル等の社会環境の変化により、子どもたちの遊びの形態も変化

し、家庭内での遊びが増えてきている。 
○青少年の抱える悩みや不安など、深刻化する問題に対応するため相談体制の充実が求め

られている。 
○家庭、学校、地域等が連携した中での児童や青少年の健全育成が求められている。 

 
◆主な成果 
①家庭教育の推進 

○私立幼稚園等に通う幼児の保護者の経済的負担の軽減や幼稚園教育の振興を図った。就

園奨励費の助成申請のあった各幼稚園等の保育料は、月額１５，０００円～３０，００

０円程度となっており、町では、所得階層、兄弟姉妹構成、何子目かに応じて、１５，

０００～３０１，０００円の補助金を保護者へ支給している。 
○子ども向け情報誌「すきっぷ」の発行により、子どもたちの体験活動の場を家庭に提供

し、子どもたちの心豊かな感性の育成に寄与している。また、琴や三味線などの邦楽教

室などの体験の場を提供してきた。 
②学校教育の推進 

○時代や社会の要請にも即しながら、「知・徳・体」のバランスがとれた児童・生徒の育成

を目指して事業に取り組んできた。各学校においては様々な実践が行われ、これらの事

業が効果的に展開された。 
○新学習指導要領に対応するための英語指導助手活用事業、教職員向けの研修会を中心と

した教職員の資質向上事業、個々の児童・生徒及び保護者の心の安定を図るための教育

相談充実事業が効果的に展開され、目的が達成された。 
○平成１５年度から編集作業に取り組んできた「寒川町教育史（資料編）」を計画どおり平

成１８年度に発刊することができた。 
○教育相談体制の充実として、精神科医師、心理士をはじめ、スクールカウンセラー、子ど

もと親の相談員、メンタルフレンド・訪問相談員などの活用が図られた。 



 49

○パソコン教室の整備やトイレ改修等、各学校の改修工事等を行い、学校環境の整備が図ら

れた。各学校の改修や修繕等を実施したことにより、学校の教育環境の整備、改善が図ら

れた。施設の安全面から問題のあった、旧教職員住宅を使用していた相談指導教室やボラ

ンティアセンター、児童クラブの移転を終了することができた。 
○基金の運用範囲で奨学金を貸与することができ、経済的に修学が困難だった生徒の高等学

校進学を奨励できた。   
③青少年活動の推進 

○青少年活動を支援するための指導員・リーダーの養成が図られた。 
○成人式の開催、ゆうゆう学園やふれあい塾などの事業が定着し、子ども達へ多くの人との

ふれあいと様々な体験学習の場を提供できた。 
○青少年指導員連絡協議会への委託事業である小学生リーダーキャンプや子どもまつりな

どは、年々内容も工夫され、募集人員を大きく超える申し込みがある。 
 
◆主な課題 

①家庭教育の推進 
○子どもたちの心の問題は、反面、大人たちの心の問題でもあり、家庭教育のあり方につ

いては、見過ごすことのできない重要な課題である。 

○国が幼児教育の無償化を主要政策に揚げているなど、子育て支援策の一環として、今後

も幼児教育にかかる経費の保護者負担を軽減する施策は重要であると考える。国庫補助

単価額が大幅に上がり、それに伴って町の負担分も増額となっている。 

○景気と雇用状況の急激な悪化から、保護者の所得は減少傾向をたどることが見込まれ、

実際に所得階層は低所得層が増加してきている。 

②学校教育の推進 
○児童・生徒に「たしかな学力と豊かな人間性」を身につけさせることは、保護者、住民

の強い願いであり、学校教育の普遍的な課題である。 

○児童・生徒の学ぶ意欲を高め、基礎的・基本的な力を定着させ、個を生かす教育の充実

が一層求められている。また、いじめや不登校、規範意識の低下などに対し、子どもた

ちの心の教育の充実を進める必要がある。 

○不登校については、小学校では横ばい状況、中学校においては５年前に比べ減少傾向に

あるが、依然として大きな問題である。３中学校へのスクールカウンセラーの配置、２

小学校へ子どもと親の相談員の配置、メンタルフレンド・訪問相談員の活用など、国の

事業等も有効に機能させながら体制の整備を図ってきているが、未然防止のための手だ

てをさらに検討していく必要がある。 

○教職員の資質の向上については、町としても引き続き、研修会・研究会を通して教職員

の力量の向上を図っていく必要がある。 

○学校教育施設が老朽化してきており、早急な改修や修繕が必要である。また、今後は校

舎等の耐用年数を考慮し、学校施設の整備計画を検討し策定する必要がある。旧教職員

住宅については、将来的には取り壊しを考えており、その後の跡地利用について検討し、

決定する必要がある。 

○住民要望である給付制への変更、貸与額の増額・対象拡大、奨学金制度の充実には、前

提として基金の増額が必要であるが、現状の財政状況を踏まえ一般財源以外の財源確保

を調査、検討する必要がある。 

○寒川町の教育振興基本計画を策定し、それに基づいた学校教育の重点を定める必要があ

る。また、学校では、教育目標の明確化、重点目標設定・教育活動の展開や教育環境の

整備を行う必要がある。また、学校評価を活用して常に見直しを図ることが重要である。 
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③青少年活動の推進 
○青少年活動の推進には、ボランティア等の協力体制を一層充実させる必要がある。 

○児童クラブについては、希望者が増えており、施設の確保が難しくなっている。施設の

公設化や老朽化等とあわせ検討していく必要がある。 

○ふれあい塾については、放課後子どもプランに基づく子育て支援事業として、児童クラ

ブとの連携について検討が必要になっている。 

○人間関係が希薄化する中で、子ども達に様々な体験活動の場を提供することができた。

子ども会については、会員数70人程の大きな団体がある一方で、会員数が１桁の団体も

あり、今後子どもの減少に比例して減少していく可能性がある。 
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児童・生徒数の推移（各年５月１日現在）（単位：人） 

 学校名 平成８年 平成１２年 平成１４年 平成１６年 平成１８年  
寒川小学校 ７２８ ６２０ ５９４ ６１５ ６３２ 

一之宮小学校 ６２７ ５１４ ４５１ ３８６ ３６７ 

旭小学校 ８６２ ７９３ ７４９ ７１２ ６７５ 

小谷小学校 ５４２ ４９４ ４７３ ４７２ ４６３ 

南小学校 ５５５ ５３５ ５５７ ５６２ ５２６ 

計 ３，３１４ ２，９５６ ２，８２４ ２，７４７ ２，６６３ 

寒川中学校 ５５３ ４５３ ４０３ ３６１ ３２７ 

旭が丘中学校 ７０２ ５９０ ５９５ ５８６ ５６３ 

寒川東中学校 ５６３ ５２７ ４９２ ４６５ ４７２ 

計 １，８１８ １，５７０ １，４９０ １，４１２ １，３６２ 

合計 ５，１３２ ４，５２６ ４，３１４ ４，１５９ ４，０２５ 
 

 学校名 平成１９年 平成２０年 平成２１年    
寒川小学校 ６４７ ６７３ ６９３   

一之宮小学校 ３５８ ３８６ ４０４   

旭小学校 ６６１ ６５５ ６５２   

小谷小学校 ４７４ ４７２ ４６３   

南小学校 ５２７ ５１５ ５３４   

計 ２，６６７ ２，７０１ ２，７４６   

寒川中学校 ３０８ ３０２ ２９１   

旭が丘中学校 ５８４ ５８２ ５７６   

寒川東中学校 ４８８ ４６８ ４７２   

計 １，３８０ １，３５２ １，３３９   

合計 ４，０４７ ４，０５３ ４，０８５   

 
 
◆町民意向調査（平成２１年５月実施）による現状評価 
 

 

 

 

 

 

十分 やや十分
やや
不十分

不十分
わからな
い

無回答
無効

合計 平均値

10 44 107 85 220 24 490
2.04% 8.98% 21.84% 17.35% 44.90% 4.90% 100.00%

12 57 90 74 234 23 490
2.45% 11.63% 18.37% 15.10% 47.76% 4.69% 100.00%

10 39 99 76 240 26 490
2.04% 7.96% 20.20% 15.51% 48.98% 5.31% 100.00%

2.9704212

4221 3.076青少年活動の推進

学校教育の推進

3.0854211 家庭教育の推進

施策
現在の状況の評価
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◆今後の方向性 

≪家庭教育の推進≫ 
○就園奨励費助成事業は、幼児教育にかかる費用を軽減しており、子育て世代の経済的支

援の面からも継続していく。今後は、国の幼児教育無償化の動向を踏まえ、関係機関の

連携・協力体制を確立を図るとともに事業内容（補助額や補助対象者）の検討を行う。 
○少子化や核家族化により、他者との関わりが希薄化しているため、家庭や地域での教育

力の向上を図る。 
○学習情報提供体制整備事業の中で実施している子ども向け情報誌「すきっぷ」の一層の

充実を図る。 

○幼児期から文学・芸術にふれられる機会を持てるような図書館の機能充実を図る。 

○親として自己を高める学習会や親子でふれあえる場を提供する。 

 
≪学校教育の推進≫ 

○学力向上、規範意識や基本的生活習慣の確立、家庭や地域の教育力の充実などの課題に

対し、未来を担う子どもたちの健全な育成のため教育活動の充実を図り、信頼され期待

される学校づくりを行っていく。 
○特別支援教育の充実、推進のための条件整備等を図る。 
○奨学金基金の増額を図るため、財源の確保について調査研究する。 
○教職員の資質向上のために、日常的な学校への指導・支援を中心に今後も研修会・研究

会の充実を図っていく。 
○児童・生徒の実態を把握した上で、喫緊の課題を解決できるよう教育相談体制の見直し

を図る。 
○学校施設の老朽化が進んでいるため、早急な対策が必要である。旧教職員住宅の跡地利

用について検討する。 
○新学習指導要領において示された基礎的・基本的な知識・技能の習得、思考力・判断力・

表現力の育成、国語教育・理数教育の充実、外国語教育の充実、道徳教育の充実、体験活

動の充実等が重点としてあげられている。各学校でこれらのことに取り組むことができる

よう支援していく。 
○小学校への外国語活動導入に対応するため、英語指導助手活用事業の充実を図る。また、

教職員のニーズや教育課題等に着目した教職員研修会の充実を図る。 
○学校と地域との連携を強めていく。（伝統行事・文化を含む） 

 

≪青少年育成の推進≫ 
○青少年活動を支援し、家庭、学校、地域等と連携しながら青少年の健全育成を図ってい

く。 
○「ゆうゆう学園」については、公民館等での体験事業参加が定着してきたため、事業の

見直しを検討する。 
○ふれあい塾と児童クラブの連携等について、今後さらに検討する。 
○安全に遊べ活動のできる場を確保していく。 
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第３節 地域の文化活動を進めます 
◎第１項  地域文化の振興 

施策名 ①文化活動の推進 

◎第２項 地域間交流の推進 

 施策名 ②地域間交流の推進 
 
◆２０２０プラン策定時の状況 

①文化活動の推進 
○地域に根ざし受け継がれてきた歴史・文化や史跡、文化財等を今後も保護・継承してい

く必要がある。町内には貴重な縄文時代の遺跡や古墳など歴史的遺産が点在しており、

発掘調査を行ってきたが、近年、文化財保護の町民意識も薄れがちになってきており、

歴史や文化財等に関する理解を深めていく必要がある。 

○昭和６１年度より「寒川町史編さん基本構想」を指針に、計画的に町史編さん事業を進

めてきたが、今後も未刊行の町史や関連の刊行物の発行を行うことが必要である。町史

編さんの過程で収集した資料や歴史的公文書等の保存と公開について、検討が必要にな

っている。 

○公民館等を中心に各種文化団体が活動し、春には公民館まつり、秋には文化祭など活動

の発表、展示を行っており、今後も町民が気軽に参加できる地域に根ざした文化活動を

充実する必要がある。 

②地域間交流の推進 
○平成２年１１月（町政施行50周年）に山形県寒河江市と姉妹都市を締結し、毎年本町の

産業まつりに山形県の物産販売等を行うなど寒河江市との交流を深めている。また、青

少年の交流、スポーツや文化団体など民間団体の交流も行われている。なお、行政では

災害発生時などの防災の協力協定が結ばれている。 

○国際化が進む中で、国際理解を深め、国際社会にふさわしい人材の育成や外国人に開か

れたまちづくりが求められている。町では、民間の国際交流協会の人たちにより、外国

人のホームステイの受け入れや、地域に住む外国人との交流が行われている。 

○外国人居住者は、その生活習慣や言葉の違いから、ゴミの出し方や医療、子どもの教育

など、さまざまな問題が発生している。 

 

◆主な成果 
①文化活動の推進 

○本町の歴史や文化等を次世代に引き継いでいくために、町民の意識の高揚を図るとともに、

文化財の保護・継承に努めた。また、一之宮小学校にある文化財学習センターで文化財

の展示や講座等の開催を行った。毎年、町の文化振興を推進するため、計画性をもって

事業を実施したところ十分な成果があった。 

○寒川文書館が平成１８年１１月に開館して３年が経ち、取り扱う公文書、古文書等の資料

数は充実しつつあり、資料の利用やレファレンス、講座等の普及事業の参加者なども着

実に増えつつある。町民ボランティアとの協働も定着し、自治基本条例の趣旨を実践す

る場として機能している。 

○公民館まつりは、公民館利用者等によるまつり実行委員会を３地区（北部、中部、南部）

に組織し、各公民館のまつりとして主体的に行われている。 

○平成１７年度より家庭の伝統文化推進事業を行い、長い年月の中で育まれてきた伝統と文

化を守るとともに、町民が気軽に文化活動に参加できる環境づくりができた。また、文

化団体の協力を得て実施している、湘南広域文化交流活動も回数を重ね、定着している。 

○役場庁舎玄関付近における七夕飾り、十五夜、しめ縄等の展示により、来庁者への意識の

啓発が図られた。 

②地域間交流の推進 
○外国人居住者のために外国語によるゴミのパンフレットなどを作成し、周知を図った。  

○寒河江市との交流については、社会奉仕団体相互間における文化交流の定着化が図られた。 
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◆主な課題 
①文化活動の推進 

○公文書に関する規程等の未整備や職員体制の不十分さがあり、歴史的公文書の管理が十

分に推進できているとは言えない。 
○公文書管理法では、地方公共団体の保有する文書の適正な管理に関して、必要な施策を

策定することが定められている。その対応として、文書取扱規程の改正などを行うとと

もに、非現用文書の評価選別基準や公開・非公開基準を設けることで、情報公開制度と

ともに町民への説明責任を果たしていく必要がある。また、将来に資料を継承するため

の人材の確保が課題となっている。 
○町民課が役場庁舎玄関前で実施している七夕飾りやしめ縄の展示などの事業と同様な事

業を公民館においても実施しているため、今後、整理一本化について協議していくこと

が必要と考える。 
○伝統と文化を後世に伝えるとともに、今後は、新たな拠点施設の有効活用と、より多く

の町民が気軽に文化活動に参加できるような環境づくりが必要である。 
○文化財学習センターについては、小学校の校地内にあり、ここ近年安全管理のため校門

を閉鎖していることにより、入館者が伸び悩んでいる。 
○文化振興事業については、財政状況が厳しき折、事業の開催が減少してきている。また、

ＪＣとの共催事業である文化講演会では、参加者の減少が見られることから、ＪＣと密

接な連携を図り事業の工夫をする必要がある。 
○公民館まつりは、地域のまつりとして定着していることから町民の参加が増えているが、

子供の参加が少ないことから啓発活動等に創意工夫し、参加について促す必要がある。

なお、公民館条例の改正に伴い、寒川町民センターホールでの催し物について入場料を

徴収することができるようになり、より多様な団体の利用が見込まれる。 
②地域間交流の推進 

○平成１９年４月に施行された自治基本条例には外国籍町民の規定があるが、現在では外

国籍の町民が生活していく上で必要な情報やサービスが十分に提供されているとは言い

難い。 

○寒河江市との多方面にわたる交流は、まだ十分とは言えないものの、姉妹都市締結から

約２０年を経過し、一定の実績も出ていることから、今後は行政が関わらない民間同士

の交流を促進していく必要がある。 

○各国からの外国人居住者が増加に伴い、教育や医療、地域社会などの分野において、生

活習慣の違いや言葉の問題による様々な問題が生じている。 
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外国人登録人口の推移 (単位：人) 

  Ｈ１３ Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ 

ブラジル １８６ １９５ １８７ １７７ １５７ １４７ １４９ １４７ １３９ 

ペルー ７８ ７０ ７７ ８６ ７７ ７６ ６６ ７１ ７３ 

韓国又は朝鮮 ６２ ６３ ６７ ６６ ７４ ６５ ６４ ６５ ６１ 

フィリピン ４１ ４４ ４７ ６３ ７６ ７６ ８３ ７７ ７２ 

タ イ ３５ ４０ ４４ ４２ ３８ ３５ ３５ ３６ ３０ 

ベトナム ４０ ４８ ５１ ５４ ５１ ５４ ７７ ８７ ８５ 

ボリビア ２２ ２６ ２５ ２７ ２７ ２５ ２７ ２４ ２０ 

中 国 １９ ２８ ３７ ３５ ３８ ４３ ５４ ８２ ８６ 

その他 ８４ ９２ １２４ １３８ １２４ １２９ １３８ １３９ １３１ 

計 ５６７ ６０６ ６５９ ６８８ ６６２ ６５０ ６９３ ７２８ ６９７ 

（各年度末現在/資料：町民課） 

 

◆町民意向調査（平成２１年５月実施）による現状評価 
 

 

 

 

 

 

◆今後の方向性 

≪地域文化振興の推進≫ 
○町民の芸術・文化に対する意識の高揚と、文化団体等に対する支援を行い文化活動の活

性化を図っていく必要がある。町民センターホールの使用料改正に伴い、より多様な団

体の利用が可能になり一層の利用を促進する。また住民ニーズに応えられる事業を展開

し、文化活動を推進する。公民館まつりにあっては、３地域の特色を活かしたまつりと

して創意工夫し実施していく。 
○町民が郷土の歴史や伝統文化に対する正しい知識を身につけるとともに、歴史や文化財

等に関する理解を深めていけるよう施策展開を図る。 
○地域自らが育んできた歴史や文化を記録資料として保存し活用することは、町民が地域

への関心を高め、地域への愛着を醸成するのに大事なことである。町史本編の刊行は終

了したが、引き続き町民や地域のニーズに対応するため、歴史的公文書をはじめ様々な

記録の保存に努め、公開に向けての整備を進める。 
○公文書管理法第３４条により、「文書の適正な管理に関して必要な施策を策定し、及びこ

れを実施する」よう努める旨が地方公共団体に義務づけられた。平成２３年度の施行を

控え、文書の発生、現用文書の管理、情報公開、非現用文書の引き継ぎ、保存、閲覧利

用といった、文書のライフサイクルを見直し、文書管理条例の制定も視野に入れて検討

する。 
○世代間交流の促進による地域文化の振興を図る。 

 

十分 やや十分
やや
不十分

不十分
わからな
い

無回答
無効

合計 平均値

38 110 73 51 200 18 490
7.76% 22.45% 14.90% 10.41% 40.82% 3.67% 100.00%

21 84 48 28 287 22 490
4.29% 17.14% 9.80% 5.71% 58.57% 4.49% 100.00%

4321 地域間交流の推進 2.459

文化活動の推進 2.5044311

施策
現在の状況の評価



 56

 

≪地域間交流の推進≫ 
○交流事業については、今後も民間レベルでの交流を促進し、支援を行っていく必要があ

るが、姉妹都市との交流のあり方について整理・検討していく。 
○寒河江市とは、今後も広報紙への記事掲載ならびに広報紙の相互提供等を通じ、情報交

換を行っていく。 
○外国人居住者に対し、行政としての情報やサービスの提供をわかりやすく工夫し充実さ

せる。 
○さむかわ国際交流協会との連携や青少年が外国の文化に触れる機会を設け、国際感覚を

身につけるなど交流を推進していく。 
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第５章 魅力ある産業と活力のあるまちづくり 

第１節 まちの特性を活かしたふるさとの創造を図ります 
◎第１項  商業の振興 

施策名  ①商業の活性化の推進 

◎第２項  工業の振興 

施策名  ②工業の振興 

◎第３項 農業の振興 

施策名 ③都市型農業の推進 

◎第４項 勤労者対策の充実 

施策名 ④就労環境の充実 

◎第５項 観光の振興 

施策名 ⑤観光対策の推進 

 
◆２０２０プラン策定時の状況 

①商業の活性化の推進 
○本町の商業は自然発生的な路線型商店街に限られ、近隣市における商業開発、郊外型の

大型店等の影響や町民の価値観の多様化、ライフスタイルの変化によって、町民の購買

力の流出等の問題が発生している。  
○町民の定住意識の高揚と、魅力ある町を目指すため寒川駅北口地区を中心とした本町の

中心商業地の整備を図ることとした。 
○モータリゼーションの進展等を背景に、近隣市の郊外型大型店が増え、町内にもコンビ

ニエンスストアなど消費者の価値観の変化等により、新たな商店が増えている。 
②工業の振興 

○バブルの崩壊等により産業の空洞化や企業の設備投資が鈍り、町の工業に大きな影響を

与えている。 
○さがみ縦貫道路インターチェンジ周辺への企業進出が予想されている。 

③都市型農業の推進 
○都市化の進展により農地が減少し、農業就業者の高齢化や後継者不足によって農地の荒

廃地が増えてきている。 
○都市型農業の利点を生かし、直売機能の強化や消費者との交流などの場作りに努め、特

徴ある農業を展開する必要がある。 
④就労環境の充実 

○最近の女性の職場進出、外国人労働者の増加等にともない、就業形態が多様化している。 
○勤労者の労働時間の短縮や男女平等社会への取組など労働環境の改善が求められている。 

⑤観光対策の推進 
○相模川などの自然資源や寒川神社などの歴史的資源を観光資源として十分に活かされて

いない。 
 

◆主な成果 

①商業の活性化の推進 
○寒川駅北口の土地区画整理事業は、平成２１年度末で全体事業費の約８６％の進捗状況

となっている。駅前区画整理事業に合わせ、まちづくり㈱を中心にコミュニティセンタ

ーや共同駐車場について研究してきたが、複合施設は平成２３年度まで凍結したり、ま

ちづくり㈱を平成２１年度に解散するなど大きな転換期を迎えた。しかしながら、寒川

駅前の４商店会が平成２１年１２月に「寒川駅北口商店会」として一本化し、商店街活

性化の方向が見えてきた。また、北口商店会として区画整理事業等に併せ、街路灯設置

を進めるなど新たにまちづくりに踏み込んでいる。 
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○町内の消費拡大を図るため平成14年度からプレミアム商品券を発行し、町内商業の活性

化を図ってきた。また、商業協同組合がポイントカードの発行を行い、消費の拡大を図

ってきている。 

②工業の振興 
○毎年１１月に産業まつりを開催し、町の産業を広く周知している。平成１８年度施行し

た企業の立地促進に関する条例による奨励措置を受けている企業は、平成１８年度２社、

１９年度３社、平成２１年度１社の計６社で、固定資産税等の免除及び不均一課税の対

象になっている。 
○企業等の立地促進に関する条例、中小企業施設整備資金特別融資制度などの利用実績も

上がっており、企業の流出対策を図った。  

③都市型農業の推進 
○わいわい市への助成などを通じ、地産地消等の事業は順調である。地産地消事業を推進

するとともに、若くやる気のある経営者（認定農業者など）の育成を図った。農道整備

事業は、地域整備計画に沿い進めているが、農家の後継者問題等もあり、遊休農地対策

や担い手育成事業などを推進している。各種補助事業により、県の品評会等で優秀な成

績を修めるなど、技術力や品質が向上している。 

④就労環境の充実 
○企業への雇用拡大に対する雇用奨励金を交付することによる就労の場の拡大、就労に向

けた技術技能の習得事業、雇用の安定のために中小企業者への補助、勤労者の生活の安

定・向上のための住宅資金や教育資金の利子補助、生活資金の貸付など諸事業の推進が

図れた。また、優れた技術をもつ人へ技能者表彰を贈ることにより、勤労意欲の向上を

図った。 

⑤観光対策の推進 
○これまで、観光の目玉として花火大会が町のイメージアップにつながっていたが、花火

大会が中止されたことで、観光施策にも見直しが必要となっている。その中で、観光協

会事務局長を一般公募し、観光資源をあらためて掘りおこしながら、で彼岸花祭りや花

だんごウォークなど新しい事業展開を進めている。また、湘南地区観光協議会では、広

域的な誘客キャンペーンを行っており、町の PRができた。 
 
◆主な課題 
①商業の活性化の推進 

○本町の商業は自然発生的な路線型商店街に限られ、近隣市における産業、開発、郊外の

大型店舗等の影響や町民の価値観の多様化、ライフスタイルの変化によって町民の購買

力の流出等の問題が発生しており、駅前区画整理事業と歩調を合わせた活性化策を推進

する必要がある。また、共同駐車場の整備については民間も含め検討が必要である。 

②工業の振興 
○さがみ縦貫道路の供用開始を間近に控え、（仮称）寒川南インターチェンジ周辺の土地利

用計画を検討し、第６回線引き見直しに連動した工場、工業の配備、再配備を検討する

必要がある。 

○企業の流出や事業の縮小を防止するため、企業立地促進の奨励策により企業等の立地を

促進、また、平成１８年度にスタートさせた「企業等の立地促進に関する条例」「中小企

業施設整備資金特別融資制度」の見直しの時期にきており、県や近隣市町との連携も必

要となる。 

③都市型農業の推進 
○町内で生産された農産物等を町内で消費する地産地消については、わいわい市の好評等

で一定の目的を達成しているが、担い手の高齢化などにより、町内でも遊休農地が増加

しつつあり、その対策は大きな課題となっている。また、花卉や高付加価値野菜の需要

に対する対応や商業活性化とどのように連携していくかも課題である。農業用排水路に

ついては、老朽化している箇所があり、特に花川用水は老朽化が著しいので計画的に改

修する必要がある。 
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④就労環境の充実 
○非正規労働者の増加や団塊の世代が定年を迎えるにあたり、新たな雇用の創出の場の確

保が必要である。厳しい雇用情勢のなかで、女性の就職やリストラ・雇い止めを受けた

方の再就職にむけた、現実的な就労支援策が望まれている。また、労働者の賃金が下が

るなかで、勤労者の生活の安定を支援するような方策が強く求められている。 

⑤観光対策の推進 
○観光振興は観光協会を中心に、町民参加型の新たな観光資源を発掘するなど、事業展開

を行ってきたが、今後は、商業、農業などと連携した施策展開が必要である。また、町

内に点在化する観光資源を有機的にネットワーク化し、観光の拠点づくりも課題となっ

ている。 
 
 寒川町企業等の立地促進に関する条例（平成１８年４月１日施行）の利用件数 

 ○条例第４条第１項第２号に該当するもの   ６社 

  （固定資産税等の課税免除及び不均一課税に関するもの） 

 

  全事業所の推移（神奈川県工業統計書） 
    事業所数   従業員数（人）  

      男       女 
 平成１３年度 １，９９３ ２４，１７８ １６，０９２ ８，０８６ 
 平成１８年度 １，９３３ ２２，９４９ １５，０３５ ７，９１４ 

   
製造業の年度別推移（従業員４人以上）（神奈川県工業統計書） 

    事業所数   従業員数（人）   生産額（百万円）  
 平成１４年度 １７１ ９，１１６ ３２６，０１８ 
 平成１５年度 １６８ ８，６６７ ３６７，５０８ 
 平成１６年度 １５７ ８，５７９ ４１７，９４９ 
 平成１７年度 １７０ ９，０８３ ３８３，７５７ 
 平成１８年度 １６６ ９，１６６ ４１１，３８１ 
 平成１９年度 １６７ ９，６９３ ４１０，８４６ 
 平成２０年度 １８２ ９，６５２ ３９８，９２９ 
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わいわい市のオープン 平成１７年１２月から平成２２年３月末までの推移 

 平成１７年度 平成１８年度 平成１９年度 

 来客数 売上額（円） 来客数 売上額（円） 来客数 売上額（円） 

4月   36,150 55,897,025 48,317 73,867,481 

5月   45,800 65,784,031 54,848 78,167,203 

6月   47,146 66,342,867 52,455 75,170,135 

7月   43,998 62,235,178 51,721 77,343,017 

8月   41,658 63,564,251 44,915 73,276,725 

9月   42,875 66,626,434 44,876 73,322,242 

10月   40,220 60,357,964 44,954 70,699,555 

11月   33,641 48,465,209 40,250 61,872,406 

12月 28,444 38,207,626 40,621 65,425,604 44,667 78,311,867 

1月 25,771 36,387,494 35,376 54,042,215 35,392 57,527,686 

2月 27,210 40,942,331 35,577 56,196,961 41,339 69,497,062 

3月 31,546 48,529,369 43,264 68,507,354 48,671 82,215,471 

合計 112,971 164,066,820 486,326 733,445,093 552,405 871,270,850 

 

 平成２０年度 平成２１年度  

 来客数 売上額（円） 来客数 売上額（円）   

4月 51,546 84,342,401 57,615 93,991,301   

5月 55,894 88,006,593 61,814 100,225,096   

6月 53,751 85,253,316 55,001 90,016,722   

7月 48,591 77,115,419 50,117 82,101,541   

8月 46,043 77,396,808 51,699 90,605,339   

9月 47,616 80,379,358 53,053 93,490,115   

10月 47,631 76,497,800 46,331 76,863,678   

11月 45,941 73,189,001 43,827 70,444,096   

12月 51,805 94,205,360 48,095 88,524,771   

1月 41,984 70,414,612 44,608 74,151,096   

2月 42,059 73,218,731 40,520 71,482,463   

3月 50,615 87,170,483 49,251 85,451,797   

合計 583,476 967,189,882 601,931 1,017,348,015   

 

 観光客の推移（神奈川県入込観光客調査報告書） 

年   度 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 平成１７年度 平成１８年度 

観光客数（千人）   １，１９１  １，８９４   １，９３１   １，９２０  １，８９８ 

 

年   度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度   

観光客数（千人） １，８９５ １，８５４ １，８４８   

 

◆町民意向調査（平成２１年５月実施）による現状評価 
 
 

 

 

 

 

 

 

十分 やや十分
やや
不十分

不十分
わからな
い

無回答
無効

合計 平均値

8 43 119 182 115 23 490
1.63% 8.78% 24.29% 37.14% 23.47% 4.69% 100.00%

7 39 65 66 291 22 490
1.43% 7.96% 13.27% 13.47% 59.39% 4.49% 100.00%

11 76 73 67 242 21 490
2.24% 15.51% 14.90% 13.67% 49.39% 4.29% 100.00%

10 34 105 118 200 23 490
2.04% 6.94% 21.43% 24.08% 40.82% 4.69% 100.00%

9 45 87 152 176 21 490
1.84% 9.18% 17.76% 31.02% 35.92% 4.29% 100.00%

5121

5131

工業の振興 3.073

3.3045151 観光対策の推進

3.240

都市型農業の推進 2.863

5141 就労環境の充実

商業の活性化の推進 3.3495111

施策
現在の状況の評価



 61

 

◆今後の方向性 

≪産業活性化の推進≫ 

（商業） 
○町全体への商業の発展に向けて、寒川駅北口商店街を中心に購買力の流出を防ぎ、町外

からの顧客の確保など、商工会等とともに、各商店街の魅力づくりへの支援を行う。 

 

（工業） 
○企業誘致や流出の防止、中小企業や起業家への支援などを今後も進め、景気後退の中、

ニーズに即した有効的な中小企業振興策を進めていく。 
○工業地としての優位性などを積極的に事業者にPR し、優良企業の誘致等により工業ブラン

ド力を高めていくなどの取り組みも検討していく。特に、さがみ縦貫道路のインターチェン

ジの整備に伴い、企業誘致を関係機関と連携して推進する。 

 

（農業） 
○都市型農業の地域性を活かした花卉や果物などの高付加価値を持つ農産物を中心とした

ブランド化を進め、わいわい市を核とした地産地消を推進する。また、産地直売などの

地元農産物の販売により農業の活性化を図る。 

○農業用水の安全供給を図るため、施設の維持補修対策を進めていく。 
○農業の持つ多様な波及効果（自然環境の保全、子供の育成、教育、体験レクリエーショ

ン等）を踏まえ、多様な視点から農業の継続、活性化を進めていく。 

 

（勤労者対策） 
○継続的に就労環境を整備し、勤労者福祉の充実に努める。企業との連携により、雇用の

確保を図るとともに、仕事と家庭を両立（ワークライフバランス）できる労働環境の整

備及び安全で快適な職場環境の整備を推進する。また、勤労者の持ち家の促進と生活の

安定を支援するために、住宅資金及び教育資金の補助制度、勤労者生活資金の貸付制度

など、社会情勢に応じた制度の充実及び改善に努める。 
○就労機会の確保のため、ハローワークを中心とする近隣自治体との広域連携など、情報

提供による就労意欲の喚起や具体的・現実的な就労支援策の体制づくりを検討していく。 

 

（観光） 
○町、観光協会及び商工会との間で設立した寒川町観光事業検討協議会により、新規観光

資源の開発や商業振興に結びつく観光事業のあり方を検討する。年間１９０万人の参拝

者が訪れる寒川神社とわいわい市などとネットワーク化した観光動線を創出することに

より、短時間滞在型から観光資源の連携による長時間滞在周遊型の観光誘導を検討する。 

○観光振興の具体的事業の展開には、新たな視点から観光協会とともに、町民が誇りを持

てるような集客力のある観光資源を創出する。 

○近郊都市や地元企業などとの協力体制を構築し、地域限定商品の開発など新しい視点で

の湘南地域を意識した広域的な観光ＰＲなど観光振興について検討する。 
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施策の推進に向けて 
◎第１項  町民参加のまちづくりの推進 

施策名  ①町民参加の推進 

②情報提供・公開の推進 

◎第２項  広域行政の推進 

施策名  ③広域行政の推進 

◎第３項 効率的な行財政運営の推進 

施策名 ④行政改革の推進 

⑤地方分権の推進 

⑥計画的・効率的な行財政運営の推進 

 
◆２０２０プラン策定時の状況 

①町民参加の推進 
○人々のライフスタイルや価値観が変化したことに伴い、地域の連帯感やコミュニティが

薄れつつある。今後の地域社会は町民、企業、行政がともに協力し合いながら社会的問

題等を解決していく必要がある。 

○これまでのまちづくりは、行政が主導的に行ってきたが、今後は町民参加をまちづくり

の基本とし、開かれた町民参加型の町政運営を図っていくことが求められている。 

②情報提供・公開の推進 
○町民参加を推進するためには、まず行政から町民への情報提供に努めることが必要で、

様々な情報が氾濫している中で、いかに幅広く、適切な情報を町民に提供していくかが

問題になっている。 

③広域行政の推進 
○町民の日常生活圏の拡大による行政需要に対応するため、今後も広域行政を推進してい

く必要がある。 

○新幹線新駅誘致地区の倉見地区は、県央・湘南都市圏の南ゲートとしての広域連携拠点

として、周辺自治体との連携強化を図る必要がある。 

④行政改革の推進 
○少子高齢化や環境問題等、新たな行政ニーズに迅速かつ的確に対応していく組織（機構）

を、常に見直し編成していく必要がある。 

○多様化、高度化していく行政需要に柔軟に対応していくため、適正な定員管理を進める

必要がある。 

⑤地方分権の推進 
○地方分権の推進により、国、県、市町村の関係は対等・協力の関係になり、これからは

各自治体の特性にあった政策の立案や、実情にあった行政運営を自主的、主体的に進め

ていくことが求められている。 

⑥計画的・効率的な行財政運営の推進 
○長引く景気の低迷や減税等により、歳入では町税収入が伸びず、歳出では経常経費が増

加し財政の硬直化が懸念されている。 

○町総合計画前期基本計画の実現に向けて、適切な実施計画を立てるとともに、確実な進

行管理が求められている。 

 

◆主な成果 
①町民参加の推進 

○協働のまちづくりの指針である自治基本条例を平成１６年度から検討を進め平成１９年

４月に施行した。自治基本条例の推進組織である、「まちづくり推進会議」における議論

を通じ、条例の周知、運用に向けた環境整備に努めている。 
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②情報提供・公開の推進 
○情報公開請求に応じ、公開できる文書はすべて公開している。平成２１年度には公開請

求が３２件あり、全部公開率は４７％でした。また、情報公開コーナーに行政資料等を

集積し、情報公開の拡充を図った。 

○情報の提供では、紙媒体や電子媒体、ケーブルテレビ、ラジオ（FM）、報道機関など、様々

な情報提供手段を通じて情報提供の推進を図った。広報さむかわを毎月１日に、広報さ

むかわお知らせ版を毎月１５日に定期発行し、町民への情報提供を進めた。また、平成

１９年６月にコンテンツ・マネジメント・システムを導入し、ホームページを新しくし

た。各ページを統一したデザインとし、見やすくした。また、分野別の項目、ケース別

に項目を作成し、サイト内検索をつけページを検索しやすくした。 

○私の提案はメールによる提案が一般化してきたことにより、提出数が大幅に伸びている。

また、町民相談や教育相談、健康相談などの相談事業については、全般的に相談内容に

偏りの傾向が見られるものの、相談件数は増加している。 

③広域行政の推進 
○広域行政では、広域課題についての意見交換や広域での事業展開の可能性についての検

討、職員の資質向上のために研修や行政課題の調査研究を行っている。また、災害発生

時における相互応援協定の締結や目久尻川を共通の資源として川を中心とした事業の研

究などを実施し推進を図った。さらに、茅ヶ崎市とは従来からごみ処理、し尿処理、火

葬場等の相互利用を進めている。 

○湘南広域都市行政協議会（２市１町）においては、専門部会を設置し、自治体間で共通

する課題等を検討し様々な施策展開につなげており、湘南エコウェーブをはじめとして

共同施策展開を行っている。また、平成２２年４月１日からは、地方自治法第２５２条

の２に基づく連絡調整を図るための協議会として新たな体制を構築した。 

○湘南地域市町連絡協議会（５市３町）においては、湘南地域行政懇話会、幹事会を通じ、

湘南地域における行政課題の検討や施策展開を行っており、公共交通利用促進を目的と

して、平成２１年度には年２回のノーマイカー通勤デーを設定し、共同して取り組みを

行った。また、防災マップの作成や、広域的な体験型観光としてモニターツアーを実施

した。 

○高座広域都市行政協議会（３市１町）においては、県への要望活動や事務研究会による

課題研究及び職員研修等を実施ししている。また、平成２１年度に広域行政担当部会を

新設し、課題の掘り起こし、調査研究を行っている。 

④行政改革の推進 
○地方分権の流れの中、議会の果たしていく役割が大きくなっていくと考えられるが、「身

近な政府」に対しての信頼感の低下が危惧されている。そうした観点からも、町民の声

を踏まえ、議会の説明責任が求められている。議会だよりでは、大幅なコストダウンを

図ったうえで、限られた紙面にあって一定の情報提供が行えたことは評価できる。また、

平成20年9月議会よりインターネットを活用した議会放映システムの導入を行い、月平

均 547 件、ライブ中継では 1 日平均 176 件のアクセスがあり、議会活動や行政への関心

を高めることに役立ったと考えられる。 

○会議録を蓄積し、膨大な記録の中からより容易に、短時間で本会議の内容に触れること

ができるようになった。月平均約 212 件のアクセスがあったことからも、議会活動や行

政への関心を高めることに役立ったと考える。 

○行政改革の推進は、これで終わりというものがなく、常に時代のニーズにあった取り組

みが必要である。平成１８年度には、住民サービスの向上と経費削減等を図ることを目

的とした指定管理者制度を２０施設に導入し、平成１９年度には、組織改正を行った。

また、平成２０年度には、事業仕分けを行い、平成２１年度は外部評価を取り入れ、外

部の目による事業内容の見直しを行った。 

○定員管理計画に定められた職員数を堅持し、少数精鋭による効率的な行政事務の運営に

努めた。また、人材育成基本方針に基づき、職員研修計画を定め、職員の質の向上に努

めた。保存文書管理事務については、調達方法及び仕様の工夫によりコストの縮減が達

成された。 
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○パソコンを全職員に配布し、ＩＴに対する職員の資質向上を図るとともに、庁内のＯＡ

を進め、業務の効率性の向上を図った。 

⑤地方分権の推進 
○県から町へ移譲を受けた事務は、平成１９年度１件、平成２０年度４件、平成２１年度

１件となっており、全体では、５０事務が移譲されている。 

⑥計画的・効率的な行財政運営の推進 
○課税の基礎資料をデータ管理し、公平・公正な課税事務を進めている。 

○平成１５年度に行政評価システムを取り入れ、業績・成果主義の考えにより総合計画を

運営管理している。このことにより毎年度、事務事業の評価を各主管（課）が行うこと

で単年度の実績を把握評価し、翌年度の事業の改善につなげている。また、町の財政状

況については、バランスシートを含め、法に定められた各種財務帳票を作成し公表して

いる。全体として時勢の潮流に即した弾力的で柔軟な計画進行管理には結びついていな

いが、事務事業評価等を通し、評価測定を行いながら、事業については毎年度必要に応

じて見直しを行っている。 

○バランスシートについては、平成１２年度から総務省方式により毎年度作成しており、財

政事情等については、法令や条例に基づき作成し公表しているが、町民に十分理解されて

いるか疑問である。また、新公会計制度については、現在、導入に向けた様々な研修を受

けている。 

 

◆主な課題 

①町民参加の推進 
○町民の町政への参加・参画を促すために町がしなければならないこと、そして町民が町

政に参加・参画するための仕組み（ルール）を定める必要があるが、具体的な町民活動

を支援する仕組みの構築が求められている。また、行政内部としても、「自治基本条例」

についての理解が十分ではないという課題がある。今後においては、行政内部ならびに

町民向けに「自治基本条例」定着に向けた取り組みを進めていく必要がある。 

②情報提供・公開の推進 
○社会が複雑化し、多くの情報が氾濫している中で、住民にとって適切で、重要な情報を

如何に提供していくかが課題となっている。また、多くの広報媒体を効果的に使いこな

すことも重要である。 
○町民参加のまちづくりの推進に向け、積極的な町民への情報提供、町民からの意見聴取

等が求められるとともに、高齢化・情報化社会等を背景に複雑、深刻化する町民の相談

ニーズに対応した相談体制の充実が求められている。 
③広域行政の推進 

○藤沢市・茅ヶ崎市・寒川町（東ブロック）においてのリサイクルセンターの建設計画や

神奈川県消防広域化推進計画に基づく消防の広域化など、広域での事業推進が求められ

ている。 
○寒川町を取り巻く市は人口４０万人の藤沢市を始め、２６万人の平塚市、２３万人の茅

ヶ崎市、１２万人の海老名市であるが、茅ヶ崎市とは医師会や学校（学区）などのほか、

ごみ処理等の自治体間の相互利用で関係が特に深く、今後も同様の関係を継続していく

ものと考えるが、いずれも施設の老朽化に伴う建て替え時期や費用の問題、田端西地区

などの関連施策の展開などが課題になる。また、藤沢市においては、さがみ縦貫道へ接

続する湘南台寒川線の開通や海老名市、綾瀬市に近接する北部地域の課題に密接してい

るなど、今後将来を見据えた町の施策展開において２市１町の連携は欠かせないもので

あることから、今後とも連携強化を推進していく必要がある。 
④行政改革の推進 

○多種多様化する住民ニーズと政策課題における重点的な組織体制や職員の配置を常に念

頭に置きながら、速やかに解決する体制づくりが必要である。また、事務事業において

は、外部の視点を取り入れるなど、常に点検を実施する必要があり、翌年度に改善が図

られるような仕組み作りの構築が課題である。 
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○平成１８年２月に策定された第４次寒川町行政改革実施計画（集中改革プラン）の実施

により年々職員数は減となり、１人あたりの事務量は増加しており、繁忙期における職

員の柔軟配置が必要である。また、職員の意欲や能力向上を目的とし、人事評価制度の

再構築が必要である。 
⑤地方分権の推進 

○職員の定数削減が進む中で、新たな権限移譲による事務の負担が重なり、職員一人当た

りの事務量が飽和状態にきている。今後においては、職員の能力向上、事務の効率化の

ため、広域化も視野に入れた取り組みも必要である。 
⑥計画的・効率的な行財政運営の推進 

○自主財源の基幹収入である町税については、個々のライフスタイル合わせ納付できるよ

う平成１９年度よりコンビニ収納が可能とする改善を行い、利便性の向上に取り組んで

いる。今後についても収納率の向上が課題である。 
○少子高齢化に伴い、後期高齢者医療制度の創設や小児医療制度の拡充等、社会保障費の

増加は町の財政を圧迫している。さらに、企業業績の悪化に伴う町税の落ち込みは、苦

しい財政状況に拍車をかけ、安定的な財政基盤の確立を揺るがしている。今後において

は、自主財源の確保に努め、真に必要な事業への重点的な予算配分を行う必要がある 
○課税の基礎となるデータを管理し、今後も土地・家屋等の課税客体の正確な把握が必要

である。 
 
情報公開請求等の件数 

  平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度  

 請求者数      ４人      ８人    １５人    １８人     ８人 

 公開請求件数      ４件      ９件    ４６件    １７件   １２件 

  公開      ０      ２    ２４    １３     ９ 

 部分公開      ４      ５    １０      ３     １ 

 非公開      ０      １      ０      ０     １ 

 不存在      ０      １    １２      １     １ 

 存否応答拒否      ０      ０      ０      ０     ０ 

 却下      ０      ０      ０      １      ０ 

 不服申立て      ０      ０      ５      ０     ０ 

 

 

  平成19年度 平成20年度 平成21年度    

 請求者数    １４人    ２３人    １８人    

 公開請求件数    ２０件    ４０件    ３２件    

  公開    １１    ２２    １５    

 部分公開     ７    １７    １１    

 非公開     ０      ０      １    

 不存在     ２      １      ５    

 存否応答拒否     ０      ０      ０    

 却下     ０      ０      ０    

 不服申立て     １      ０      １    
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私の提案・町長への手紙 及び 陳情・要望の件数 

  平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

私の提案・町長へ 

手紙(件) 
   ２３３    １４５    １０９    １１１    １０１ 

 陳情・要望 (件)    １０２      ５３      ６０      ６６      ４４ 

 

  平成19年度 平成20年度    

私の提案・町長へ 

手紙(件) 
   １５０    １５４ 

   

 陳情・要望 (件)     ５０      ５３    
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職員定員管理の状況（職員数は一般職に属する各年度４月１日現在の職員数）（単位人） 

 会計区分  部 門 別 平成14年度 平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度 

 

 

 

 普通会計 

 議  会      ５      ５      ５      ５      ５ 

 総  務     ８１     ７９     ８０     ７７     ７５ 

 税  務     ２０     ２０     ２０     ２０     ２０ 

 民  生     ２３     ２４     ２３     ２３     ２４ 

 衛  生     ３５     ３４     ３４     ３３     ３３ 

 農林水産       ８       ８       ８       ７       ７ 

 商  工       ４       ４       ３       ３       ３ 

 土  木     ５１     ５０     ４９     ４７     ４８ 

 教  育     ７９     ７７     ７５     ７３     ７２ 

 消  防     ５０     ５０     ５０     ５０     ５０ 

 小  計   ３５６   ３５１   ３４７   ３３８   ３３７ 

 公営企業 

  等会計 

 下 水 道     １４     １４     １３     １３     １３ 

 そ の 他     １７     １６     １７     １７     １９ 

 小  計     ３１     ３０     ３０     ３０     ３２ 

    合    計   ３８７   ３８１   ３７７   ３６８   ３６９ 

 

 会計区分  部 門 別 平成19年度 平成20年度 平成21年度   

 

 

 

 普通会計 

 議  会    ５    ５    ５   

 総  務   ７４   ７１   ７０   

 税  務   ２０   ２０   ２０   

 民  生   ２７   ２７   ２６   

 衛  生   ３１   ３０   ２９   

 農林水産    ８    ７    ７   

 商  工    ３    ４    ４   

 土  木   ４８   ４７   ４６   

 教  育   ７２   ６９   ６６   

 消  防   ５２   ５１   ５０   

 小  計  ３４０  ３３１  ３２３   

 公営企業 

  等会計 

 下 水 道   １２   １１   １０   

 そ の 他   １９   ２０   ２０   

 小  計   ３１   ３１   ３０   

    合    計  ３７１  ３６２  ３５３   

 

 

◆町民意向調査（平成２１年５月実施）による現状評価 
 

 
 
 
 
 
 
 

十分 やや十分
やや
不十分

不十分
わからな
い

無回答
無効

合計 平均値

15 69 111 126 147 22 490
3.06% 14.08% 22.65% 25.71% 30.00% 4.49% 100.00%

9 78 106 95 180 22 490
1.84% 15.92% 21.63% 19.39% 36.73% 4.49% 100.00%

11 79 88 60 233 19 490
2.24% 16.12% 17.96% 12.24% 47.55% 3.88% 100.00%

10 73 107 101 179 20 490
2.04% 14.90% 21.84% 20.61% 36.53% 4.08% 100.00%

6 61 102 117 184 20 490
1.22% 12.45% 20.82% 23.88% 37.55% 4.08% 100.00%

10 81 110 114 151 24 490
2.04% 16.53% 22.45% 23.27% 30.82% 4.90% 100.00%

計画的・効率的な行財政運営の推
進

3.041

0032

0033

地方分権の推進 3.154

行政改革の推進 3.027

0021

0031

広域行政の推進推進 2.828

情報提供・公開の推進 2.997

0011

0012

3.084

現在の状況の評価

町民参加の推進

施策
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◆今後の方向性 

≪町民との協働・連携を強化し、透明で開かれた町政を目指す≫ 
○今後も、「まちづくり推進会議」における議論等を通じ、自治基本条例の定着を目指す。

職員の意識を高め、自治基本条例の規定に基づき、より透明性を高める取り組みを行う。 
○広報への掲載記事について、町民が知りたいこと、行政が伝えたいことを精査し効率よ

く情報提供ができるようにする。広報媒体については、内容や時期により適切なものを

用いる。 
○町民の声を反映するため、各種審議会や委員会へ参加できるよう公募委員の占める割合

の見直しや、より多くの町民が傍聴できるようにその機会を確保する。また、行政と町

民との対話の機会を増やすとともに、その参加を呼びかけるようＰＲに努める。 
○町民参加のまちづくりの推進に向け、今後も、様々なツールの活用を通じ、積極的に広

聴活動に努めるとともに、相談事業については、町民の相談ニーズに対応したきめの細

かい相談体制を充実する。 
 

 
≪質の高い行政サービスの提供≫ 

○複雑化・多様化する住民ニーズや高度情報化社会による急激に変化する情勢・施策展開

に対応できる自治体の形成を図るため、近隣市町と連携をさらに強化し、簡素で効率的

な行財政運営を目指すとともに町民福祉の向上に努める。 
○国や県の方針でも広域での事業推進が求められている。そのためにも近隣市町との良好

な関係を保つ必要があり、広域連携をより一層推進する。 
○個性を生かした地域づくりのためには、「自らのことは自らの意志で決定し、その財源等

についても自らが持つ」という地域主権の実現が必要だが、人口規模の小さい本町では

財源的に難しいため、広域的な連携の中で進めていく。 
○町民にとって利用しやすい窓口とするため、窓口の連携化や一本化などについて検討し

ていく。 
 
≪行政改革を的確に推進し、健全な財政運営を目指す≫ 

○職員数については、今後とも定員管理計画に基づき、定員管理を行うとともに、さらな

る研修充実により、職員の資質向上・能力開発に努める。 
○事務事業評価による事務の見直し、事業効率の向上や予算編成時の業務改善などの取り

組みによって、行政改革を推進していくとともに、行政改革に対しての職員の意識改革

を促す。 
○団塊の世代が定年を迎え大量の退職者が生まれ、同時にそのノウハウも奪われる状況に

あり、貴重なノウハウの消滅を防ぐためにも中間幹部職員の育成を重視し、再任用制度

などを活用することでノウハウの継承を図る。 
○歳入の安定に向けては、労働人口減少を抑制し、人口増加を促進する定住策や、法人税

の増加のため産業の育成・支援を進める。 
○町の財政状況は、急速に悪化しており、事業推進について先行き不透明な部分が多いた

め、財政推計に基づく事業選定が必要である。事業について優先順位（位置付け）を付

し、必要な新規事業を行う際は事業のスクラップアンドビルドを実施し、確実な事業の

進行管理を行っていく。 
○引き続き、バランスシートや財政事情等の作成・公表を行うとともに、新公会計制度の

導入準備を進め、町の資産や債務の状況を公表して、町の財政事情について、町民への

説明責任を果たしていく。 
○外部委託の推進により効率的な事務の執行を図る。 
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３つの重点プロジェクトの検証

●３つの重点プロジェクトのねらい

町の将来像である「優しさと 輝きと うるおいのあるまち 湘南さむかわ」の実現

をめざして、本町が前期基本計画の中で重点的かつ積極的に取り組む施策として、３つ

の重点プロジェクトを位置づけている。

３つの重点プロジェクトは、これまでの枠組みにとらわれず相互に関連する施策を横

断的・総合的に展開することにより限られた資源・財源を有効に活用し、施策をより効

率的・効果的なものとしていくことを目的としている。

【プロジェクト１】 【プロジェクト３】

いきいきと暮らせる にぎわいと魅力を創造

まちプロジェクト するまちプロジェクト

（少子高齢化プロジェクト） （３つの拠点づくり

プロジェクト）

町の将来像

優しさと 輝きと

うるおいのあるまち

湘 南 さ む か わ

【プロジェクト２】

環境にやさしいまち

プロジェクト

（環境共生プロジェクト）
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１．いきいきと暮らせるまちプロジェクト

（少子高齢化プロジェクト）

◎いきいきと暮らせるまちプロジェクトのねらい
健康や福祉、教育などの各分野が連携しながら子どもから高齢者まで、全ての町民が

生涯にわたり、いきいきと心身ともに健やかで、生きがいを持って住み続けられるよう

なまちづくりを推進する。

【プロジェクトの内容】

《安心して暮らせる健康なまちづくり》

◆施策のねらい

町民が安心して健やかな生活をおくれるよう、町民の健康づくりを支援するとともに、

地域社会で支え合う介護支援と介護サービスの充実を図る。

◆２０２０プラン策定時の状況

少子高齢化や核家族化、さらには都市化の進展に伴う生活様式の変化が進む中で、生

活習慣病や疾病構造の多様化など、日常生活の質が原因となる健康問題が増加しており、

健康、福祉、医療等が総合的に連絡し合う地域密着の地域福祉計画の策定が急がれてい

る。

また、平成１２年度から新たな保険制度として創設された介護保険制度の普及・啓発

に努めているが、介護保険制度利用対象者外の高齢者に対する在宅サービスや介護保険

対象外サービスの重要性が高まっている。

◆主な成果

地域住民や当事者団体、ＮＰＯ等の支援団体・グループ、社会福祉事業者等の担い手

の参加等、協働による地域福祉活動の充実が求められ、平成１７年度に策定した寒川町

地域福祉計画を平成２０年度に見直し、今後２年間に力を入れる施策を重点項目として

取り組むとともに、平成２０年度に福祉活動の拠点整備として、（仮称）健康福祉総合セ

ンター建設用地の購入を行った。また、健康維持・疾病予防を目的として健康情報シス

テムを構築し、健康増進事業を推進するとともに、基本健康診査受診者の要指導対象者

全員に対し、個別健康教育等の保健指導を実施した。

公共施設のバリアフリーとして役場庁舎のバリアフリー化に取り組み、寒川駅南口及

び駅構内にエレベーター等を設置し、高齢者や障害者が利用しやすい施設整備を行うと

ともに、高齢者の介護予防を目的に小動地区に「ふれあいセンター」を開設した。また、

介護予防事業等が新設され、予防給付の普及に伴い、要介護認定者の減少等が図られ、

様々な在宅サービスを利用していただくことで施設に入所することなく自宅での生活が

可能となっており、介護給付費の抑制効果が現れている。
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◆主な課題

健康づくりに関する自覚と認識を深め、自らの健康保持に取り組むことのきっかけづ

くりを進めるとともに、町民ニーズの多様化に対応するため、地域や家族で支え合う相

互扶助機能を再構築し、各種サービスのきめ細かな提供を行うことが課題である。

また、介護給付費の抑制を図るため、介護給付費の適正化を行うとともに、真に必要

とされるサービスを提供できる仕組みづくりが必要である。

◆施策実施結果

ライフスタイルの多様化により、がんや糖尿病をはじめとする生活習慣病が深刻な社

会問題となる中、いきいきと暮らしていくためには「自分の健康は自分で守る」といっ

た意識の向上が必要であり、その支援は重要な課題である。

町民の健康づくりを支援する環境づくりとして、健康・医療の各分野が連携し保健指

導を行い、がん検診等各種検診は計画策定時を上回る受診率となり、健康維持・疾病予

防の施策として一定の効果があったと解される。

また、年々加速する高齢化に対し、高齢者が生きがいを持って暮らせるよう健康維持

が重要な課題であるが、介護支援・介護サービスの充実として、平成１２年度からの介

護保険制度が導入され、様々な介護サービスの提供を行ってきたが、介護予防事業等が

新設され、要介護認定者の減少や介護度の軽減から見ても健康な高齢者が増加したこと

が見受けられ、施策として一定の効果があったものと解される。

このことから、町民が安心して健やかな生活をおくるための施策として一定の成果を

得たが、今後については施策連携を強化し、町民の実情に即したニーズを把握しながら、

きめ細やかなサービスの提供に努める必要がある。

《子育てしやすいまちづくり》

◆施策のねらい

子どもを安心して生み、健康に育てることができる環境づくりと、子どもたちが健や

かに成長できる環境づくりを推進する。

◆２０２０プラン策定時の状況

医療技術の進歩等により乳児や新生児の死亡率は低下してきているが、核家族化等に

よって育児に悩む親が増加している。このような状況を踏まえ、各種乳幼児健診や予防

接種、健康教育、健康相談等を通じて母子保健事業の推進を図っている。

また、近年急速に少子化が進む中、子育てを支援し子どもを産み育てる環境の整備が

社会問題となっており、女性の就労機会の増加を反映して保育時間の延長や待機児童の

解消が求められている。

◆主な成果

乳幼児健康診査として、受診通知や勧奨を行い、各種教室や相談事業を実施し、受診
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率が８０％から上昇し９０％に上昇している。他の母子訪問事業においても８０％に達

しており、母子の心身の状況や養育環境の把握し、助言を行うなど適切なサービスを提

供するとともに、町立保育園３園の改修工事を行い、待機児童の解消を図った。

また、子育て世帯の経済負担を図るため、小児医療費助成制度の対象年齢を拡大する

とともに、妊婦健診の受診回数を増やして欲しいといった要望に応えるため、平成２０

年度の受診回数５回から、平成２１年度は一部公費負担はあるものの１４回まで拡充し

た。

◆主な課題

子育てに関する育児不安や、悩みを抱えている家庭も増加していることから、相談体

制や情報提供の充実を図るとともに、子育て支援として児童手当や小児医療費助成など

の経済支援の充実が求められている。

また、女性の就労機会の増加を反映して、出生後満１歳になる前からの入園を希望す

る家庭が多く、受け入れの拡大が求められている。

◆施策実施結果

少子高齢化の進行に伴い、核家族化に加え社会経済状況の変化により、子どもや子育

て中の家庭を取り巻く環境は厳しさを増している。夫婦共働き世帯が増加している中で、

子どもを産み育てる環境の整備が重要な課題であり、家族や地域の人々、行政や関係機

関が協力し合い、地域社会が一体となって子育てを支援する必要がある。

このような状況の下、母子保健事業として育児不安や産後うつ病、児童虐待の早期発

見・対応において積極的に取り組むとともに、子育て支援センターやファミリーサポー

トセンター事業を推進し、子どもがすくすくと育つ、子育てしやすい環境づくりを推進

し、一定の効果を上げた。

このことから、子どもを安心して生み、健康に育てることができる施策として一定の

成果を得たが、今後についても施策継続・充実することが求められているとともに、子

育ては子ども一人ひとりに課題が存在し、対応も複雑化・多様化していることから、実

情に即した迅速な対応が必要である。

《いきいきと人に優しいまちづくり》

◆施策のねらい

子どもから高齢者までのすべての町民が、生きがいを持ち、いつまでもいきいきと暮

らせる福祉のまちづくりを推進する。

◆２０２０プラン策定時の状況

自由時間の増大や労働時間の短縮等により、スポーツ・レクリエーション活動は、子

どもから高齢者まで幅広い層に広まっている。特に健康づくりや体力づくりに加え、社

会参加や生きがいづくりについての町民ニーズが高まっており、生涯スポーツに関する
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現状と将来方向を把握し、「スポーツ振興基本計画」を策定するとともに、町内体育施設

を効果的に運営管理していく必要がある。

また、少子高齢化社会の到来などの社会環境変化に伴い、町民の学習意欲や学習ニー

ズが高まり、その内容も多様化、高度化している状況であり、家庭・学校・地域等が行

政と一体となって連携を図り、総合的な生涯学習の推進体制を確立するとともに、学習

拠点として総合図書館の建設が望まれている。

◆主な成果

近年の生活スタイルの変化や健康意識の向上により、スポーツの果たす役割が増大し

ている状況であることから、生涯を通じて町民のだれもがスポーツに親しめることを目

的として平成１６年３月に「寒川町スポーツ振興基本計画」を策定し、総合的な活動組

織として寒川総合スポーツクラブを設立することで、町民のスポーツ・レクリエーショ

ン活動の推進や青少年の健全育成等の振興を図るとともに、新たなスポーツ・レクリエ

ーションの拠点として「田端スポーツ公園」を整備し、既存のニーズだけではなく、今

後予想されるニーズにも対応できるよう施設面においても強化を図った。

また、町民の一人ひとりが、個性や能力を発揮し、生きがいのある充実した生活を送

れるような、生涯学習のまちづくりを推進するための生涯学習推進プラン「寒川 学び

プラン」を策定し、生涯学習活動団体情報誌を発行するなど、生涯学習の推進を図り、

公民館では、住民ニーズにあった講座の開催と学習意欲に応える講座を企画・立案し実

施した。

さらに、平成１８年１１月に町民が待ち望んでいた総合図書館を開館し、県内初のＩ

Ｃタグ導入による資料の貸出や管理、インターネットの利用や、ＤＶＤ・ＣＤなどの視

聴覚サービスの提供など２１世紀型の図書館サービスを行った。

◆主な課題

寒川総合スポーツクラブ等の団体の協力を得て、多様なニーズに応えられる体制の強

化を図っていく必要がある。また、その他の体育施設の多くが修繕・改築等が必要であ

るため、今後、改善策を検討する必要がある。

また、生涯学習の情報提供について、より多くの町民が情報を得られるよう更に工夫

が必要であり、地域課題に配慮したと取り組みを行うとともに、休館した公民館の建て

替えや町民センターの改修など生涯学習施設についてのあり方を検討する必要がある。

◆施策実施結果

すべての町民がいきいきと暮らせ、生きがいのある生活を送るために、町民のスポー

ツ・レクリエーション活動の推進として「寒川町スポーツ振興基本計画」に基づき、新

たなスポーツ・レクリエーションの拠点として「田端スポーツ公園」を整備することで、

町民が生涯にわたり、いつでも、どこでも自由にスポーツを楽しむ体制づくりに効果を

上げた。

また、一人ひとりが個性や能力を発揮し、生きがいのある充実した生活を送るため、

生涯学習活動の推進として、各公民館講座等を通しあらゆる人、あらゆる世代を対象に
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「学ぶ」ことの機会を提供するとともに、平成１８年１１月には寒川総合図書館を生涯

学習の拠点として整備したことで、ともに学び・ともに支え合う自己実現の推進に効果

を上げることができた。

このことから、すべての町民が生きがいを持ち、いきいきと暮らす施策として一定の

成果を得たが、今後においても「学び」や「スポーツ・レクリエーション」を通じて、

他の施策との連携を強化し心身の健康づくりを行うことで、生きがいを持ち、健康で明

るい生活を確立できるよう環境の整備が必要である。

◎いきいきと暮らせるまちプロジェクトとしての検証結果
すべての町民が心身とも健やかで生きがいを持ち、いきいきと暮らすには、健康・福

祉・教育の各分野が連携し施策展開を図っていくことが重要である。

寒川町においても、高齢化率が年々上昇し、今後もこの傾向が続くと予想される。そ

のため、高齢者に対し介護保険制度について情報提供や適切なサービスを提供するなど、

介護支援の充実を図ることが重要である。

さらに、健康で自立して生活を送るには、いかに長く健康が保てるかが重要となり、

乳幼児期から高齢期に至るまでの生涯を通じた健康づくりの必要性がこれまでにも増し

て求められている。そのためには、栄養、運動、休養を通して正しい生活習慣を身につ

けることや、町民が必要とする情報の提供と、生涯を通じた健康相談等を充実させる必

要がある。

また、社会環境の変化に伴い核家族化が進んでいる中にあって、生活習慣の多様化に

より、偏った食生活など食育に関する課題も多く、特に育児に関する悩みを抱える家族

が増加している。そのため、子どもの健康教育、育児相談などの育児サポートも重要な

課題である。

一方、健康への取り組みの基本は、一人ひとりの自覚・改善・努力が必要不可欠であ

るが、それを一人で維持するには限界がある。そのため、身近にある公共施設やスポー

ツ・レクリエーション施設を活用しながら、自然に運動習慣が身につくよう仕向けるこ

とや、地域全体で健康増進を図ることが望まれる。さらに、行政や健康推進団体、スポ

ーツ推進団体等が一体となって健康を軸とした総合的な施策を推進していく必要がある。

このプロジェクトにおいて、各施策間の連携強化を図り、「ふれあい・スポーツ・健康

まつり」など横断的な事業展開をしてきたことで、効率的かつ効果的な成果があったも

のと考えられる。

今後においても横断的な施策展開を図ることで事業効率を高め、それぞれの事業を補

完し合いながら実施していくことで、すべての町民がいきいきと暮らせるまちづくりが

達成できると考える。
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２．環境にやさしいまちプロジェクト

（環境共生プロジェクト）

◎環境にやさしいまちプロジェクトのねらい
まちにある自然が将来にわたってあり続けるために、自然環境の保全を図り、町民が

自然に親しめる環境づくりと創造により、調和のとれた緑豊かなまちづくりを進めます。

また、地球温暖化やオゾン層の破壊等への対策も地域から取り組まなければならない課

題として、町民一人ひとりが環境に対する意識を持ち、環境にやさしいまちづくりを進

める。

【プロジェクトの内容】

《環境への負荷の低減》

◆施策のねらい

オゾン層の破壊や酸性雨など、地球全体の環境問題を地域の課題として考え、環境に

負荷の少ないまちづくりに取り組む。

◆２０２０プラン策定時の状況

ごみの量は年々増加傾向にあるとともに、ごみの質や種類も多様化し処理が困難なも

のもある。町では、自治会等の協力をいただきながら、ごみの４分別収集を行っている

が、増え続けるごみを減らすためには、行政のみでなく町民や事業者等が、ともにごみ

の減量化・リサイクル化などに取り込むことが求められている。また、同時に限りある

資源を有効に使用するためには、太陽光などのクリーンエネルギーを活用した施設や設

備の導入が求められているとともに、地球温暖化防止の施策としても着目されている。

◆主な成果

平成１４年度の環境基本計画策定後、個別に実施されていた環境に関わる諸施策は、

環境基本計画の方向性のもとに進められており、計画の進行管理は環境報告書の作成に

より実施し、その内容を広く公表している。また、町民、事業者等への活動の呼びかけ

に対し、寒川環境町民会議（さむかわエコネット）の設立、実践活動が進んでおり、町

民等の環境意識の高揚につながってきていると考えられる。平成１７年４月より実施し

たプラスチック製容器包装の資源化の実施では、平成２３年度の目標資源化率２０％を

達成し、ごみの減量化とリサイクル活動の推進により環境負荷の低減が図られている。

クリーンエネルギーの関係では平成２１年度より住宅用太陽光発電システム設置に係る

補助制度を開始し、県の上乗せ分も併せ補助を行った。また、公用車として電気自動車

の導入及び急速充電器の設置を行い、２市１町により進められている湘南エコウェーブ

プロジェクトのもと連動した取り組みを行っている。
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◆主な課題

家電リサイクル法が平成１３年に施行され、それ以降、廃家電などの不法投棄が増え

ている状況にある。コンポストの販売補助を行っており、平成２２年度よりバケツ型の

リサイクルボックスの販売補助を行っていくが、さらに茅ヶ崎市の剪定枝の資源化と歩

調を合わせ、平成２４年度から、公共施設を含めた一般世帯等の剪定枝の資源化の検討

が求められる。また、住宅用太陽光発電システム設置補助制度を平成２１年度から開始

し、制度利用者が多く当初の募集件数枠の増加が必要であった。住宅用太陽光発電シス

テム設置については、電力買い取り価格の変更により、買い取り金額が高くなるため、

環境配慮志向と相まって、今後も設置希望者は多くその対応が必要である。電気自動車

については、まだ価格の問題があり、一般に普及するには少し時間がかかると考えられ

るが、県、及び２市１町の方向性と併せ取り組みを進め、過度の自動車交通の増加によ

る環境負荷を軽減するため、交通需要の適正化を図る必要がある。

◆施策実施結果

環境へ配慮する施策の中で、ごみ問題は大きなウエイトを占めており、これを解決して

いくには、行政だけの力では困難であり、町民等の協力が必要不可欠である。ごみを減ら

すために最も重要なことは、ごみになるものをなるべく使わないことであり、ごみを出さ

ない（リデュース）、再使用する（リュース）、再生利用する（リサイクル）という町民自

身の生活様式への変更に向けた個人の意識改革が求められる。町民一人ひとりの主体的な

行動が必要とされる中で、町はごみや環境問題などの実態を情報提供し、意識改革を求め

るべく啓発に努める。今後も環境基本計画の方向性に基づき、環境に関わる諸施策を進

め、環境報告書作成による進行管理の実施、環境基本計画改訂版による重点プロジェク

トの推進、現計画の期間が平成２３年度までであるため、計画の見直しについても検討

を進める。また、町民、事業者等の活動については、さむかわエコネットとの連携協働

を軸に、今後も推進に努めていく。町民に対する省エネルギー意識の普及啓発を図ると

ともに、効率の良い省エネルギーに配慮した製品の活用などを促進する必要があり、住宅

用太陽光発電システム設置補助制度を継続し、自然エネルギーの活用について推進してい

く。電気自動車の普及啓発については、県や湘南エコウェーブの動きと併せ、取り組みを

進めていくとともに、町内の交通環境が整理されていないため、徒歩、自転車、自動車、

バス、タクシー、鉄道の役割分担が確立されていないことから交通渋滞等を招き、環境への
負荷が増加しているので交通需要マネジメント調査を実施・分析し環境にやさしい交通体系の

構築が必要である。

《自然環境の保全と創造》

◆施策のねらい

本町に残る貴重な自然環境を保全するとともに、利用・創造することによって町民が

自然とふれあえる環境づくりを進める。

◆２０２０プラン策定時の状況

町には、相模川、小出川、目久尻川などの河川や寺社林など、貴重な自然が残されて
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いて、昔から水とのつながりが強い土地柄で人々は水と親しんできたが、都市化の進展

により自然環境は減少している。この貴重な自然を次世代に引き継いでいくためには、

より一層、町民・企業・行政が一体となった緑の保全に向けた取り組みが求められてい

る。水や緑とのふれあいの場への取り組みとして、旧目久尻川ふるさと緑道や倉見桜緑

道、さむかわ中央公園のせせらぎやビオトープ池など整備を進めてきたが、週休２日制

などによる余暇の時間の増大に伴い、さらにレクリェーションを兼ねた水辺空間の整備

が求められている。一方、自治会や企業及び各種団体などを中心に、年２回のまちぐる

み美化運動や相模川河川敷における河川美化キャンペーンを実施し、このことは町民や

企業等における自主的な環境美化活動につながっている。

◆主な成果

緑豊かなまちにするため、生け垣根の助成制度を通じて地域の緑化の推進を図ってい

る。また、緑のフェスティバルや産業まつりの会場で行われる緑化フェアでは、苗木、花

苗などの配布を行い、緑化意識の高揚を図ってきた。さらに、都市化が進む中、町民にや

すらぎと潤いを与える都市景観を創出するため、平成１８年度に、町の個性・資源である

「川（水）」と「緑」と「文化」を活用した「新 川と文化のまちづくり計画」を策定した。

平成２１年度において、田端スポーツ公園整備が完了し、低水護岸整備等親水性に富んだ

整備を行い、水辺空間の創造推進を図っており、さがみ縦貫道路の建設に伴い相模川の神

川橋上流部分の新堤築造や、小出川では大曲地区より改修工事が進められている。

環境美化活動については、自治会や事業者・学生等により、参加者も定着しており、

平成１９年３月には、町民、事業者等及び町が協力し行動することにより、地域の環境

美化を推進することなどを目的とした、「寒川町住みよい環境を守り育てるまちづくり条

例」を新たに制定した。まちぐるみ美化運動や相模川美化キャンペーンについても参加

者が定着しており、実績もほぼ目標に達している。また、住環境を阻害するような迷惑

行為を防止するため美化意識の高揚を図り、町の美化を推進するため、様々な啓発に取

り組んでいる。

◆主な課題

貴重な緑の保全のため、保存樹木補助事業に取り組んでいるが、町の補助金だけの保

存は難しく、個人の都合で伐採されている例もあり、いかに減少していく樹林・樹木等

を保全するかが課題である。町内の貴重な自然を次世代に引き継いでいくためにも、改

めて町民・企業・行政が一体となって、緑の保全に対し理解を深めていく必要がある。

緑化推進事業への関心度は高いが、土地の利用状況、管理面等から、緑の保全・推進の

成果があがっているとはいえない。平成１９年７月に「寒川町住みよい環境を守り育て

るまちづくり条例」が施行されているが、まだ、すべての町民に理解され定着していく

には時間を要する。実践としての環境美化活動は、自治会や企業等の協力により定着し

てきており、中学生や高校生など学校現場からの参加も近年増加してきている。一方、

町との接点の少ない町民（若年層、自治会未加入者、集合住宅居住者等）に参加を呼び

かけていく工夫が必要である。また、河川美化については、寒川環境町民会議の会員が

取り組んでいるが、地域での取り組みの検討が必要である。公園の巡回、苦情などによ
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り害虫駆除を行っているが、年によって害虫の発生状況が著しく多くなることもあり、

その対応に苦慮している。

◆施策実施結果

豊かな自然環境を有していることは、町民も高く評価しており、今後の河川敷利用等の

事業や緑地整備は、町民が集い、楽しむ、交流の場、憩いの場となるような内容で進めて

いくことが必要であり、さらに自然環境という面で満足感が得られるようなまちづくりを

進めていく。緑の豊かさや身近な河川の水辺環境は、町民にやすらぎと潤いを与えるもの

であり、今後は「環境基本計画」や「緑の基本計画」、「新 川と文化のまちづくり計画」
などを基本に計画的な整備を進め、良好な自然環境の確保を図る必要がある。また、本事

業の推進にあたっては、自治基本条例に沿い、町民、ボランティア、企業などとの協働

のもと、財源等を含めた進行管理のあり方について検討する必要がある。

《環境に配慮した生活環境の整備》

◆施策のねらい

町民が快適で便利な日常生活がおくれるよう、自然環境に配慮しながら都市として必

要な生活環境を進める。

◆２０２０プラン策定時の状況

町の下水道は、汚水と雨水に分けて処理する分流方式をとっており、汚水の総人口に対

する普及率は約８７％に達している。また、雨水については、幹線・枝線で未整備のとこ

ろがあり、雨水対策が求められている。

◆主な成果

汚水処理については、ほぼ計画どおり進んでおり、平成２０年度末において水洗化率９

３．４％を超えている。平成１４年度より市街化調整区域の汚水整備に着手し７５haを概
ね整備し、平成２１年度には大蔵・一之宮に加え小動地区の一部整備を実施。雨水整備は、

幹線整備がほぼ完了したことにより、平成１９年度より小動幹線（枝線）等の整備を行っ

ている。

◆主な課題

下水道事業全体では、平成２０年度末において総人口普及率９１．１８％、水洗化率

９３．４４％と町村では非常に高いレベルとなっている。しかし、雨水対策においては

道路冠水等を解消するため、幹線整備に引き続き枝線の整備促進が求められる。また、

局地的な豪雨等の対応としては河川事業と調整し、雨水対策を図っていく必要がある。

◆施策実施結果

衛生的で快適な生活環境の確保のために、引き続き計画的・効果的な公共下水道整備

を進めていく必要がある。相模川流域下水道と整合した下水道全体計画区域等の見直し

・効果的な整備実施と、相模川については、さがみ縦貫道路の工事と平行して今後残り
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の築堤整備を促進するよう要望・要請を行っていき、小出川については、引き続き早期

整備が図られるよう要望していく。雨水対策については、河川整備も含め安心・安全な

まちづくりの一環として、浸水等による町民の生命、財産が脅かされないよう整備を進

める。

《総合的推進》

◆施策のねらい

環境に関わる総合的な施策展開を進めるとともに、町民・企業・行政等がそれぞれの

役割分担と相互の連携を図る。

◆２０２０プラン策定時の状況

近年、環境破壊は地球規模で広がり、地球温暖化の問題など環境問題が顕在化しており、

これまでのライフスタイル等を見直さなければならなくなってきている。私たちは被害者

であるとともに、加害者であるという認識に立ち地球環境の保全に真剣に取り組まなけれ

ばならなくなっている。そのために町では、環境基本計画の策定や町民・事業者に対して

環境問題に関する教育や学習が求められている。

◆主な成果

平成１４年度の環境基本計画策定後、個別に実施されていた環境に関わる諸施策は、

環境基本計画の方向性のもとに進められており、計画の進行管理は環境報告書の作成に

より実施し、その内容を広く公表している。町は、地球温暖化対策推進実行計画（寒川

町環境行動指針行政編）を平成１５年度に作成しているが、地球環境問題に関する取り

組みについては、問題に対する成果がすぐに現れないものが多い。また、地球規模の問

題であるため、取り組みの成果が、問題の解決につながっているか感じにくく、そのこ

とが取り組みが進まない要因でもあると思われる。

◆主な課題

寒川町環境基本条例が制定(H13.3)、その後環境基本計画が策定(H15.3)、平成１９年

度には計画が見直され、これに基づく取り組みが進められているものの、すべての施策

が進捗しているわけではなく、また、環境に関しては、取り組みの効果が短期間で現れ

ないものも多く、継続的に取り組む必要がある。

◆施策実施結果

今後も環境基本計画の方向性に基づき、環境に関わる諸施策を進め、環境報告書作成

による進行管理の実施、環境基本計画改訂版による重点プロジェクトの推進、現計画の

期間が平成２３年度までであるため、計画の見直しについても検討を進める。また、町

民、事業者等の活動については、さむかわエコネットとの連携協働を軸に、今後も推進

に努めていく。
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◎環境にやさしいまちプロジェクトとしての検証結果
まちにある自然が将来にわたってあり続けるためには、環境への負荷の低減、自然環

境の保全と創造、環境に配慮した生活環境の整備による調和のとれた緑豊かなまちづく

りが必要であり、環境に関わる総合的な施策展開を進めるとともに、町民・企業・行政

等がそれぞれの役割分担と相互の連携を図ることが必要である。

環境基本計画策定後、個別に実施されていた環境に関わる諸施策は、環境基本計画の方

向性のもとに進められており、計画の進行管理は環境報告書の作成により実施し、その内

容を広く公表している。また、町民、事業者等への活動の呼びかけに対し、寒川環境町民

会議（さむかわエコネット）の設立、実践活動が進んでおり、町民等の環境意識の高揚に

つながっており、自治会や企業及び各種団体などを中心に、年２回のまちぐるみ美化運動

や相模川河川敷における河川美化キャンペーンが実施されていることは、町民や企業等に

おける自主的な環境美化活動につながっている。このような活動が広まることにより、町

民一人ひとりの環境に対する思いが強くなり、町民・企業・行政等がそれぞれの役割と連

携を図り施策を横断的・総合的に展開することで環境にやさしいまちづくりを実現させることになる。
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３．にぎわいと魅力を創造するまちプロジェクト

（３つの拠点づくりプロジェクト）

◎にぎわいと魅力を創造するまちプロジェクトのねらい
私たちのまちがより個性的で魅力ある都市として発展するためには、広域的な交通網

の整備や高度情報ネットワークを活用して人や物、情報等の様々な主体の交流と連携が

必要であり、そのため新幹線新駅誘致地区を中心とした都市未来拠点、寒川駅を中心と

した生活中心拠点、さがみ縦貫道路の（仮称）寒川南インターチェンジ周辺を中心とし

た産業集積拠点を３つの拠点として位置付け、その形成を図るとともに、これらを結び

つけそれぞれの役割や機能を相互に生かし合うことにより、にぎわいと魅力を創造する

まちを目指します。

【プロジェクトの内容】

《３つの拠点づくりの推進》

◆施策のねらい

町のにぎわいや活力を生み出す３つの拠点（都市未来拠点、生活中心拠点、産業集積

拠点）づくりを進めます。

◆２０２０プラン策定時の状況

神奈川県東海道新幹線新駅設置促進期成同盟会では、平成９年１１月に倉見地区を新

駅誘致地区として決定して以来、新駅誘致の早期実現に向けた取り組みを行っている。

ツインシティ構想は、新幹線新駅誘致地区を核として、倉見地区と対岸の平塚側地区

とを新しい橋で結び、相模川の東西が一体となって機能する環境と共生する都市づくり

を行うものである。町では、倉見地区を町北部の新たな拠点として位置付け、まちづく

りに取り組んでおり、平成１４年３月には、倉見地区のまちづくりを目指して、「ツイン

シティ倉見地区基本計画」を策定した。

今後は、さがみ縦貫道路の（仮称）寒川北インターチェンジ周辺という交通の利便性

を適切に受け止め、周辺環境にも配慮した計画的な土地利用が求められている。

寒川駅北口地区のまちづくりは、町民の定住意識の高揚と魅力ある町を目指すことを

目的に、平成４年に土地区画整理事業の認可を得てスタートし、町の玄関口や中心商業

地としての役割を期待されている。平成１０年度に策定された「中心市街地活性化基本

計画」を基本に寒川駅南口地区と町役場周辺を含む６９．５haについて、今後は中心市

街地として環境づくりを図ることとしている。

町の工業の状況としては、バブルの崩壊等により産業の空洞化や企業の設備投資が鈍

り、大きな影響を受けているが、県の中央部から湘南地域の主要都市を結ぶ広域幹線道

路として期待されているさがみ縦貫道路については、本町に２カ所のインターチェンジ

が計画されており、インターチェンジ周辺への企業進出が予想されている。
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また、町の商業は自然発生的な路線型商店街に限られていることから、近隣市におけ

る商業開発や郊外型の大型店等の影響や町民の価値観の多様化、ライフスタイルの変化

によって、町民の購買力の流出等の問題が発生している状況である。

◆主な成果

東海道新幹線新駅誘致に向けた事業に対する成果は十分ではないものの、要望活動の

継続実施や厳しい財政状況の中でも積み立てを実施するなど、一定の取り組みを行った。

ツインシティについては、新幹線新駅誘致と新駅を中心としたまちづくりを協議・研

究するための地元組織として設立された東海道新幹線(仮称)倉見新駅促進協議会との協

議や、庁内関係部局による調整会議を開催し、まちづくりに向けた意見交換・連絡調整

を進めている。

寒川駅北口地区土地区画整理事業は、建物移転の進捗により、都市計画道路、区画道

路、歩道、歩行者専用道路等の公共施設やライフラインの整備も進んでおり、平成２１

年度末で全体事業費の約９３％の進捗状況となっているが、複合施設計画の平成２３年

度までの凍結やコミュニティセンターや共同駐車場の研究について中心的役割を果たし

てきたまちづくり(株)を平成２１年度に一定の目的達成により解散するなど、大きな転

換期を迎えたところである。

一方、町内商業の活性化・消費拡大策としては、平成１４年度からのプレミアム商品

券の発行や商業協同組合のポイントカードの発行を行っている。また、寒川駅前の４商

店会については、平成２１年１２月に「寒川駅北口商店会」として一本化がなされたこ

とで商店街活性化の方向が見えてきているとともに、北口商店会として区画整理事業等

に併せ、省電力街路灯設置を進めるなど新たにまちづくりに踏み込んでいる状況である。

さがみ縦貫道路については、（仮称）湘南台寒川線の整備が（仮称）寒川北インターチ

ェンジへのアクセス機能を持つ道路として「かながわのみちづくり計画」に新規の位置

付けとなっており、（仮称）寒川南インターチェンジ周辺の整備については、平成２０年

度から地元地権者等とまちづくりの勉強会、視察研修会等を通じた話し合いを進めてい

る。

産業振興については、毎年１１月に産業まつりを開催して町の産業を広く周知を行って

いるが、企業の流出や雇用促進への対策を目的とした施策の活用状況としては、平成１

８年度に施行した企業の立地促進に関する条例による奨励措置を受けている企業が平成

１８年度は２社、平成１９年度は３社、平成２１年度は１社の計６社であり、固定資産

税等の免除及び不均一課税の対象となっている。また、併せて、中小企業施設整備資金

特別融資制度の利用実績も上がっている。

◆主な課題

東海道新幹線新駅設置に係る要望については、現時点で JR 東海から具体的な回答を
得ている状況ではないが、リニア中央新幹線の開業により、東海道新幹線の持つ役割の

変化やそれに伴う稠密なダイヤの改善が想定されることから、新駅設置の可能性は十分

にあると考えられる。

一方、地元組織である倉見新駅促進協議会とは、新幹線新駅誘致や新駅を中心とした
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まちづくりについて、話し合いを進めているが、協議は深まっていない状況である。

また、(仮称）寒川北インターチェンジ周辺については、現在、県と関係市町で進めて

いるツインシティのまちづくりと密接に関係するため、当該計画と整合したインターチ

ェンジへのアクセス道路の整備検討が求められている。

寒川駅北口地区土地区画整理事業については、平成２１年度末現在の仮換地指定率が

８９．２％、建物移転が９０．３％となっている。事業開始から長い年月が経過してお

り、事業の早期完成を目指さなければならないが、都市計画道路寒川下寺尾線が平成２

０年４月に暫定供用開始され地区内の大型スーパーの移転も完了しており、今後は都市

計画道路南側の駅前広場を中心とした駅前通りの整備に重点を置くことになる。今後は、

事業の進捗状況を見ながら寒川駅南口地区の整備検討についても進めていく必要がある。

また、町の商業は近隣市における郊外の大型店舗等の影響や町民の価値観の多様化、

ライフスタイルの変化によって町民の購買力の流出等の問題が発生しており、駅前区画

整理事業と歩調を合わせた活性化策を推進する必要がある。併せて、共同駐車場の整備

については民間も含め検討が必要である。

さがみ縦貫道路インターチェンジ周辺整備は、周辺環境との調和に配慮した計画的な

土地利用を促進する必要があり、地元住民との合意形成を図る必要がある。町内に２カ

所計画されているインターチェンジのうち、（仮称）寒川南インターチェンジ周辺につい

ては、特定保留区域として位置付けられ、地権者との勉強会などを進めているが、今後、

地元地権者との合意形成を図る必要がある。また、さがみ縦貫道路の供用開始を間近に

控え、（仮称）寒川南インターチェンジ周辺の土地利用計画を検討する必要がある。

企業の流出や事業縮小防止のため、平成１８年度から「企業等の立地促進に関する条

例」及び「中小企業施設整備資金特別融資制度」をスタートさせ、企業立地促進の奨励

を図ったが、今後は町の産業振興を図るため、活用実績を伸ばし、制度の運用充実を図

る必要がある。

◆施策実施結果

３つの拠点の１つである都市未来拠点は、新幹線新駅とさがみ縦貫道路（仮称）寒川

北インターチェンジのインパクトを適切に受け止めつつ、ＪＲ相模線や相鉄いずみ野線

との連携を図ることによって、広域からの集客にも対応した文化・交流・商業・業務等

の機能集積を図る拠点としての位置付けであるが、東海道新幹線新駅誘致に向けた取り

組みの成果は必ずしも十分ではない。今後とも新駅誘致に密接に関連するＪＲ東海のリ

ニア中央新幹線開業に向けた動き等を注視していく必要がある。

ツインシティについては、新幹線新駅誘致と新駅を中心としたまちづくりを協議・研

究するための地元組織（倉見新駅促進協議会）の設立や当該協議会との協議、庁内関係

部局による調整会議の開催など、まちづくりに向けた意見交換・連絡調整を進めたほか、

現況測量や権利調査の実施、ツインシティまちづくり事業調査、第６回線引き見直しに

係る意向調査や説明会の実施、地元合意形成に向けたまちづくり懇談会の開催など、事

業推進に向けた取り組みに一定の成果があったものと解される。

生活中心拠点づくりとしては、寒川駅周辺を既存の機能集積を生かして町の中心にふ

さわしい町民のための商業集積を図る拠点としての位置付けであるが、寒川駅北口地区
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土地区画整理事業は、都市計画道路、区画道路、歩道、歩行者専用道路等の公共施設や

ライフラインの整備も進捗し、今後駅前広場や街区公園の整備など、早期完成に向けて

着実に取り組みを進めている状況である。寒川駅南口については、寒川駅北口地区土地

区画整理事業終了までに、整備の必要性、整備内容等を検討していく必要がある。

一方、町内商業の活性化・消費拡大策として平成１４年度からプレミアム商品券の発

行や商業協同組合のポイントカードの発行を行ってきたが、購買力の町外への流出に歯

止めをかけることまでにはつながっていないため検討が必要である。また、商店街の活

性化については、寒川駅前の４商店会が平成２１年１２月に「寒川駅北口商店会」とし

て一本化がなされるとともに、北口商店会として区画整理事業等に併せて省電力街路灯

設置を進めるなど、新たにまちづくりに踏み込んだ状況が出てきていることなどから、

一定の効果があったと解される。

産業集積拠点づくりとしては、さがみ縦貫道路の（仮称）寒川南インターチェンジに

面しているという交通条件の良さを受け止めつつ、周辺環境との調和にも配慮して土地

利用と産業集積としての位置付けであるが、（仮称）寒川南インターチェンジ周辺の整備

については、平成２０年度から地元地権者等とまちづくりの勉強会、視察研修会などを

通じた話し合いを進めており、第６回の線引き見直しにおいて特定保留区域の位置付け

となるなど、拠点づくりに向けた第一歩として一定の効果があったものと解される。

産業振興については、企業の流出や雇用促進への対策を目的とした施策の活用状況と

して、平成１８年度に施行した企業の立地促進に関する条例による奨励措置を受けてい

る企業が平成１８年度は２社、平成１９年度は３社、平成２１年度は１社の計６社であ

り、固定資産税等の免除及び不均一課税の対象となっているが、より多くの活用を目指

し、制度の PRや内容の検討等が必要と思われる。

《拠点間の連携強化》

◆施策のねらい

３つの拠点間の連携強化を図り、様々なインフラの整備を進めます。

◆２０２０プラン策定時の状況

本町の幹線道路網は、県道相模原茅ヶ崎線を始めとする４路線の県道等で構成されて

いる。

さがみ縦貫道路については現在相模川沿いに整備中であり、町内には２カ所のインタ

ーチェンジが計画されている。インターチェンジに接続する道路では、交通量の大幅な

増加が予想されている。

平成１０年に完成した湘南銀河大橋につながる道路は、神川橋に加えて町と周辺市町

を東西に結ぶ重要な路線になっているが、橋へ向かう道路の混雑は依然残っており、生

活道路への通過車両の流入も目立っている。

鉄道の利便性向上策としてのＪＲ相模線の複線化や相鉄いずみ野線の延伸については、

鉄道事業者に対する要望を活動の中心に展開を図っているが、運行本数等利便性が低い
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状態が続いている。

バス路線については、町内で帰結する単独路線はなく、路線構成等の問題により利便

性も低く利用状況も悪いため、国の規制緩和によりバス利用の少ない路線の廃止が予測

される。

町では、情報通信基盤としてCATV網が全域に普及しており、日常の暮らしの中に浸透

している。今後は本格的な情報ネットワーク社会が到来すると考えられるため、町民が

相互に情報を共有できるような情報環境の整備が求められている。

町には相模川・小出川・目久尻川などの河川があり、人々が昔から水と親しむ環境に

あるなど、水とのつながりが強い土地柄であるが、町では、水や緑とのふれあいの場へ

の取り組みとして、旧目久尻川ふるさと緑道や倉見桜緑道、さむかわ中央公園のせせら

ぎやビオトープ池など整備を進めてきた。週休２日制などによる余暇の時間の増大に伴

い、レクリェーションを兼ねた水辺空間の更なる整備が求められている。

◆主な成果

広域的な道路網としての国・県道の整備は、庁内や関係機関との調整、周辺自治体と

連携・協力のもと、早期整備に向けた要望活動を継続している。さがみ縦貫道路につい

ては、田端地区から倉見地区まで順次整備が進んでおり、町と周辺市町を東西に結ぶ重

要な路線である湘南銀河大橋へ向かう藤沢大磯線は一部暫定供用を開始し、少しずつで

はあるが整備が進み町民の利便性が図られてきている。

町道においては、平成８年度から町道宮山倉見１３号線の拡幅工事を進めるなど、道

路網の整備を推進している。

都市計画道路の見直しについては、神奈川県策定の「都市計画道路の見直しのガイド

ライン」に基づき見直し、対象路線の選定、必要性の検証、周辺自治体と進捗状況等の

調整を行った。

平成１８年６月１５日から町内全域において、超高速回線（光ファイバー）が整備さ

れたことにより、各家庭においてインターネットが接続可能になった。また、町のホー

ムページも整備され町民への情報発信が充実、スポーツ施設の一部がインターネットに

よる予約が可能となり３６５日、自宅や職場から手続きができ利用促進が図られている。

都市化が進む中、町民にやすらぎと潤いを与える都市景観を創出するため、平成１８

年度に、町の個性・資源である「川（水）」と「緑」と「文化」を活用した「新 川と文

化のまちづくり計画」を策定した。平成２１年度において、田端スポーツ公園整備が完

了し、低水護岸整備等親水性に富んだ整備を行い、水辺空間の創造推進を図っている。

さがみ縦貫道路の建設に伴い相模川の神川橋上流部分の新堤築造や、小出川では大曲

地区より改修工事が進められている。

◆主な課題

周辺自治体との広域的なネットワークを形成する幹線道路の整備促進をより一層推進

することが必要であり、町民の期待する道路網の整備を長期的視点に立って積極的に推

進する必要がある。特にさがみ縦貫道路（仮称）寒川北インターチェンジと東西方向を

結ぶ（仮称）湘南台寒川線は、県や町民、企業等と調整を行い計画の具体化を早期に図
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る必要がある。

町内の拠点間の連携強化や観光資源等を活用したまちづくり、企業誘致による通勤者

の増加を図るためにも、道路網や鉄道、バスなどの公共交通の利用促進策を図ることが

必要である。

町内全域で、超高速回線が利用できるようになっているが、通信料が月額６，０００

円程度必要になり、通信料の引き下げに向け要望などを行う必要がある。また、町と町

民が情報を共有できるような情報環境の整備が求められているが、同時に個人情報保護

への配慮が重要な問題となってきている。

平成１８年度に前計画を踏襲した「新 川と文化のまちづくり計画」を策定し、平成

１９年度以降の具体的指針を示した。平成２１年度において実現化プログラムに位置付

けている田端スポーツ公園整備事業について完了する予定である。今後は、事業の計画

的な推進かつ実現性を確保するために、財源等を含めた進行管理のあり方の再考、また、

整備や維持管理に対し町民、ボランティア、企業などとの協働による推進が必要である。

やすらぎと潤いのある水辺空間を創出し、水と緑の活用と創造を実現するため、これ

まで取り組みを進めてきたが、厳しい財政事情のなかで、今後どのように整備計画を進

めていくかが課題である。

◆施策実施結果

３つの各拠点間の相互の連携強化によるにぎわいと活力あるまちづくりを進めるには、

道路や交通体系の整備による利便性や快適性の向上を図る必要があるが、さがみ縦貫道

路をはじめ主要な幹線道路は、広域的なネットワークを形成する交通の要所として重要

であり周辺自治体と連携し、長期的な視点に立ち事業の推進と要望活動を実施していく

必要がある。

特にさがみ縦貫道路（仮称）寒川北インターチェンジと東西方向を結ぶ（仮称）湘南

台寒川線は、想定されるルート（案）を作成し、それぞれのメリット・デメリットを比

較して神奈川県と調整を行うなど一定の効果があったものと解されるが、ツインシティ

倉見地区のまちづくりにおいても重要な幹線道路となることから、事業実施を早期に図

る必要がある。

道路整備については、これまで整備された町道の多くが、舗装や側溝の老朽化により

安全面での危惧が生じており、今後は計画的な維持管理を図るため、維持管理計画を作

成し、財源確保をしながら利便性の向上と安全を図る。また、寒川町幹線町道将来計画

は、策定から１０年以上が経過しているため、見直しを図り安全面での緊急性などの視

点から整備を進めていく必要がある。

都市計画道路の見直しについては、必要性の検証等の結果に基づき、対象路線につい

て、見直し方針を策定していく。

交通体系の整備としては、これまでも事業者への要望活動の実施により改善が図られ

たものもあるなど、一定の効果があったものと解されるが、相模線やバスなど公共交通

機関の不便さの改善は、町民がこの町に住み続けたくなるためには、必要不可欠である

ので今後も取り組みを継続していく必要がある。相模線の利用者の増加が見込まれる中

で当面は、行き違い施設の整備や運転本数の増便や、相鉄いずみ野線延伸など積極的・
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継続的に関係機関へ要望活動を行い、鉄道輸送力増強を図るとともに、併せて、バス事

業者に対して路線の維持、増便の要望活動を進めていく。

拠点間の連携強化には、情報のネットワーク化やその基盤整備に加え、町の地域資源

を生かすという視点から、河川空間の活用や道路等の緑化を図ることによる緑や水のネ

ットワーク化の推進も必要であるが、地域情報化の推進については、既述のとおり、平

成１８年６月１５日から町内全域において、超高速回線（光ファイバー）が整備された

ことにより、各家庭におけるインターネットが接続可能になったこと、また、町のホー

ムページも整備され町民への情報発信が充実、スポーツ施設のインターネットによる予

約が可能となり利便性が向上したことなど、ITC技術の日進月歩の進歩により、利便性の

大きな向上が図られている。

緑や水のネットワーク化については、緑の豊かさや身近な河川の水辺環境は、町民に

やすらぎと潤いを与えるものであることから、今後も「緑の基本計画」や「新 川と文

化のまちづくり計画」などを基本に計画的な整備を進め、良好な自然環境の確保を図る

必要がある。

◎にぎわいと魅力を創造するまちプロジェクトとしての検証結果
本プロジェクトのねらいは、町がより個性的で魅力ある都市として発展するためには、

広域的な交通網の整備や高度情報ネットワークを活用して人や物、情報等の様々な主体

の交流と連携が必要であり、そのために新幹線新駅を中心とした都市未来拠点、寒川駅

を中心とした生活中心拠点、さがみ縦貫道路の（仮称）寒川南インターチェンジ周辺を

中心とした産業集積拠点を３つの拠点として位置付け、その形成を図るとともに、これ

らを結びつけそれぞれの役割や機能を相互に生かし合うことにより、にぎわいと魅力を

創造するまちを目指すこととされているが、３つの拠点はいずれも現在整備中であり、

具体的な拠点間の連携については今後の施策展開に委ねられることとなる。

今後の各施策の展開にあたっては、３つの各拠点の着実な整備を進めるとともに、３

つの拠点の連携強化のためのツールとしての交通インフラの整備、地域情報基盤の整備、

緑や水のネットワーク化の推進について横断的な施策展開を図ることが必要である。本

プロジェクトのねらいは、３拠点の連携による町のにぎわいと魅力の創造であるが、プ

ロジェクトに位置付けられた各施策・事業が互いに補完し合いながら実施していくこと

が効果的である。
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●３つの重点プロジェクトとしての検証と今後のあり方
近年では、少子高齢化や核家族化をはじめとする個々の生活スタイル変化や、開発に

伴う自然環境の破壊やエネルギー消費などによる環境問題、道路整備や公共交通への期

待などをはじめとする都市基盤整備などの社会情勢は急激に変化しており、このことか

ら住民ニーズは多様化かつ複雑化する傾向をたどっている。また、ストレス社会の中で

健康意識の向上や生きがいのある充実した生活を求める声は日増しに増大しており、行

政としての果たすべき使命・役割は多岐にわたって増加している。

これらの住民ニーズに応えるために施策実施にあたっては、施策間の連携を深め、効

率的に行うとともに、個々の住民ニーズにも対応できるきめ細やかなサービスの提供を

行う必要があることから、３つの重点プロジェクトにおいては、施策間の枠組みにとら

われず、横断的に施策実施を行ってきた。それぞれのプロジェクトとして一定の方向性

により成果があったものと解するが、プロジェクト間においての連携は、施策の方向性

の違いからやや希薄であり、将来像まで結びつけるためのプロジェクトごとの関連性の

意義等に対し改善の余地が残された。

今後のプロジェクトのあり方としては、まちづくりの基本目標の実現に向けた施策を

実施することで縦の整合性を保ちつつ、従来どおり施策を横断的に捉え効率的かつ効果

的に実施することで、施策を一体として推進することができるため、今後においてもプ

ロジェクトとして推進すべきと解する。

しかしながら、現在のプロジェクトについては、住民にとって真に必要な施策が、い

つまでに・どの程度まで行うものなのか不明確な部分があるため、このプロジェクトの

あり方について次のとおり再考すべきと判断した。

＜プロジェクトのあり方＞

このプロジェクトは、従来どおり相互の連携を密にし、施策を横断的に捉えつつも、

社会情勢の急激な変化にも耐えられる確実な財政推計に基づき、後期基本計画内で年度

別に事業の目標値の指標化を行うことで、町として責任ある総合計画の事業プロジェク

トとして住民へ説明責任を果たすものと考える。
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